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要約 

１ 調査の背景 

インドでは近年急速な都市化が進み、交通インフラの整備が十分に進んでいない。チェンナイ

市周辺の自治体も含めたチェンナイ都市圏の人口は、２００１年の約６５６万人から２０１１

年には約８７０万人（同国第４位：Ｃｅｎｓｕｓ２０１１）に増加しており、これに伴い都市

部の交通も増加の一途をたどり、慢性的な渋滞が深刻な問題となっている。係る状況の下、増

え続ける交通需要に対応するためチェンナイ周辺環状道路の整備が計画されている。また、チ

ェンナイ周辺環状道路の利用促進を図る目的で高度交通情報システム（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎ

ｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ以下、ＩＴＳ）の整備、さらに市内の交通渋滞緩和

に寄与することを目的として、都市内のＩＴＳ（以下、都市内ＩＴＳ）の整備が検討されてい

る。 

チェンナイ周辺環状道路建設事業が検討されているが、ＩＴＳについてはコンポーネントが多

岐に渡り多くの関係機関が存在することからも、現時点で基本的な整備方針が策定されていな

い。このため、本調査では、ＩＴＳの基本方針の策定に必要な情報を収集すると共に、その基

本方針（案）について検討を行う 
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２ 調査の概要 

本調査の概要を以下に示す。 

 表Ｉ 調査の概要 

項目 内 容 

案件名 インド国チェンナイ都市圏ＩＴＳに係る情報収集・確認調査 

調査期間 ２０１６年１月～２０１７年２月 

調査の目的 

タミル・ナド州チェンナイ都市圏においてチェンナイ周辺環状道路及び都市内Ｉ

ＴＳ整備のための基本方針策定に必要な情報を収集し、基本方針（案）の検討を

行う。 

対象地域 インド国タミル・ナド州チェンナイ都市圏 

関係官庁・

機関 

タミル・ナド州インフラ開発庁 （Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ  

Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂｏａｒｄ） 

タミル・ナド州高速道路・港湾局 （Ｈｉｇｈｗａｙｓ ＆ Ｍｉｎｏｒ  

Ｐｏｒｔｓ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ） 

その他、チェンナイ都市圏における交通運輸関係機関 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

 

３ チェンナイ都市圏の概要 

チェンナイは、タミル・ナド州北東部のベンガル湾コロマンデル海岸沿い位置するタミル・ナ

ド州の州都である。当地域は「南インドの玄関口」と呼ばれ、チェンナイ港とエンノール港の

２つの主要な港がある。チェンナイ港は、ムンバイのジャワハルラール・ネルー港に次いで取

扱量がインドで２番目に多い港である。チェンナイ港の北およそ１５ｋｍに位置するエンノー

ル港は、主に石炭と鉄鉱石やバルクを取り扱っている。当地域は「南アジアのデトロイト」と

も呼ばれ、ＢＭＷ、フォード、ルノー日産といった自動車メーカーとその関連企業が、郊外に

位置するオラガダムやマヒンドラワールドシティーといった工業団地などに進出している。ま

た、チェンナイ市南部の州道４９Ａ号は「ＩＴ回廊」と呼ばれ、道路沿いには多くのＩＴ関連

企業が立地している。チェンナイは、ナレンドラ・モディ首相のスマートシティ構想の下、ス

マート都市として開発する２０の都市の一つに選ばれている。 
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４ チェンナイにおける関連組織 

ＩＴＳ及び都市交通セクターにおける関連組織を下表に整理する。 

表ＩＩ 関連組織 

組織名 役割 

タミル・ナド州インフラ開発庁 タミル・ナド州におけるインフラ整備事業を推進

するための調整機関 

チェンナイ交通警察 交通管理者 

チェンナイ都市圏開発局 チェンナイ都市圏における都市計画及び都市交通

計画のための計画局 

チェンナイ市 市内の道路管理者。道路交通設備整備の実施も担
う。 

タミル・ナド州都市インフラ融資サー
ビス公社 

都市のインフラ融資に係るドナー等の管理窓口 

チェンナイ・メトロ公社 チェンナイ・メトロの管理・運営 

チェンナイ都市圏交通公社 市バス事業者 

タミル・ナド州高速道路公社 都市間バス事業者 

タミル・ナド州高速道路・港湾局 タミル・ナド州における州道、及び州管轄の 

港湾を管理。チェンナイ周辺環状道路を管轄。 

タミル・ナド州道路公社 タミル・ナド州高速道路・港湾局配下の有料道路
（州道）の実施機関。チェンナイ周辺環状道路
（セクション１）の実施機関。 

タミル・ナド州交通局 車検、車両登録、ナンバープレートの管理 

チェンナイ統合都市圏交通委員会 都市交通セクターにおける関係機関から構成され
る、都市交通に係る意思決定及び調整 

タミル・ナド都市インフラ開発財務公
社 

スマートシティ、ジャワハルラル・ネルー全国都
市再生計画といった事業に関して地方自治体など
の実施機関に対する資金援助を担う 

タミル・ナド州データセンター タミル・ナド州政府の中央データセンター  

タミル・ナドエレクトロニクス公社 サーバの運用保守などを含むタミル・ナド州デー
タセンターの実施機関 

インド国道庁 国道の管理者 

インド工科大学チェンナイ校 ＩＴＳに係る研究開発 

チェンナイスマートシティ公社 チェンナイスマートシティプロジェクトのための

特別目的会社 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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５ チェンナイにおける道路ネットワーク 

４本の国道がチェンナイより、コルカタ（国道５号）、ベンガルール（国道４号）、チルチラ

ッパリ（国道４５号）、マダナパリ（国道２０５号）に向けて放射状に延びており、内環状道

路、チェンナイバイパス道路、外環状道路がこれらの放射道路を接続する。外環状道路のセク

ション１は既に共用されており、セクション２が現在建設中である。その外側にチェンナイ周

辺環状道路の建設が計画されている。エンノール港を起点とし、国道５号、国道２０５号、国

道４５号及び国道４号といった主要な放射道路を結び、南部の州道４９号を終点とする。総延

長は１３３．６５ｋｍとなる。チェンナイ周辺環状道路の完成によって、オラガダムといった

チェンナイ周辺に位置する工業団地とチェンナイ港やエンノール港への接続性が大幅に向上す

ることが期待されている。下図にチェンナイにおける主要な道路網を示す。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図Ｉ チェンナイにおける主要な道路網 
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６ チェンナイにおける公共交通 

チェンナイ市民の主要な交通手段は市バスである。約３，８００台のバスが８００路線走行し、

主要な道路をカバーする（但し、外環状道路とチェンナイバイパスを除く）。チェンナイ・メ

トロ（セクション１、延長４５．１ｋｍ）が現在建設中である。うち半分が地下構造、残りが

高架構造となる。うち、高架構造部の約２１ｋｍの区間は２０１５年１月より運行が開始され

ている。また現在、フェーズ２（延長８８ｋｍ）の建設も計画中である。この他、４本の都市

内鉄道が存在する。これらは北部線、西部線、南部線、及び都市内鉄道からなる。都市内鉄道

は全延長が高架構造で建設されている。これらに加え、モノレール（延長４３．６８ｋｍ）や

高速バス輸送システム（延長９６．７ｋｍ）の建設が計画されている。 

 

７ ＩＴＳの現況 

チェンナイにおけるＩＴＳの現況を下表に整理する。 

 表ＩＩＩ チェンナイにおけるＩＴＳの現況 

ＩＴＳコンポーネント 説明 

交通管制室  市内の交通管理のためにチェンナイ交通警察によって運用（但
し、規模は小さい） 

 ＣＣＴＶカメラによって現場の状況を監視 

可変情報板  市内の３１か所に設置 

 ヘルメット着用などのメッセージを表示。動的な交通情報は提
供されていない 

交通信号  市内の３８３か所の交差点に設置 

 固定周期タイプ（周期は手動で設定） 

 信号のタイミングを自動で調整するなどの機能は備えていない 

ＣＣＴＶ カメラ  市内中心部におけるいくつかの交差点に設置 

 現場の状況を監視するためにチェンナイ交通警察によって運用 

Ｅチャランシステム
（Ｅ－Ｃｈａｌｌａｎ 

 交通違反車両を取り締まるためのもの 
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Ｓｙｓｔｅｍ）  携行型の機器を現場の警察官が携行し、違反車両の記録や罰金
徴収の切符を発行する 

チェンナイ・メトロの
電子支払いシステム 

 トークンと非接触型スマートカードが利用可能 

 交通系共通カードの導入を検討中 

交通管制システム  可変情報板、非常電話、気象観測機器等がコンセッショネヤー
によって外環状道路に導入済み 

料金徴収システム  国道４５号及びチェンナイバイパスにＲＦＩＤ方式（ＦＡＳＴ
ａｇ）のシステムが導入済み 

 国道５号、州道４９号、州道４９Ａ号にスマートカードによる
タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)が導入済み。但し、これらには互換
性はなく、相互に使用できるものではない。 

事故情報データベース  世界銀行の支援によって整備 

 交通局やチェンナイ交通警察といった関連機関によって利用さ
れている 

道路管理システム  国道及び州道の管理システムが導入されており道路管理者によ
って利用されている 

車両データベース  中央政府の電子政府構想の下整備された車両情報を管理するデ
ータベース 

ＩＴＳに係る研究開発  交通量計測や事前旅行情報提供といったＩＴＳに関する様々な
研究開発活動がインド工科大学チェンナイ校によって実施され
ている 

その他、民間タクシー
事業者によるＩＴサー
ビス 

 ＵｂｅｒやＯｒａＣａｂといったタクシー配車サービスが利用
可能  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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８ 関連調査と主な計画 

チェンナイにおける関連調査と主な計画を下記に示す。 

 表ＩＶ 関連調査と主な計画 

関連調査と主な計画 説明 

全国都市交通政策 インド中央政府により、ジャワハルラル・ネルー
全国都市再生計画に基づき、全国の都市交通政策
に係る基本方針を定めたもの。 

第２次チェンナイマスタープラン チェンナイ都市圏開発局によって２００８年に策
定。２０２６年を目標年次とした開発施策を定め
る。 

チェンナイ総合交通調査 チェンナイ都市圏開発局によって２０１０年に実
施。２０２６年を目標年次とした交通戦略を提
言。 

タミル・ナドビジョン２０２３ タミル・ナド州首相によって２０１４年に策定。
２０２３年を目標年次としたインフラ整備（含：
社会インフラ）に係るビジョンを宣言。 

スマートシティミッション ナレンドラ・モディ首相主導によるミッション。
全国１００の都市でスマートシティを開発する計
画。２０の都市が優先都市として選定されてお
り、チェンナイも含まれる。ＩＴＳの実施が含ま
れている。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

９ 課題の整理、必要な施策及び施策のためのＩＴＳメニュー 

チェンナイにおける課題を表Ｖに整理する。都市交通に係る課題はＩＴＳのみでは解決できる

ものではないため、これを解決するために必要な施策として制度／法令、インフラ及びＩＴＳ

の３つのカテゴリーにグループ分けした。これを基に特定されたＩＴＳメニューを表ＶＩに示

す。 
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表Ｖ 課題の整理と必要な施策 

カ
テ
ゴ
リ
ー
 

課題 

施策 

制
度
／
法
令
 

イ
ン
フ
ラ
 

Ｉ
Ｔ
Ｓ
 

道
路
交
通
 

ａ） 二輪車、三輪（オートリキシャ）の高い比率 〇   

ｂ） 都市化の進展に対する道路整備の遅延  〇 〇 

ｃ） 多くの交通事故発生件数 〇 〇 〇 

ｄ） 大型車両の高い混入率  〇 〇 

ｅ） チェンナイ港周辺における大型車両の恒常的な待ち行列（港への入場待ち）  〇  

ｆ） 多くの大型車両の通行によるチェンナイ郊外の農村地域住民への安全面の脅威  〇 〇 

道
路
イ
ン
フ
ラ
 

ａ） チェンナイ・メトロの建設工事に伴う主要幹線道路における走行車線数の減少（一時的事象）  〇  

ｂ） 市内の主要交差点における多くの複雑な立体構造  〇  

ｃ） いくつかの主要交差点における立体交差の未整備  〇 〇 

ｄ） 損傷した舗装や排水施設の未整備など、道路表面の劣化を早める様々な要因  〇 〇 

ｅ） 多くの路上駐車車両による道路空間の占有  〇  〇 

ｆ） 路外駐車場の不足  〇 〇 
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ｇ） 降雨時の道路の冠水 〇 〇 〇 

ｈ） 歩道の未整備（特に主要幹線道沿いにおける歩行者空間の未整備による危険）  〇 〇 

ｉ） 自転車道の未整備  〇 〇 

ｊ） 一定でない道路幅員  〇  

ｋ） 歩道橋の不足  〇 〇 

ｌ） 排水システムの未整備と不十分な維持管理  〇  

交
通
マ
ナ
ー
 ａ） 交通マナー、交通ルールの重要性に対する認識不足 〇   

ｂ） 横断歩道の有無にかかわらず幹線道路を横断する歩行者 〇 〇  

ｃ） 車線、停止線や信号の順守の欠如 〇 〇  

交
通
管
理
 

ａ） 車両の走行速度低下のための道路上のバリケード 〇 〇  

ｂ） 稼働していない多くの信号機 〇 〇  

ｃ） 視認性が十分に確保されていない信号機（高さ、設置位置等）  〇  

ｄ） 異なる有料道路事業者間で相互に利用可能な通行料金徴収のための共通カードの未存在 〇 〇 〇 

ｅ） 道路管理や交通管理に係る技術的知見・経験の不足 〇 〇  
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公
共
交
通
 

ａ） 異なる交通機関同士の不十分な接続性  〇 〇 

ｂ）バス停留所の不適切な位置 

（交差点近傍など） 

 〇  

ｃ）バスの運転手及び乗客の安全面に対する認識不足  〇   

ｄ）バス停留所やバスターミナルにおけるバスの運行情報・到着時刻等の情報の未整備  〇 〇 

ｅ） 劣悪な公共バスの車両環境  〇  

ｆ） 乗車券販売の自動化の未整備による非効率性・不便性 〇 〇 〇 

ｇ） チェンナイ・メトロ建設の大幅な遅延 〇   

道
路
付
帯
施
設
 

ａ） 多くの破損した沿道施設 〇 〇 〇 

ｂ） 交通管理・道路運営管理を支援するシステムの未整備とデータの未存在   〇 

ｃ） 限定的な道路資産管理      〇 

ｄ） 有用な道路交通データや情報の未存在 〇 〇 〇 

ｅ） 道路通行料金徴収システムの未整備による恒常的な渋滞 〇 〇 〇 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）
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表ＶＩ 対策を実現するためのＩＴＳメニュー 

 
 

道路交通 道路インフラ 
交通 
管理 

公共交通 道路付帯施設 
担当機関 ／ 備考 

ｂ）＊ ｃ） ｄ） ｆ） ｃ） ｄ） ｅ） ｆ） ｇ） ｈ） ｉ） ｋ） ｄ） ａ）  ｄ） ｆ） ａ） ｂ） ｃ） ｄ） ｅ） 

１） 
チェンナイ交通情
報センター  

● 
   

● 
  

● ● 
      

 
   

● 
 

スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター）  
チェンナイ交通情報センター：都市交通情報提供のための新たな組織 

２） 
交通警察の交通管
理センター 

● 
     

● 
        

 
   

● 
 

チェンナイ交通警察 

３） 
チェンナイ周辺環
状道路の    
交通管制システム 

● 
              

 
   

● 
 

タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター） 
チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター：チェンナイ周辺環状道路の交通管理のための新
たな組織  

４） プローブシステム ● 
   

● 
          

 
   

● 
 

チェンナイ都市圏交通公社 ／ スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター）  
ＧＰＳデータを市バスから収集し、市バスシステム及び チェンナイ交通情報センターで利用
する。 

５） 
交通量計測システ
ム 

●    ●               ●  
スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター、タミル・ナド州道路公社（チェンナ
イ周辺環状道路の交通管制センター）  

６） 
ＣＣＴＶ交通監視
システム 

                   ●  
チェンナイ交通警察、タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制センタ
ー） 

７） 
ＣＣＴＶ違反者取
り締まりシステム 

      ●               
チェンナイ交通警察                                                                                                                                                   
違反を取り締まるためのシステムを既に整備済み。 

８） 
ナンバープレート
認証システム 

 ● ●    ●               
チェンナイ交通警察 
ナンバープレートの標準化が必要。タミル・ナド州交通局が供給業者の入札を実施中。 

９） 
冠水計測・警告シ
ステム 

        ●           ●  
スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター）     
主にＣＣＴＶカメラと可変表示板で構成された水位測定システムを地下道に設置する。 

１０） 
可変表示板システ
ム 

●                   ●  
チェンナイ交通警察、タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制センタ
ー） 

１１） 

料金徴収システム 
（既設の料金所ま
たはチェンナイ周
辺環状道路） 

                    ● インド国道庁、タミル・ナド州道路公社 

１２） 
インターネット／
ＳＭＳによる情報
提供システム 

●       ● ● ● ● ● ●       ●  
スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター） 、タミル・ナド州道路公社（チェ
ンナイ周辺環状道路の交通管制センター） 

１３） 
エリア交通信号制
御システム 

●                     チェンナイ交通警察 

１４） 
動的軸重計測シス
テム 

  ●                   
タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の料金所） 
主に動的軸重計測、静的横圧測定、ＣＣＴＶカメラでシステムを構成。 

１５） 
事故データ管理シ
ステム 

 ●                  ●  
チェンナイ交通警察  、タミル・ナド州交通局                                                                                                    
事故情報データベースは既に整備済み。 

１６） 
市バス管理センタ
ー 

●        ●      ●     ●  チェンナイ都市圏交通公社 

１７） 
市バス運行管理シ
ステム 

●        ●      ●     ●  チェンナイ都市圏交通公社 

１８） 
市バス情報提供シ
ステム 

●        ●      ●       チェンナイ都市圏交通公社 

１９） 
市バス運賃支払い
システム 

●             ●  ●      チェンナイ都市圏交通公社 

２０） 
クリアリングハウ
スと相互運用カー
ド 

●       ●   ●  ● ●  ●      メトロ（チェンナイ・メトロ公社）及び関係組織（チェンナイ都市圏交通公社、都市内鉄道） 

２１） 
駐車場管理システ
ム 

●       ●            ●  
チェンナイ市、チェンナイ・メトロ公社                                                                                                                                               
路外駐車場の所有者がシステムを管理。 

２２） 
道路台帳データベ
ース 

     ●           ● ● ●   

チェンナイ市、 インド国道庁、タミル・ナド州高速道路・港湾局、 タミル・ナド州道路公
社                                                                                         
道路台帳データベースは既に道路管理者によって整備済み。 

２３） 
歩道／自転車道情
報提供システム 

         ● ● ●          チェンナイ市 

課題 
必要な ITS  
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２４） 
自転車シェアシス
テム 

          ●           チェンナイ市 

２５） 
商用車両運行管理
システム 

   ●                  民間により実施される性質のもの。 

※「表Ｖ課題の整理と必要な施策」の課題項目に対応 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）
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１０ ＩＴＳの整備方針 

現況、課題及び特定されたＩＴＳメニューを踏まえ、段階的整備方針と実施スケジュールをＩ

ＴＳの整備方針として以下のとおり推奨する。 

表ＶＩＩ 段階的な整備方針（案） 

段階 期間 整備方針 

短期 ２０１７– 

２０２１ 

（１－５年目） 

既存のＩＴＳ機器のより有効的な活用 

短期で導入可能なＩＴＳの整備 

上記で導入したＩＴＳの運用の開始 

比較的長期な整備期間を要するＩＴＳの整備の開始 

中期 ２０２２– 

２０２６ 

（６－１０年目） 

短期で実施したＩＴＳの拡張と更新（必要に応じて） 

短期で整備を開始したＩＴＳの運用の開始 

長期 ２０２７ – 

（１０年目以降） 

新たな技術を活用したシステムの更新や導入、機能の拡張 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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表ＶＩＩＩ 実施スケジュール（案） 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

(既存のナンバーを交換するのに必要な期間)

  :運用

中
期

チ
ェ

ン
ナ

イ
周

辺
道

路
の

IT
S

交通管制システム

料金徴収システム

動的軸重計測システム

  :準備 (設計, 調達, 設置, など.)

市バスシステムは チェンナイ交通情報システムの運用
が開始される前に導入される必要がある

市バス運行管理システム

市バス情報提供システム

市バス運賃支払いシステム

図中の茶線は既存のセンターの改修期間を示す

可変表示板システム

エリア交通信号制御システム

エリア交通信号制御システムは2ステージで導入
  -1st ステージ: 市中心部に150基設置
  -2nd ステージ: エンノール港、チェンナイバイパス
とシルセリに囲まれる地域で230基の設置

冠水計測・警告システム

インターネット/SMSによる情報提供システム

短
期

：
都

市
内

I
T
S

チ
ェ

ン
ナ

イ
交

通
情

報
セ

ン
タ

ー

チェンナイ交通情報センター

2020 2021

CCTV 交通監視システム

交
通

管
理

シ
ス

テ
ム

(
チ

ェ
ン

ナ
イ

交
通

警
察

) 交通警察の交通管理センター

市
バ

ス
シ

ス
テ

ム

市バス管理センター

将来的な道路ネットワークや交通状況の変化に合わせ
て、タクシーや商用車両からのプローブや交通計測
システムの追加等を行う

プローブシステム

交通量計測システム

都市内鉄道フェーズ‐2 延長

推奨されるITSコンポーネント
短期 中期 長期

備考
2017 2018 2019 2026 20272022 2023 2024 2025

外環状道路 (フェーズ-2）
（全線開通)

メトロフェーズ-1 メトロフェーズ2の建設が現在検討中

メトロフェーズ-1 延長

ナンバープレートの標準化 標準化されたナンバープレートのベンダー選定が進行中

クリアリングハウスと交通系共通カード

チェンナイ周辺環状道路 (セクション-1)

ITSと主要なイベントの技術的な必要条件
短期 中期 長期

2022 2023 2024 2025 2026
備考

2017 2018 2019 2020 2021 2027

(拡張)

(ステージ-1 :150ATSC )

(ステージ-2 :230ATSC)
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１１ 組織の提案 

次ページにチェンナイにおけるＩＴＳ関係機関の全体的な組織構成案を示す。本調査で提案し

たＩＴＳではチェンナイ交通情報センター、チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター、市

バス管理センターの３つの新しいセンターが設置される。チェンナイ統合都市圏交通委員会が

チェンナイの交通セクターにおける意思決定、関係機関の意見調整を行う。ＩＴＳは、適切な

運営、維持管理、計画、及び更新を継続して実施してゆくにあたって、分野横断的な事項に対

処することが必要となる。したがって、関係機関の関与と関係機関との間での調整が重要とな

る。そのため、これらのセンターは図ＩＩで示されるチェンナイ統合都市圏交通委員会の枠組

みの下、それぞれの機関の下に設立されることが望ましい。 

図ＩＩＩに関連機関とデータ／情報交換の流れを示す。新しいセンターの中央サーバーは高い

セキュリティ対策と十分な維持管理が期待できるタミル・ナド州データセンターへの設置が推

奨される。図に示されるようにデータや情報はタミル・ナド州データセンターに設置された中

央サーバーを通じて関係機関と交換される。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図ＩＩ チェンナイにおけるＩＴＳ関係機関の全体的な組織構成（案）  
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交通管制   
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図ＩＩＩ 関連機関とデータ／情報交換 

チェンナイ都市圏交通公社 
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国道庁     
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１２ 概算費用 

概算費用を表ＩＸに示す。長期の概算費用については諸々の要素について現時点では確定的ではないため、含めていない。 

表ＩＸ 概算費用 

 

※上記の各ＩＴＳコンポーネントに１０％の予備費を見込む 
※交差点改良のための最小限の土木工事費はエリア交通信号制御システムの機器費に含まれる 
※年間運営維持管理費は初期コストの１０％と見積もる 
（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

(単位：1千万ルピー)

機器費
年間運営維
持管理費

機器費
年間運営維
持管理費

機器費
年間運営維
持管理費

チェンナイ交通情報センター
(含：プローブシステム、インターネットシステム)

43.5 1.4

交通量計測システム 22.6

冠水計測・警告システム 7.0

73.1 1.4

市バス運行管理システム 14.6

市バス情報提供システム 38.7

市バス運賃支払システム 76.6

129.9

交通管理センター 8.7 0.6

エリア交通信号制御システム 146.6 222.6

CCTV交通監視システム 4.7

可変表示板システム 21.9

181.9 223.2

交通管制システム 150.1 15.0

料金徴収システム(含：動的軸重計測システム) 30.6 3.1

180.7

384.9 38.5 223.2 60.8 182.1 79.0

790.2

40.5交通管理システム (18.2+22.3)

ITSコンポーネント

短期(ステージ1) 短期(ステージ2) 中期

チェンナイ交通情報システム
7.3 7.3 7.4

小計

市バスシステム
13.0 13.0 13.0

機器費合計

18.2

40.5

小計

小計

チェンナイ周辺環状道路の
ITS

小計

合計
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1 

1 序論 

1.1 調査の背景 

道路が輸送シェアの約５７％を担うインドでは、近年急速な都市化が進み、交通インフラの整

備が十分に進んでいないことから、大都市圏では交通渋滞が深刻な問題となっており、これに

伴う経済損失が経済発展の大きな障害となっている。とりわけ、チェンナイ都市圏の人口は、

２００１年の約６５６万人から２０１１年には約８７０万人（同国第４位：Ｃｅｎｓｕｓ２０

１１）に増加し、市内の交通量も増加の一途を辿っており、慢性的な交通渋滞は更に深刻化し

ている。２０１０年にはチェンナイ中心部の交通渋滞緩和を目的として外環状道路が計画され、

部分開業された。さらに、今後の交通需要増に対応し地域経済の発展を促進するため、州政府

によって外環状道路の外側に「チェンナイ周辺環状道路」が計画されている。また、チェンナ

イ周辺環状道路の利用促進を目的としてＩＴＳの整備が検討されている。さらに、市内の交通

渋滞の緩和に寄与する都市内ＩＴＳの整備も検討されている。 

チェンナイ周辺環状道路建設事業が検討されているが、ＩＴＳについてはコンポーネントが多

岐に渡り多くの関係機関が存在することからも、現時点で基本的な整備方針が策定されていな

い。このため、本調査では、ＩＴＳの基本方針の策定に必要な情報を収集すると共に、その基

本方針（案）について検討を行う。 
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1.2 調査概要 

本調査の概要を以下に示す。  

 表 1．1 調査概要 

項目 内 容 

案件名 インド国チェンナイ都市圏ＩＴＳに係る情報収集・確認調査 

調査期間 ２０１６年１月～２０１７年２月 

調査の目的 

タミル・ナド州チェンナイ都市圏において、チェンナイ周辺環状道路

及び 

都市内ＩＴＳ整備のための基本方針策定に必要な情報を収集し、 

基本方針（案）の検討を行う。 

対象地域 インド国タミル・ナド州チェンナイ都市圏 

関係官庁・機関 

タミル・ナド州高速道路・港湾局  

（Ｈｉｇｈｗａｙｓ ＆ Ｍｉｎｏｒ Ｐｏｒｔｓ Ｄｅｐａｒｔｍ

ｅｎｔ） 

タミル・ナド州インフラ開発庁  

（Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄｅｖｅ

ｌｏｐｍｅｎｔ Ｂｏａｒｄ） 

その他、チェンナイ都市圏における交通運輸関係機関 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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1.3 作業項目 

本調査における作業項目は以下となる。 

表 1．2 調査の作業項目 

項番 作業項目 

（１） 社会経済状況及び都市交通分野に係る現況、将来の動向の把握 

１） 社会経済状況の把握 

２） 都市交通に係る政策・整備計画の把握 

３） 交通状況の把握 

（２） ＩＴＳの把握 

１） ＩＴＳの現況及び将来計画の把握 

２） 関係機関の把握 

（３） 交通調査、需要予測 

１） 既存文献、資料の調査 

２） 交通調査の実施 

３） 交通需要予測 

（４） ＩＴＳの基本方針（案）の検討 

１） 交通インフラの最適活用、交通管理の観点からの課題の整理 

２） 導入の基本方針の検討 

３） ＩＴＳメニューの検討 

４） 導入による効果の予測 

（５） ＩＴＳ運営管理内容、体制の検討 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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1.4 合同会議と主な関係機関 

1.4.1 合同会議 

チェンナイ都市圏においては、多くのＩＴＳに係る関係機関が存在する。このため、本調査で

は関係機関による合同会議が開催される。本合同会議はＩＴＳメニュー案、基本方針案、運営

組織等、重要な項目に係る意見交換と共通認識を図ることを目的とし、インテリムレポートや

ドラフトファイナルレポート提出時などのマイルストーン毎に開催されるものである。本合同

会議は、本調査のカウンターパート機関であるタミル・ナド州インフラ開発庁によって招集さ

れる。 
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1.4.2 本調査における主な関係機関 

本調査における主な関係機関は以下となる。 

表 1．3 調査における主な関係機関 

組織名 役割 

タミル・ナド州インフラ開発庁 
タミル・ナド州におけるインフラ整備事業を推進
するための調整機関 

チェンナイ交通警察 交通管理者 

チェンナイ都市圏開発局 
チェンナイ都市圏における都市計画及び都市交通
計画のための計画局 

チェンナイ市 
市内の道路管理者。道路交通設備整備の実施も担
う。 

タミル・ナド州都市インフラ融資サー
ビス公社 

都市のインフラ融資に係るドナー等の管理窓口 

チェンナイ・メトロ公社 チェンナイ・メトロの管理・運営 

チェンナイ都市圏交通公社 市バス事業者 

タミル・ナド州高速道路公社 都市間バス事業者 

タミル・ナド州高速道路・港湾局 
タミル・ナド州における州道、及び州管轄の 
港湾を管理。チェンナイ周辺環状道路を管轄。 

タミル・ナド州道路公社 
タミル・ナド州高速道路・港湾局配下の有料道路
（州道）の実施機関。チェンナイ周辺環状道路
（セクション１）の実施機関。 

タミル・ナド州交通局 車検、車両登録、ナンバープレートの管理 

チェンナイ統合都市圏交通委員会 
都市交通セクターにおける関係機関から構成され
る、都市交通に係る意思決定及び調整 

タミル・ナド都市インフラ開発財務公
社 

スマートシティ、ジャワハルラル・ネルー全国都
市再生計画といった事業に関して地方自治体など
の実施機関に対する資金援助を担う 

タミル・ナド州データセンター タミル・ナド州政府の中央データセンター  

タミル・ナドエレクトロニクス公社 
サーバの運用保守などを含むタミル・ナド州デー
タセンターの実施機関 

インド国道庁 国道の管理者 

インド工科大学チェンナイ校 ＩＴＳに係る研究開発 

チェンナイスマートシティ公社 
チェンナイスマートシティプロジェクトのための
特別目的会社 

 （出典：ＪＩＣＡ調査団）  

 

 

 

 



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査       最終報告書 

6 

1.5 調査団メンバーとチーム構成 

調査団メンバーと調査団の構成について下図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 1．1 ＪＩＣＡ調査団メンバー構成図 

 

1.6 成果品と提出時期 

本調査は２０１６年１月８日に始まり、翌年２月２７日に完了する。下表に本調査における成

果品と提出時期について示す。 

表 1．4 成果品と提出時期 

レポート名 提出時期 部数 

インセプションレポート ２０１６年１月 和文８部、英文１０部 

インテリムレポート ２０１６年７月 和文８部、英文１０部 

ドラフトファイナルレポート ２０１６年１１月 和文８部、英文１０部 

ファイナルレポート ２０１７年１月 和文８部、英文１０部、ＣＤ－Ｒ３部 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

専門家

チームリーダー  / 交通管理計画

戸谷　浩也

副チームリーダー / ITS 計画　1

近藤　升

交通計画 / 交通需要予測　1

後岡　寿成

ITS計画　2

若月　英司

ITS運用

Gopalakrishna R. Bhatta

交通需要予測 2 / 業務調整

杉山　雄輝

システムエンジニア

Nawaz N

事務

プロジェクト秘書

Khatha Jhansi
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2 チェンナイの現況、計画及び課題 

2.1 社会経済状況 

2.1.1 チェンナイ都市圏の概要 

チェンナイは、タミル・ナド州北東部のベンガル湾コロマンデル海岸沿いに位置するタミル・

ナド州の州都である。チェンナイ都市圏とは、チェンナイ県と、隣接するカーンチプラム県お

よびティルヴァッルール県の一部を含む地域を指す。都市圏の人口規模、経済規模ともにイン

ドで４番目である。一人当たりのＧＤＰは３番目となる。当地域は「南インドの玄関口」と呼

ばれ、チェンナイ港とエンノール港の２つの主要な港がある。チェンナイ港は、ムンバイのジ

ャワハルラール・ネルー港に次いで取扱量がインドで２番目に多い港である。チェンナイ港の

北およそ１５ｋｍに位置するエンノール港は、主に石炭と鉄鉱石やバルクを取り扱っている。 

チェンナイ都市圏には１０以上の経済特別区が整備されており、自動車、情報関連産業、バイ

オテクノロジー関係を中心として、これらの地域に国内外の多くの企業の活動拠点が存在する。

中でも、当地域は「南アジアのデトロイト」とも呼ばれ、ＢＭＷ、フォード、ルノー日産とい

った自動車メーカーとその関連企業が、郊外に位置するオラガダムやマヒンドラワールドシテ

ィーといった工業団地などに進出している。また、チェンナイ市南部の州道４９Ａ号は「ＩＴ

回廊」と呼ばれ、道路沿いには多くのＩＴ関連企業が立地している。チェンナイは、ナレンド

ラ・モディ首相のスマートシティ構想の下、スマート都市として開発する２０の都市の一つに

選ばれている。 

 

2.1.2 人口概要 

２０１１年の国勢調査によれば、タミル・ナド州における人口は７，２１４万人であり、チェ

ンナイ都市圏の人口はおよそ８７０万人である。チェンナイ市は４６０万人である。過去１０

年間の人口増加率はタミル・ナド州では１５．６１％、チェンナイ市では６．９８％である。
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チェンナイ市の人口密度は約２６，５５３人／ｋｍ２であり、これは世界の都市の中でも有数

の人口密度が高い都市となる。タミル・ナド州及びチェンナイの識字率はそれぞれ８０％、９

０％であり、これらは全国平均である７３％を上回る。一方で、インドの大都市の中で４番目

に多いスラム人口を抱えており、都市圏人口の約２０％を占めると言われている。チェンナイ

の主要民族はタミル人であり、次いでテルグ人が多い。主な言語はタミル語であり、ホワイト

カラー労働者を中心に英語も広く話されている。その他はテルグ語、ヒンディー語、マラヤー

ラム語、カンナダ語となる。 

以下に概要を整理する。 

表 2．1 人口概要（２０１１年） 

 
項目 チェンナイ市※1 タミル・ナド州※1 インド全国※2 

１ 面積（ｋｍ２） ４２６  １３０，０５８ ３，２８７，２６３ 

２ 人口（百万人） ４．６４  ７２．１４ １２１０．５７ 

３ 人口増加率（％：１０年間） ６．９８ １５．６１ １７．６８ 

４ 人口密度（人／ｋｍ２） ２６，５５３  ５５５ ３８３ 

５ 識字率（％） ９０ ８０ ７３ 

６ ＧＤＰ（ＵＳＤ／人） １，８７０  ２，４６４ １，５８１ 

７ 外国人観光客数（百万人） ０．６３ ４．０ ７．７  

※１チェンナイ市、タミル・ナド州：２０１１年タミル・ナド州国勢調査、Ｔｈｅ Ｔｉｍｅｓ ｏｆ Ｉｎｄ

ｉａウェブサイトに基づく。 

※２インド：日本国外務省、日本政府観光局ウェブサイトに基づく（観光客数は国ごとに算出方法が異なる）。 

（出典：２０１１年タミル・ナド州国勢調査、Ｔｈｅ Ｔｉｍｅｓ ｏｆ Ｉｎｄｉａウェブサイト、外務省ウ

ェブサイト、日本政府観光局ウェブサイト） 
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2.1.3 タミル・ナド州及びチェンナイにおける日系企業 

タミル・ナド州に進出している日系企業の拠点数は２０１４年時点で５７７拠点であり、イン

ドの州では２番目に多くの日系企業が進出している。また、このうちの４５０拠点がチェンナ

イに存在する。業種別ではサービス業（１３５拠点）、自動車関連業（１１３拠点）、機械

（８３拠点）、物流（６３拠点）の順に多い。また、当地に進出する日系企業の数も年々増加

しており、２０１０年の２４０拠点より約２．４倍の拠点数である。 

表 2．2 日系企業の拠点数 

地域 ２０１０年 ２０１４年 
インド全国 １,２３６ ３，９６１ 

タミル・ナド州 ２４０ ５７７ 

チェンナイ  － ４５０ 

（出典：ＪＥＴＲＯ及び在インド日本国大使館の調査報告書） 

 

2.1.4 気候と洪水 

チェンナイは、インド大陸の東側、ベンガル湾の沿岸地域に位置する。天候は年間を通じて一

般的に高温多湿であり、大きな気温の変化はあまりない。９月中旬から１２月中旬までがモン

スーンの期間であり、この時期が雨季に該当する。またベンガル湾で発生したサイクロンが

度々都市を襲い、広範な地域に大雨をもたらすことがある。年間の平均降雨量は約１，５００

ｍｍである。雨季の期間は街中の多くの場所で冠水が発生する。年間で最も暑い季節は５月の

終わりから６月の頭にかけてであり、この時期の最高気温は約３５～４０°Ｃに達する。最も

涼しいのは１月で、最低気温は約１５～２２°Ｃとなる。過去記録された最高気温は４５°Ｃ

で、最低気温は１３．８°Ｃである。 

タミル・ナド州における大洪水（２０１５年） 

２０１５年１１月〜１２月にかけて、モンスーンの影響により豪雨に見舞われ、南インドの

各地で洪水が発生した。主にコロマンデル沿岸部を中心に広範囲に渡って深刻な被害をもた

らした。これらにはタミル・ナド州、アンドラプラデシュ州及びポンディチェリ連邦直轄領
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が含まれる。中でもタミル・ナド州のチェンナイ市が最も深刻な被害を受けた。死亡者５０

０人以上を数え、１８０万人以上が避難を強いられた。被害額はおよそ５，０００億ルピー

から１兆ルピーであるとされている。係る状況から、タミル・ナド州は堤防の設置や洪水時

の交通ネットワークの確保のための橋梁やバイパスの建設を重要視している。下図にチェン

ナイにおける当時の洪水の様子と被災地域を示す。 

 
（出典：ｎｅｗｉｎｄｉａｎｅｘｐｒｅｓｓウェブサイト） 

 

図 2．1 チェンナイの洪水 

 

（出典：Ｆｌｏｏｄｅｄ Ｓｔｒｅｅｔｓ Ｍａｐｓウェブサイト） 

図 2．2 ２０１５年チェンナイでの洪水被災地 

         Flood affected areas 
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2.1.5 道路交通に関する法制度と運用状況 

インドにおける道路交通に関する主な法制度には（１）Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙ 

Ａｃｔ，１９５６、（２）Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ｆｅｅ Ｒｕｌｅｓ，２０

０８、（３）Ｍｏｔｏｒ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ａｃｔ、そして（４） Ｉｎｄｉａｎ Ｒｏａｄ 

Ｃｏｎｇｒｅｓｓ （以下ＩＲＣ） が発行する規定集がある。 

Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙ Ａｃｔ，１９５６は国道建設時における土地収用等のさ

まざまな高速道路建設・運営に関する事項を規定しており、その中に料金徴収の法的根拠が記

述されている。Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ｆｅｅ Ｒｕｌｅｓ，２００８は道路

利用者に対する料金設定等の具体的なルールを規定している。１９３９年に自動車に関する法

律を統合・改正し制定されたＭｏｔｏｒ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ａｃｔは、排ガス規制や、車検、

免許、罰金、自動車税等について規定している。一方、ＩＲＣの規定集は、道路と道路付帯設

備に関する基準（例：道路（一般道、高速道路）・橋梁・トンネル等の構造の規格、高速道路

の料金所における料金徴収方式毎（マニュアル、タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)、ＥＴＣ）の単位

時間当たりの最低処理能力、情報板に係る規格など）を定めた規定をまとめたものである。 

以下に、それぞれの概要を目次にて示す。 
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表 2．3 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙ Ａｃｔ，１９５６の目次 

Ｎｏ 章題 

１ 
Ｓｈｏｒｔ ｔｉｔｌｅ，ｅｘｔｅｎｔ ａｎｄ ｃｏｍｍｅｎｃｅｍｅｎｔ（略

称、適用地域及び施行日） 

２ 
Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｅｒｔａｉｎ ｈｉｇｈｗａｙｓ ｔｏ ｂｅ 

ｎａｔｉｏｎａｌ ｈｉｇｈｗａｙｓ（国道の指定） 

３ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ（定義） 

４ 
Ｎａｔｉｏｎａｌ ｈｉｇｈｗａｙｓ ｔｏ ｖｅｓｔ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｏｎ

（国家に帰属する国道） 

５ 

Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ ｆｏｒ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｍａｉ

ｎｔｅｎａｎｃｅ ｏｆ ｎａｔｉｏｎａｌ ｈｉｇｈｗａｙｓ       

（国道の建設・管理における責任） 

６ Ｐｏｗｅｒ ｔｏ ｉｓｓｕｅ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ（指示権限） 

７ 

Ｆｅｅ ｆｏｒ ｓｅｒｖｉｃｅｓ ｏｒ ｂｅｎｅｆｉｔｓ ｒｅｎｄｅｒｅｄ 

ｏｎ ｎａｔｉｏｎａｌ ｈｉｇｈｗａｙｓ              

（サービスに対する料金と国道の利益） 

８ 

８Ａ．Ｐｏｗｅｒ ｏｆ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｇｏｖｅｒｍｅｎｔ ｔｏ ｅｎｔｅｒ 

ｉｎｔｏ ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ ｆｏｒ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｍａ

ｉｎｔｅｎａｎｃｅ ｏｆ ｎａｔｉｏｎａｌ ｈｉｇｈｗａｙｓ 

（国道の開発とメンテナンスのために協定を結ぶ中央政府の権限） 

８Ｂ．Ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ ｆｏｒ ｍｉｓｃｈｉｅｆ ｂｙ ｉｎｊｕｒｙ ｔ

ｏ ｎａｔｉｏｎａｌ ｈｉｇｈｗａｙ                    

（国道への損害に対する刑罰） 

９ Ｐｏｗｅｒ ｔｏ ｍａｋｅ ｒｕｌｅ（規制の権限） 

１０ 
Ｌａｙｉｎｇ ｏｆ ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ， ｒｕｌｅ，ｅｔｃ，ｂｅｆｏ

ｒｅ Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔ（議会前の通知・規制の提出） 

（出典：Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙ Ａｃｔ，１９５６よりＪＩＣＡ調査団が作成） 
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表 2．4 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ｆｅｅ Ｒｕｌｅｓ，２００８の目次 

Ｎｏ 章題 

１ 
Ｓｈｏｒｔ ｔｉｔｌｅ，ｅｘｔｅｎｔ ａｎｄ ｃｏｍｍｅｎｃｅｍｅｎｔ

（略称、適用地域及び施行日） 

２ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ（定義） 

３ Ｌｅｖｙ ｏｆ ｆｅｅ（料金の課税） 

４ Ｂａｓｅ ｒａｔｅ ｏｆ ｆｅｅ（料金の基本設定） 

５ 
Ａｎｎｕａｌ ｒｅｖｉｓｉｏｎ ｏｆ ｒａｔｅ ｏｆ ｆｅｅ（基本料金

の改定） 

６ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｆｅｅ（料金の徴収） 

７ 
Ｒｅｍｉｔｔａｎｃｅ ａｎｄ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｉｏｎ ｏｆ ｆｅｅ

（送金と料金の支出） 

８ Ｌｏｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｏｌｌ ｐｌａｚａ（料金所の位置） 

９ Ｄｉｓｃｏｕｎｔｓ（割引） 

１０ 
Ｒａｔｅ ｏｆ ｆｅｅ ｆｏｒ ｏｖｅｒｌｏａｄｉｎｇ（過積載に対する

追加料金） 

１１ 
Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ ｆｒｏｍ ｐａｙｍｅｎｔ ｏｆ ｆｅｅ（料金支払い

の免除） 

１２ Ｄｉｓｐｌａｙ ｏｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（情報提供） 

１３ Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｓｅｄ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（未許可の徴収） 

１４ Ｆａｉｌｕｒｅ ｔｏ ｐａｙ ｆｅｅ（料金の支払いを怠る場合の規定） 

１５ 
Ｐｏｗｅｒ ｏｆ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｔｏ ｖｅｒｉ

ｆｙ ｒｅｃｏｒｄｓ（料金徴収の確認に係る中央政府の権限） 

１６ 

Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｆｅｅ ｉｎ ｒｅｓｐｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｉ

ｖａｔｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ               

（料金所における発進制御バーの設置） 

１７ 
Ｂａｒ ｆｏｒ ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ｏｆ ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ 

ｂａｒｒｉｅｒ（追加的なバーの設置） 

（出典：Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ｆｅｅ Ｒｕｌｅｓ，２００８よりＪＩＣＡ調査団が作成） 
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表 2．5 Ｍｏｔｏｒ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ａｃｔの目次 

章 章題 内容 

１ ＰＲＥＬＩＭＩＮＡＲＹ 定義、目的、改訂履歴等 

２ 
ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ ＯＦ ＤＲＩＶＥＲＳ ＯＦ ＭＯ

ＴＯＲ ＶＥＨＩＣＬＥＳ 

ライセンス年齢制限、      

自動車所有者責任等 

３ 
ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ ＯＦ ＣＯＮＤＵＣＴＯＲＳ ＯＦ 

ＳＴＡＧＥ ＣＡＲＲＩＡＧＥＳ 
乗合自動車のライセンス       

４ 
ＲＥＧＩＳＴＲＡＩＯＮ ＯＦ ＭＯＴＯＲ ＶＥＨＩＣ

ＬＥＳ 
自動車登録方法等   

５ 
ＣＯＮＴＲＯＬ ＯＦ ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ ＶＥＨＩＣ

ＬＥＳ 

車両管理に係る州政府の

権限等 

６ 

Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓ Ｒｅｌａｔｉｎ

ｇ Ｔｏ Ｓｔａｔｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｕｎｄｅｒ

ｔａｋｉｎｇｓ 

州の道路交通政策等 

７ 

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ， ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＡＮ

Ｄ ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ ＯＦ ＭＯＴＯＲ ＶＥＨ

ＩＣＬＥＳ 

自動車の建造、設備、     

メンテナンス等 

８ ＣＯＮＴＲＯＬ ＯＦ ＴＲＡＦＦＩＣ 時速制限、重量制限等 

９ 
ＭＯＴＯＲ ＶＥＨＩＣＬＥＳ ＴＥＭＰＯＲＡＲＩＬＹ 

ＬＥＡＶＩＮＧ ＯＲ ＶＩＳＩＴＩＮＧ ＩＮＤＩＡ 

自動車の一時的な出入国

の扱い 

１

０ 

ＬＩＡＢＩＬＩＴＹ ＷＩＴＨＯＵＴ ＦＡＵＬＴ ＩＮ 

ＣＥＲＴＡＩＮ ＣＡＳＥＳ 
特定ケースの無過失責任 

１

１ 

ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＯＦ ＭＯＴＯＲ ＶＥＨＩＣＬＥ

Ｓ ＡＧＡＩＮＳＴ ＴＨＩＲＤ ＰＡＲＴＹ ＲＩＳＫ

Ｓ 

損害賠償責任に対する        

自動車保険 

１

２ 
ＣＬＡＩＭＳ ＴＲＩＢＵＮＡＬＳ 裁判請求 

１

３ 

ＯＦＦＥＮＣＥＳ， ＰＥＮＡＬＴＩＥＳ ＡＮＤ ＰＲ

ＯＣＥＤＵＲＥ 
罪、罰及び手続き 

１

４ 
ＭＩＳＣＥＬＬＡＮＥＯＵＳ その他 

（出典：ＴＨＥ ＭＯＴＯＲ ＶＥＨＩＣＬＥＳ ＡＣＴ， １９８８よりＪＩＣＡ調査団が作成） 
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表 2．6 ＩＲＣリスト 

 大項目 小項目 

１ 
ＩＲＣ ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ， ＳＴＡＮＤＡＲＤＳ， 
ＤＥＳＩＧＮ ＣＯＤＥＳ（ＩＲＣの仕様、標準、デザインコード） 

１１１ 

２ 
ＩＲＣ ＳＰＥＣＩＡＬ ＰＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮＳ（ＩＲＣの特別
な出版物） 

８７ 

３ 

ＭＩＮＩＳＴＲＹ ＯＦ ＳＵＲＦＡＣＥ ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ Ｐ
ＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮＳ（Ｎｏｗ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｒｏａ
ｄ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ＆ Ｈｉｇｈｗａｙｓ）（現 道路交通
省） 

３３ 

４ 
Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ ｏｆ 
Ｉｎｄｉａ（インドの国道管理者） 

２ 

５ 
ＭＩＮＩＳＴＲＹ ＯＦ ＲＵＲＡＬ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ                      
（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｕｒａｌ Ｒｏａｄｓ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ
ｎｔ Ａｇｅｎｃｙ）（地方道路の開発機関） 

３ 

６ 
ＩＲＣ ＳＥＭＩＮＡＲ ＰＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮＳ（ＩＲＣセミナ
ーの出版物） 

２０ 

７ 
ＨＩＧＨＷＡＹ ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＢＯＡＲＤ ＰＵＢＬＩＣＡＴ
ＩＯＮＳ（高速道路調査機関の出版物） 

１４ 

８ ＯＴＨＥＲ ＰＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮＳ（その他出版物） ９ 
９ ＰＥＲＩＯＤＩＣＡＬＳ（定期刊行） ４ 
１
０ 

ＣＤｓ ＯＦ ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＰＡＰＥＲＳ（技術書のＣＤ） ５ 

（出典：ＬＩＳＴ ＯＦ ＩＲＣ ＰＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮＳ ＡＶＡＩＬＡＢＬＥ ＦＯＲ ＳＡＬＥ，

２００８よりＪＩＣＡ調査団が作成） 

 

2.1.6 ＩＴＳに関する法制度 

インドにおいてＩＴＳについての主な法制度として以下の３つが挙げられる。①上述したＩＲ

Ｃの一部項目で料金徴収方式毎の処理能力規定や情報板等に関して規定したもの、②「インド

中央銀行によるプリペイド料金支払いシステムに関する規約」という共通カードについて規定

したもの、③国道におけるＥＴＣの技術方式に関して推奨したものがある。 

①ＩＲＣ 

料金徴収方式毎の処理能力や情報板等に関して規定されている。具体的には、料金の単位時間

あたりの標準処理能力を下記の表のように定めている。 
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表 2．7 料金徴収方式ごとの処理能力 

料金徴収方式 単位時間当たりの処理能力 

マニュアル ２４０台／時 

タッチ＆ゴー(Ｔ＆Ｇ) ３６０台／時 

ＥＴＣ １２００台／時 

（出典：ＩＲＣ：ＳＰ：９９－２０１３：ＭＡＮＵＡＬ ＯＦ 

ＳＡＮＤ ＳＴ ＦＯＲ ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳよりＪＩＣＡ

調査団が作成） 

 

②「インド中央銀行によるプリペイド料金支払いシステムに関する規約」 

プリペイドカードの支払システムは共通化の程度に応じて（ⅰ）クローズシステム（ある組織

内でのみスマートカードが利用可能な電子マネーシステム）、（ⅱ）セミクローズシステム

（同じカード発行者設置の読取機で利用可能な電子マネーシステム）、（ⅲ）セミオープンシ

ステム（異なるカード発行者設置の読み取り機でも利用可能な電子マネーシステム）、（ⅳ）

オープンシステム（スマートカードと銀行カードが一体となった電子マネーシステム）の４つ

のカテゴリーに定義されている。また、この規約は決済業務には銀行業の免許が必要であるこ

とを定めている。 

③ＥＴＣに関する規定 

技術方式を規定した省令等は存在しないが、インドの国道におけるＥＴＣの方式をＩＳＯ１８

０００－６Ｃに準拠した 自動無線識別方式（ｐａｓｓｉｖｅ ＲＦＩＤ： Ｒａｄｉｏ Ｆｒ

ｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ 以下ＲＦＩＤ）とすることが道路交通省の委員会に

よって推奨されている。さらに、インド政府は高速道路におけるＥＴＣ事業実施のために＂Ｉ

ｎｄｉａｎ Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ＂を設立し

た。最終的にＥＴＣに採用される方式は州の裁量で判断されるが、国道におけるＥＴＣは道路

交通省の委員会が推奨するＲＦＩＤ方式で配備が進められている状況である。 
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2.2 チェンナイにおける関連組織 

2.2.1 タミル・ナド州インフラ開発庁（Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ 

Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 

Ｂｏａｒｄ） 

タミル・ナド州インフラ開発庁は、タミル・ナド州におけるインフラ整備のための調整及び計

画を行う機関である。インフラ開発プロジェクトの実施を促進することを目的として２０１２

年にタミル・ナドインフラ整備法により財務省の下に設立された。インフラ開発プロジェクト

の形成、優先順位付け、事業の事前審査等を行い、州の予算の確保や中央政府の支援を受ける

ため関係部局と調整を行う。準備調査報告書や詳細事業計画書などを策定し、また実施中のプ

ロジェクトを監督する。 

公共事業、または官民パートナーシップによって実施されるプロジェクトに関与する。原則と

して、公共事業については５０億ルピー以上、官民パートナーシップについては１億ルピー以

上のプロジェクトについてタミル・ナド州インフラ開発庁が関与することとされている。 

議長はタミル・ナド州首相であり、副議長は財務大臣である。議長の下に執行委員会が存在し、

州の首席次官が幹事長を務め、１０の関係部門と専門家などから構成される。最高経営責任者

（ＣＥＯ）が日々の業務を統括する。その下に、コアグループと呼ばれる内部組織と外部のコ

ンサルタントや専門家が存在し、ＣＥＯを支援する。組織図を以下に示す。 
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   （出典：タミル・ナド州インフラ開発庁ウェブサイトを基にＪＩＣＡ調査団編集） 

図 2．3 タミル・ナド州インフラ開発庁 組織図 

 

2.2.2 チェンナイ交通警察（Ｃｈｅｎｎａｉ Ｔｒａｆｆｉｃ 

Ｐｏｌｉｃｅ） 

チェンナイ交通警察は、チェンナイ警察の配下の部局であり、交通を管理する。チェンナイ地

区における交通管理と取り締まりを管轄する。チェンナイ警察はタミル・ナド州内務統制省配

下の組織であり、チェンナイ警察署長が率いる。チェンナイ交通警察はチェンナイ交通警察署

長が率いる。チェンナイを北部、南部、東部及び西部の４つの管轄地域に分け、それぞれ副署

長が代表する。この他、交通管理計画局が存在する。組織図を以下に示す。 
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Addl.COP Traffic 

DC Traffic South DC Traffic North DC Traffic West

JC Traffic
South

JC Traffic
North

AC Planning

DC Traffic
Planning

AC NorthAC EastAC South AC West

DC Traffic East

 

（出典：タミル・ナド州警察ウェブサイトを基にＪＩＣＡ調査団編集） 

※Ａｄｄｌ．ＣＯＰ：Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ ｏｆ Ｐｏｌｉｃｅ：警察署長 

※ＡＣ：Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ：副署長 

※ＪＣ：Ｊｏｉｎｔ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ：部長 

※ＤＣ：Ｄｅｐｕｔｙ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ：副部長 

図 2．4 チェンナイ交通警察 組織図 
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2.2.3 チェンナイ都市圏開発局（Ｃｈｅｎｎａｉ Ｍｅｔｒｏｐ

ｏｌｉｔａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ａｕｔｈｏｒｉｔ

ｙ） 

チェンナイ都市圏開発局はチェンナイ都市圏における計画局である。都市マスタープランやニ

ュータウン開発計画などの計画を策定する。チェンナイ都市圏はチェンナイ県と、隣接するカ

ーンチプラム県およびティルヴァッルール県の一部から成り、この地域が管轄区域となる。計

画された事業の実施はそれぞれの担当機関により行われる。住宅都市開発大臣が代表し、意思

決定機関として以下のメンバーが存在する。 

表 2．8 チェンナイ都市圏開発局のメンバー 

Ｈｏｎ’ｂｌｅ Ｍｉｎｉｓｔｅｒ ｆｏｒ Ｈｏｕｓｉｎｇ ａｎｄ Ｕ

ｒｂａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 
Ｃｈａｉｒｍａｎ 

Ｖｉｃｅ－ Ｃｈａｉｒｍａｎ，ＣＭＤＡ 
Ｖｉｃｅ  

Ｃｈａｉｒｍａｎ 

Ｍｅｍｂｅｒ－Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ，ＣＭＤＡ Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ ｔｏ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ  

Ｈ＆ＵＤ，Ｆｉｎａｎｃｅ，Ｉｎｄｕｓｔｉｅｓ，  

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 

Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ，Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ  

Ｃｈｅｎｎａｉ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｍａｎａｇｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ＣＭＷＳＳ Ｂｏａｒｄ Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ，Ｔｏｗｎ＆Ｃｏｕｎｔｒｙ  

Ｐｌａｎｎｉｎｇ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｃｈｉｅｆ Ｕｒｂａｎ Ｐｌａｎｎｅｒ，ＣＭＤＡ Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｃｈｉｅｆ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ， Ｈｉｇｈｗａｙｓ ＆  

Ｒｕｒａｌ Ｗｏｒｋｓ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｃｈｉｅｆ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ ｔｏ  

Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｊｏｉｎｔ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ， Ｔｏｗｎ ＆  

Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｐｌａｎｎｉｎｇ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｃｈａｉｒｍａｎ，Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｈｏｕｓｉｎｇ  

Ｂｏａｒｄ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｃｈａｉｒｍａｎ Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｓｌｕｍ  

Ｃｌｅａｒａｎｃｅ Ｂｏａｒｄ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

Ｍｅｍｂｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔａｔｅ  

Ｌｅｇｉｓｌａｔｉｖｅ Ａｓｓｅｍｂｌｙ 
Ｍｅｍｂｅｒ 

（出典：チェンナイ都市圏開発局ウェブサイト） 
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行政・財務委員会と技術委員会、及び以下のユニットが存在する。 

 地域計画ユニット， 

 地域開発ユニット， 

 マスタープランユニット，  

 道路・鉄道ユニット， 

 施行チーム（プロジェクトの完了証明書発行などの認可業務），  

 建設部門と一般ユニット 

 

2.2.4 チェンナイ市（Ｇｒｅａｔｅｒ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｏｒ

ｐｏｒａｔｉｏｎ） 

チェンナイはタミル・ナド州の政令指定都市に指定されており、チェンナイ市がその自治体で

ある。市長を頂点とした行政機構と、２００人の議員が構成する市議会を有している。各議員

は直接選挙で選出される。市議会議員の中から一名、議員の投票により副市長が選出され、市

長とともにいくつかの常任委員会を主宰する。行政の代表として局長が存在し、その配下に教

育、保険、衛生などの行政サービスの各部局が存在する。 

また、チェンナイ市は、市内の道路や、街灯などの道路の付帯設備の維持管理を管轄する。国

道、州道以外の市内道路が管轄対象であり、対象道路の延長はおよそ５５６０ｋｍとなる。バ

スの停留所、街路灯、道路標識、道路マーキング、排水、歩道、歩道橋などの設備の整備と維

持管理を行い、これらの設備の所有権はチェンナイ市に属する。ただし、交通信号はこれに含

まれず、チェンナイ交通警察に所有権が属し、彼らが維持管理を行っている。 

以下に組織図を示す。 
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※Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ：常任委員会 

（出典：チェンナイ市ウェブサイト） 

 

図 2．5 チェンナイ市の執行委員会 組織図 

（出典：チェンナイ市ウェブサイト） 

図 2．6 チェンナイ市の行政組織図 
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2.2.5 タミル・ナド州都市インフラ融資サービス公社（Ｔａｍｉ

ｌ Ｎａｄｕ Ｕｒｂａｎ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒ

ｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｌｉｍｉｔｅ

ｄ ） 

タミル・ナド州におけるインフラ開発事業のための資金調達及び資金面の管理などの金融サー

ビスを行う機関である。タミル・ナド州政府及び民間の金融機関の共同出資により設立された。

民間金融機関はＩＣＩＣＩ銀行、住宅開発金融公社及びＩＬ＆ＦＳ株式会社が参加している。 

サービスの対象は、市町村の自治体が実施するプロジェクトであり、排水設備、道路、橋梁の

整備などが含まれる。資金調達の他、事前の実現可能性調査の実施、金融／投資の相談、プロ

ジェクト資金の管理など、資金面における窓口機関として機能している。 

 

2.2.6 チェンナイ・メトロ公社（Ｃｈｅｎｎａｉ Ｍｅｔｒｏ 

Ｒａｉｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ ） 

チェンナイ・メトロの建設及び運営を行うことを目的に、２００７年３月にタミル・ナド州政

府によって設立された特別目的事業体（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ ）

である。インド中央政府及びタミル・ナド州政府それぞれが同等の株式を保有している。 

チェンナイ・メトロはチェンナイ市における高速輸送システムである。フェーズ１及びフェー

ズ２に分けられ、現在フェーズ１区間の一部が開通しており、残り区間が建設中である。フェ

ーズ１区間は２路線存在し、合計の延長は４５キロである。そのうちの５５％が地下構造であ

り、残りは高架構造である。これらの路線はチェンナイ市の中心部での主要幹線道路であるア

ンナーサライ（マウント道路又は国道４５号）、Ｅ．Ｖ．Ｒペーリヤールサライ（Ｐ．Ｈ道路

又は国道４号）、ネールサライ（１００フィート道路または内環状道路）沿いに建設される。
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現在の供用区間はネールサライ沿いの区間であり、アランドールへコエムベドからネールサラ

イの間、延長１０ｋｍ、１０の駅が存在する。この区間が２０１５年６月から供用を開始した。 

 

2.2.7 チェンナイ都市圏交通公社（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ 

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ） 

チェンナイ都市圏交通公社は、チェンナイ首都圏地域における公的な市バス事業者であり、タ

ミル・ナド州運輸省の配下の州政府の機関である。８４２路線で一日におよそ４８，０００本

の運行サービスを提供している。約４，０００台のバスを保有し、常時３，７００台のバスが

運用されている。また、３２個所の車庫、７１個所のバスターミナル、１５１個所の主な停留

所が存在する。これらに加えていくつかのバス停も存在する。一日の乗客数は約４５０万人で

ある。通常のバス、デラックスバス、高速バス、ｖｏｌｖｏＡＣシリーズなどいくつかの種類

があり、それぞれ運賃も異なる。 

取締役及び取締役会の下に管理部門、運行部門が存在し、さらにその下にいくつかの部門に分

かれている。従業員約２４，４８０人を擁する。組織図を以下に示す。 

 

（出典：チェンナイ都市圏交通公社ウェブサイトを基にＪＩＣＡ調査団編集） 

図 2．7 チェンナイ都市圏交通公社 組織図 
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2.2.8 タミル・ナド州高速道路公社（Ｓｔａｔｅ Ｅｘｐｒｅｓ

ｓ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ） 

タミル・ナド州高速道路公社は、公的な長距離バス事業者であり、タミル・ナド州運輸省の配

下の州政府の機関である。アンドラ・プラデシュ州、カルナタカ州、ケララ州やポンディチェ

リ連邦直轄領など、隣接する州や連邦直轄領の主要な場所を結ぶ。セミデラックス、スーパー

デラックス、ビデオ付長距離バス、エアコンバスなど、いくつかの種類のバスを運行する。 

 

2.2.9 タミル・ナド州高速道路・港湾局（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ 

ｏｆ Ｈｉｇｈｗａｙｓ ａｎｄ Ｍｉｎｏｒ Ｐｏｒｔ

ｓ） 

タミル・ナド州高速道路・港湾局はタミル・ナド州の州道と小規模港を管轄する。チェンナイ

周辺環状道路は州道であり、実施機関はタミル・ナド州高速道路・港湾局となる。（但し、セ

クション１：国道５号～エンノール港区間を除く）また、チェンナイ市内の国道もこの機関が

管轄する。 

 

2.2.10 タミル・ナド州道路公社（Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｒｏａ

ｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ） 

タミル・ナド州道路公社はタミル・ナド州高速道路・港湾局の配下に設立された道路公社であ

る。原則として主な有料の州道のプロジェクトの実施を行う。道路建設のための資金調達、建

設、運営・維持管理を行う。タミル・ナド州インフラ開発公社及びＴｉｄｅｌパーク公社によ

る合弁会社である。タミル・ナド州インフラ開発公社とＴｉｄｅｌパーク公社は１００％政府

所有の会社であり、タミル・ナド州道路公社の株式を５０％ずつ保有する。 
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チェンナイ周辺環状道路のセクション１区間（国道５号～エンノール港）はこのタミル・ナド

州道路公社が実施機関となる。 

これまでに完了した道路プロジェクト、現在進行中のもの、及び今後予定されているものを以

下に示す。 

a)  完了した道路プロジェクト： 

 州道４９Ａ号の建設

b)  進行中の道路プロジェクト：  

 外環状道路の建設フェーズ

 外環状道路の建設フェーズ

 チェンナイ港・エンノール港への接続道路の建設

 州道４９号の建設

c)  今後予定されている道路プロジェクト：  

 チェンナイ周辺環状道路セクション国道号エンノール港区間の建設

 

2.2.11 タミル・ナド州交通局（Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｓｔａｔ

ｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ） 

タミル・ナド州交通局は、車両登録、車検、自動車税の徴収、車両ナンバープレートの管理、

免許証の管理等を管轄する。タミル・ナド州運輸省配下の部局である。 

主な目的は以下となる。 

 交通の安全を推進する

 車両排ガスを抑制する

 自動車税や手数料などを確実に徴収し、政府の収益を確保する

 全市民に対して車両関連の行政サービスを適切に提供する

主な役割は以下となる。 
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 運転免許証の発行

 自動車の登録

 車両の検査の実施や証明書の発行

 運輸業許可の付与

 自動車税と手数料の徴収

 事故に関係する車両の検査

 交通安全対策の実施や車両排ガスの抑制

 自動車学校運営免許の付与

 車両排ガステストセンター運営免許の付与

自動車法令１９８８、インド国自動車規則１９８９、タミル・ナド州自動車規則１９８９、タ

ミル・ナド州自動車税法令１９７４等に則り上記の責務を実施する。  

 

2.2.12 チェンナイ統合都市圏交通委員会（Ｃｈｅｎｎａｉ Ｕｎ

ｉｆｉｅｄ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｔｒａｎｓｐｏ

ｒｔ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ） 

都市交通分野においては多くの関係機関が関与する。これらの機関が独自で施策を計画し、実

施することは効率的ではなく、またこれらの機関の役割が重複する場合が多い。関係機関の間

で適切な調整を行い、調和のとれた形で計画、建設、運営、維持管理を行ってゆくことが重要

である。このため、チェンナイ都市圏における都市交通施策の計画・実施のために関係機関に

よる合意形成、意思決定及び調整を図ることを目的に２０１０年に設立された。 

議長はタミル・ナド州国土交通大臣が務め、副議長はタミル・ナド州首席次官、及びチェンナ

イ都市圏開発局副議長が務める。この下にチェンナイ都市圏における都市交通セクターに関連

する１４の州政府機関が常任メンバーとして組織されており、局長などの役職者が各組織を代

表する。また、外部人材として１ポスト設けられている。 
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チェンナイ統合都市圏交通委員会を構成する組織は下記を基本とし、必要に応じてこれら以外

の組織からも招集される。 

表 2．9 参加組織と代表者 

項番 組織名 代表者 

１ タミル・ナド州運交通局 局長 

２ タミル・ナド州財務局 局長 

３ タミル・ナド州住宅都市開発局 局長 

４ タミル・ナド州高速道路・港湾局 局長 

５ タミル・ナド州内務局 局長 

６ タミル・ナド州地方自治・上水道局 局長 

７ 大チェンナイ警察 警察署長 

８ チェンナイ市 局長 

９ タミル・ナド州交通局 局長 

１０ チェンナイ都市圏開発局 局長 

１１ 鉄道省 事業部長 

１２ 鉄道省（チェンナイ部局） 部長 

１３ チェンナイ都市圏交通公社 部長 

１４ チェンナイ・メトロ公社 部長 

１５ （外部人材）  

（出典：Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ａｃｔ ３５を基にＪＩＣＡ調査団編集） 

 

なお、チェンナイ統合都市圏交通公社では、重点分野として以下の４つのワーキンググループ

を設置している。各ワーキンググループは下記の組織が代表を務める。 

表 2．10 ワーキンググル―プと代表組織 

項番 ワーキンググループ 代表組織 責任者 

１ 公共交通機関の統合化 チェンナイ・メトロ公社 部長 

２ 非動力交通の推進 チェンナイ市 局長 

３ 人的資源の有効活用 チェンナイ都市圏開発局 局長 

４ 交通安全の推進 タミル・ナド州交通局 局長 

（出典：インタビュー調査を基にＪＩＣＡ調査団編集） 
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2.2.13 インド南部鉄道（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｒａｉｌｗａｙｓ） 

インドの鉄道は国有でありインド政府鉄道省の管轄下にある。総延長は６２，０００ｋｍを超

え、世界第５位となる。これを北部、南部、東部、西部など、１６の管轄区域に分け、分割管

理されている。チェンナイ都市圏における鉄道は「インド南部鉄道」の管轄下となる。インド

南部鉄道はタミル・ナド州の他、ケララ州、アンドラ・プラデシュ州、ポンディチェリ連邦直

轄区、及びカルナタカ州の一部を管轄する。これらの地域を、チェンナイ区域、ティルチラー

パリ区域、マドゥライ区域など、６つの管轄区域に分けて管理する。本部はチェンナイにある。

チェンナイには都市内鉄道と呼ばれる延長約２０ｋｍの高架区間を走行する鉄道が存在するが、

これもインド南部鉄道によって管理される。 

インド南部鉄道の組織図を以下に示す。 

※ＡＤＲＭ － Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｄｉｖｉｓｉｏｎａｌ Ｒａｉｌｗａｙ Ｍａｎａｇｅｒ：

鉄道管区部長補佐 

（出典：インド南部鉄道ウェブサイト） 

図 2．8 インド南部鉄道 組織図 
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2.2.14 タミル・ナド都市インフラ開発財務公社（Ｔａｍｉｌ Ｎ

ａｄｕ Ｕｒｂａｎ Ｆｉｎａｎｃｅ ａｎｄ Ｉｎｆｒ

ａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｒ

ｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ） 

タミル・ナド都市インフラ開発財務公社は、１９５６年施行の会社法に基づき１９９０年３月

２１日に法人化された。タミル・ナド都市インフラ開発財務公社の主な目的は、地方自治体な

どインフラ開発の実施機関へ資金援助を行うことである。又、州政府の様々な計画を実施する

際の中心的機関である。 

タミル・ナド都市インフラ開発財務公社が資金援助を行っている主なものは以下となる。 

 スマートシティ構想

 ジャワハルラル・ネルー全国都市再生計画

 中小都市における都市インフラ開発事業

 都市圏インフラ開発事業
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2.2.15 タミル・ナド州データセンターとタミル・ナドエレクトロ

ニクス公社（Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｓｔａｔｅ Ｄａｔ

ａ Ｃｅｎｔｒｅ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃ

ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ） 

タミル・ナド州データセンターは、タミル・ナド州政府のＩＳＯ認証データセンターであり、

インド国政府の‘国家電子政府構想’の下に設立された。タミル・ナド州の電子政府のため、

州政府の様々な部局に対し、冷房設備を備えたサーバールーム、無停電電源装置や発電機によ

る電源供給システム、データ通信網、サーバーの運用保守、ユーザーアプリケーションなどの

サービスを提供する。 

タミル・ナド州広域ネットワーク網がタミル・ナド州に構築されており、タミル・ナド州デー

タセンターはこれをバックボーンネットワークとして使用している。バーラト・サンチャル・

ニガム（ＢＳＮＬ）の通信網も使用されている。セキュリティ対策としては、ファイアウォー

ルなどを利用してデータを保護し、バックアップデータセンターを二ヶ所に設置している。１

つは、チェンナイのＢＳＮＬデータセンター内にあり、そしてもうひとつは災害対策用として

プネにある。タミル・ナド州のティルチラーパッリに三つ目のバックアップセンターの設置が

計画されている。  

タミル・ナド州データセンターの基本的なサービスは、上記のような保護された環境下におけ

るサーバースペースの提供と各部局のサーバーの運用保守である。各部局とのサービス契約の

内容によっては、タミル・ナド州データセンターがユーザーアプリケーションを準備／調達し、

サーバー上にインストールし、維持管理する場合もある。アプリケーションの例として、税の

徴収／管理、政府の歳入管理、土地の登記、 公立病院の診療記録などが挙げられる。チェン

ナイメトロシステムのサーバーもタミル・ナド州データセンター内に設置されている。  

タミル・ナドエレクトロニクス公社はタミル・ナド政府の下に設立された組織で、 タミル・

ナド州データセンターを管理し、上記のサービスを提供する実施機関である。  
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タミル・ナドエレクトロニクス公社及びタミル・ナド州データセンターの組織体制を以下に示

す。 

（出典：タミル・ナドエレクトロニクス公社ウェブサイトよりＪＩＣＡ調査団編集） 

※ＴＲＧ：Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｇｒｏｕｐ：技術人材グループ 

※ＩＴＰ＆Ｄ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ  Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ  ａｎｄ             

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ：情報技術開発促進担当 

※ＧＭ：Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ：部長 

※ＴＮＳＤＣ：Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｓｔａｔｅ Ｄａｔａ Ｃｅｎｔｒｅ：タミルナド州データセンター 

※ＴＮＳＷＡＮ：Ｔａｍｉｌ Ｎａｄｕ Ｓｔａｔｅ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ：タミルナド州広域

ネットワーク網 

図 2．9 タミル・ナドエレクトロニクス公社及びタミル・ナド州データセンター 組織図 
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2.3 道路・交通に関する現状と計画 

2.3.1 チェンナイの道路・交通状況の概要 

チェンナイは、“南インドの玄関口”として知られ、南インド地方における交通の重要な結節

点である。４本の国道がチェンナイより、コルカタ（国道５号）、ベンガルール（国道４号）、

チルチラッパリ（国道４５号）、マダナパリ（国道２０５号）に向けて放射状に延びている。

国道４号及び国道５号は黄金の四角形の一部を形成する。また、内環状道路、チェンナイバイ

パス道路、外環状道路がこれらの放射道路を接続する。その外側にチェンナイ周辺環状道路の

建設が計画されており、オラガダムなどチェンナイ周辺の産業集積地からチェンナイ港やエン

ノール港への接続性が向上することが期待される。 

チェンナイ・モフシル バスターミナルは、都市内バス及び都市間バスの終着点であり、南イ

ンドで最大のバスターミナルである。市内の各所に加え、タミル・ナド州、及び隣接するケレ

ラ州、カルナタカ州、アンドラ・プラデシュ州やポンディチェリ連邦直轄区などにおける主要

な街と行き来する。 

チェンナイには２つの主要な鉄道の終着駅が存在する。１つはチェンナイ中央駅であり、イン

ド各地の都市を結ぶ。これは当地域で最大の鉄道駅である。もう一つはエグモア駅であり、タ

ミル・ナド州の各地を結ぶ。チェンナイにおける鉄道システムの特徴として、市内を走行する

都市内鉄道が挙げられる。全線に渡って高架構造となっており、このため、市の中心部には踏

切が存在しない。 

チェンナイ・メトロの建設が現在進められており、２０１５年６月にフェーズ１（グリーンラ

イン）路線の一部の区間で運行が開始された。今後はさらに、市内の主要幹線道である国道４

５号及び国道４号沿いにメトロ網が整備されてゆく。モノレール網の建設も計画されており、

ＢＯＴ方式で実施される予定である。現在、入札中であり、近々請負業者選定される予定であ

る。 
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チェンナイにおける公共交通鉄道網は、チェンナイ・メトロ駅に隣接するバスターミナルや駐

車場の整備など、異なる交通機関との乗り換え設備が、インドにおける他の大都市に比べれば

比較的よく考慮されている。 

現在のチェンナイは道路交通が中心であるが、これらの公共交通鉄道網が整備されることによ

り、近い将来、道路交通需要の公共交通への転換が図られることが期待される。 

 

2.3.2 道路網 

(1) チェンナイの道路網の現状 

チェンナイの主要な道路網は放射道路と環状道路で構成される。主な放射道路は国道４号、国

道５号、国道４５号及び国道２０５号である。チェンナイは、国道４号によりベンガルール、

さらにムンバイ、国道５号によりコルカタ、国道４５号によりチルチラッパリ、そして国道２

０５号によりマダナパリと接続している。また、州道によりタミル・ナド州やポンデチェリ連

邦直轄等の地域と結ばれている。主な州道は州道４９号、州道４９Ａ号などが存在する。環状

道路網は、第一次チェンナイマスター・プランに従って整備された。内環状道路、チェンナ

イ・バイパス道路及び外環状道路から成る。 

チェンナイ都市圏における主要な道路網を下図に示す。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．10 チェンナイ都市圏における主要な道路網 
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チェンナイにおける主要な道路とそれらが接続する都市／地域を下表に整理する。 

 

表 2．11 主要道路と接続する都市／地域 

道路種別 道路名称 接続する都市／地域 備考 

国道 
国道５号 

リジャヤワダ、レッドヒルズ、タチュール、 

チェンナイ港 

黄金の四角形

の一辺を構成 

国道２０５号 アヴァディ、チルバルール、アラコナム  

国道４号 
ムンバイ、プネ、ベンガルール、プーナマリ、

コエンベッド 

黄金の四角形

の一辺を構成 

国道４５号 トリッチィ、タンバラム  

チェンナイ・バイパス タンバラム、アンバスール  

州道 内環状道路 アランズール、コエンベッド、パデ  

州道４９Ａ号 アドヤール、マハバリプラム、 ＩＴ回廊 

州道４９号 
ティルバンミユール、マハバリプラム、   

ポンディシェリー 
 

外環状道路 
バンダルール、ネミリチェリー、チルニンラブ

ール、ミンジュール 

フェーズ１、 

フェーズ２ 

チェンナイ     

周辺環状道路 

エンノール港、ミンジュール、タチュール、 

スリペランバヅール、シンガペルマルコイル、

マハバリプラム、 

計画中 

（出典：各種資料を基にＪＩＣＡ調査団編集） 

 

(2) 建設中／計画中の道路 

チェンナイにおいては、下記の主要な道路が建設中または計画中である。 

表 2．12 チェンナイにおける建設中または計画中の主な道路網 

道路 区間 状況 

外環状道路 

フェーズ ２ 

国道２０５号から 

ミンジュール 
建設中 

チェンナイ 

周辺環状道路 

国道４５号から 

エンノール港 
計画中 

（出典：各種資料を基にＪＩＣＡ調査団編集）  
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a)  外環状道路  

外環状道路はフェーズ分けして建設中である。フェーズ１区間は供用済みで、国道４５号のバ

ンダルールから、国道２０５号のネミリチェリーの間となる。フェーズ２区間は建設中で、国

道２０５号のネミリチェリーから国道５号のミンジュールの間となる。タミル・ナド州高速道

路・港湾局の下に設立されたタミル・ナド州道路公社によって実施されている。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．11 建設中の外環状道路 

 

b)  チェンナイ周辺環状道路 

チェンナイ周辺環状道路はチェンナイ中心部から２５ｋｍ～５５ｋｍの距離で半円状の外周を

形成する総延長１３３．６５ｋｍの道路である。将来の交通需要に対応した市周辺の接続性を

強化するものであり、特に南部の工場地帯からエンノール港やカタプリ港へのコンテナ輸送を

大幅に向上させることが期待される。北側の始点であるエンノール港と主要な放射状道路の国

道５号線、国道２０５号線、国道４号線、国道４５号線及び、南側の終点で州道４９号を結び、

５つのセクションに分かれる。 

 セクション１：エンノール港から国道５線沿いのタッチュール（２５．５ｋｍ） 

 セクション２：国道５線沿いのタッチュールからチルバルール・バイパスの始点（２６．

２５ｋｍ） 
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 セクション３：チルバルール・バイパスの始点から国道４号線沿いのスリペブンヅルール

（２９．５５ｋｍ）（チルバルール・バイパスは、チェンナイ周辺環状道路のセクション

３の一部として計画されている） 

 セクション４：国道４号線沿いのスリペブンヅルールから国道４５号線沿いのシンガメル

パールコイル（２４．８５ｋｍ） 

 セクション５：国道４５号線沿いのシンガメルパールコイルから州道４９号沿いのマハバ

リプラム（２７．５ｋｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書） 

図 2．12 チェンナイ周辺環状道路の路線図 
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チェンナイの交通特性として特にチェンナイ周辺部における大型車両の高い混入率があげられ

る。チェンナイ周辺環状道路の完成によって大型車両が誘導され、以下のような事項にも大き

く貢献することが期待される。 

 市内、郊外の歩行者、２輪車やオートリキシャのような交通弱者を巻き込んだ事故の削減。 

 高規格道路であるチェンナイ周辺環状道路では車両は一定の速度で走行することが可能と

なり、結果、窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）等、自動車排気ガスが削減さ

れる。 

 大型車両の交通がチェンナイ周辺環状道路に転換されることにより、市内、郊外、郊外部

の集落などにおける道路の舗装の劣化が削減される。 

 

チェンナイ周辺環状道路の各セクションの計画内容を以下に示す。 

セクション１ 

セクション１は新規路線となり、二つの路線で構成される。一つは、エンノール港と国道５号

を結ぶ２１．１ｋｍの本線であり、もう一つは本線から分離してミンジュール地区の近傍に接

続する４．４ｋｍの接続路である。この接続路は、ミンジュールのバイパスに接続される計画

である。セクション１は４車線の本線と、本線の両側に２車線ずつの側道が計画されている。

本線は６車線分の道路幅が確保されているが、当初は４車線で供用し、将来の交通量の増加に

応じて６車線へ拡幅する計画である。タミル・ナド州政府は、セクション１をチェンナイ周辺

環状道路の一期部分として整備することを検討している。現時点では有料化の詳細な計画はな

されていないが、セクション１は有料区間となるであろうことが見込まれている。 
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セクション２ 

セクション２は、国道５号からチルバルール・バイパスの始点までの２６．３ｋｍの新規路線

である。このセクションは６車線の本線と、本線両側に２車線ずつの側道が計画されている。

チルバルール・バイパスは州道５７号のバイパスであり、これによりチルバルールを通過する

大型車の大幅な削減が見込まれる。 

セクション３ 

延長２９．６ｋｍのセクション３は、チルバルール・バイパス（チルバルール・バイパスはセ

クション３の一部として計画されている）の始点から国道４号までであり、新規部分と９．６

ｋｍの州道５７号の拡幅部分からなる。このセクションは６車線の本線と、本線両側に２車線

ずつの側道が計画されている。   

セクション４ 

セクション４の全延長が州道５７号の拡幅であり、約８０％の拡幅工事が完了している。この

セクションは，国道４号から国道４５号までであり、６車線の本線と、本線両側に２車線ずつ

の側道が計画されており、オラガダム、マヒンドラ工業団地等の工業団地群を通過する。この

ため、このセクションからエンノール港への接続が整備されれば、物流の強化等を通じて地域

経済に大きく貢献することが期待できる。 

セクション５ 

国道４５号と州道４９号までの区間であり、延長２７．５ｋｍの新規区間と州道４９Ａ号線の

拡幅区間（２ｋｍ）からなる。６車線の本線と、本線の両側に２車線ずつの側道が計画されて

いる。以下に、セクションごとのチェンナイ周辺環状道路の概要を示す。 
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表 2．13 セクションごとのチェンナイ周辺環状道路の概要 

（出典：チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書） 

 

(3) チェンナイの道路交通の課題 

a)  チェンナイ中心部における交通の集中 

下図は、交通量調査の結果である。図に示されるとおり、チェンナイの中心市街地における国

道４５号や内環状道路では２０万台／日を超える交通量が通行している。一方、郊外は７万台

／日に満たない交通量となっており、チェンナイの中心市街地に交通が集中している。このた

め、朝の通勤時間帯の市内に向かう交通の旅行速度は市街地部（内環状の内側）で３０ｋｍ／

ｈを下回る結果となった。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．13 交通量調査結果 
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今回実施した交通量調査個所を下図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．14 交通量調査個所 
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b)  二輪車の高い比率  

下図に示すとおり、チュンナイの中心部は二輪車が非常に多く、特に、内環状道路、国道２０

５号では７０％程度となっている。さらに、２輪車の多くはヘルメットを着用していなかった

り、複数人で乗車していたりと、安全面で多くの懸念がある。 

円グラフは、下記の地図に示される各調査箇所地点における車種別の比率を表す。赤色が２輪

車を表す。また、内環状道路の交通状況を下の写真に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．15 調査箇所地点における車種別の比率 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．16 内環状道路の交通状況 
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c)  大型車両の高い比率 

前貢のグラフから、国道５号、国道４号、国道４５号及びチェンナイ周辺環状道路（建設予定

路線）において、大型車両が占める割合が高いことがわかる。これらの道路はエンノール港・

チェンナイ港と産業集積地を結び、コンテナ車など、商用車両に多く利用されていることを示

している。大型車両の速度は一般的に遅いため、大型車両の高い比率は旅行速度の低下の原因

になる。 

また、郊外の村や町を多くの大型車両が頻繁に通行している。下記写真（上側）に示すように、

多くの歩行者や二輪車が事故に巻き込まれる危険にさらされている。 

チェンナイ港では、毎日３０００～４０００台のコンテナ車両が出入りしている。しかし、入

り口は、港の北側に一個所存在するのみである。従って、下記写真（下側）に示すように、港

へのアクセス道路で大型車両による恒常的な渋滞が発生している。ＪＩＣＡ調査団が行ったイ

ンタビュー調査によれば、これらの大型車両の平均の待ち時間は３０～４０時間である。 

           （出典：ＪＩＣＡ調査団）  

  図 2．17 道を遮るコンテナ車両        
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（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．18 チェンナイ港へのアクセス道路における渋滞 

 

d)  十分に活用されていない外環状道路  

外環状道路の交通量は、同じく市の環状道路である内環状道路の約１０分の１程度である。こ

れは、外環状道路が有効に活用されていないことを示している。原因として、外環状道路はま

だ部分的な供用であることが挙げられるが、これ以外にも、下記のような主要な放射状道路と

の接続の問題も主な原因と考えられる。 

 国道号との接続

国道４号から外環状道路を北上する場合、外環状道路を一旦通り越した後Ｕターンし、

外環状道路の側道であるサービス道路へ入り、そこからさらに５分ほど走行しなければ

外環状道路の本線に乗ることができない。 このため、国道４号からの接続が非常に不

便である。  

 国道号との接続

外環状道路及び国道４５号との接続部の工事が中断しており、直接的に接続されていな

い。このため、接続個所近郊の村を通過する道路へ迂回せざるを得ない状況である。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．19 外環状道路と放射道路との接続性の問題 

 

e)  旅行速度の低下  

交通量調査によると、朝ピーク時間帯は８時～１１時であり、夕ピーク時間帯は１７時～２１

時である。朝ピーク時は郊外からチェンナイ港方向の旅行速度が低く、夕ピーク時はチェンナ

イ港から郊外に向かう旅行速度が低くなる傾向がある。国道５号の朝ピーク時の旅行速度が、

下図に示すとおり、主要道路の中で２６．４ｋｍ／ｈと最も低い。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．20 旅行速度 調査結果 

 

f)  歩行者の横断 

市内における横断歩道は限られた場所にしか存在しない。また、６車線以上の交通量が多い道

路であっても横断歩道は存在するものの、歩行者用信号が設置されていないケースも多い。歩

行者は、車が途切れた瞬間に横断することを強いられている状況である。このような危険な状

況が市内で多く見られる。下に示す写真では、横断歩道上に車線を分離するためのバリケード

が設けられていることが確認できる。これによって歩行者の横断が著しく妨げられている。 

 
（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．21 横断歩道と横断を防げるバリケード 
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g)  主要道路における交差点  

いくつかの交差点では、主要幹線道路へ直進できない場合がある。下図の例では、幹線道に対

して左折しかできず、直進するためには１．８ｋｍほど、大きく迂回しなければならない。こ

のような状況は、非効率的な交通流の原因となり、市内の渋滞状況をさらに悪化させる。 

 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．22 直進出来ない交差点 
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運用が開始されている。また、市内におけるその他の公共交通機関を補完する交通機関として

モノレールが計画されている。 

チェンナイにおける鉄道ネットワークを下図に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典：チェンナイ・メトロ公社ウェブサイト） 

図 2．23 チェンナイの鉄道網地図 
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(2) 郊外鉄道 

チェンナイの郊外鉄道は、インド鉄道省の一部門である南部鉄道により管理されている。 

以下の路線から構成されている。 

 チェンナイ・ビーチタンバラム・ライン、南部西部を結ぶ

 チェンナイ・セントラルチルバルール・ライン、東部西部を結ぶ

 チェンナイ・セントラルミディプーンディ・ライン、北部南部を結ぶ

 都市内鉄道２０ｋｍチェンナイ・ビーチバラチェリー間約２０ｋｍを結ぶ

上記の都市内鉄道は全線高架構造で整備されており、この路線では踏切が存在しない。 

郊外鉄道ネットワークを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：チェンナイ・メトロ公社ウェブサイト） 

図 2．24 チェンナイ郊外鉄道ネットワーク 
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(3) チェンナイメトロ 

チェンナイ・メトロが現在、整備中である。フェーズ１及びフェーズ２毎に整備される計画で

あり、現在フェーズ１区間が整備されている。また、このうちの一部区間で運行が開始されて

いる。フェーズ１の事業費は約１４００億ルピーと見積もられている。このうちの約４０％が

インド中央政府とタミル・ナド政府により拠出され、残りは円借款で賄われる。 

a)  チェンナイ・メトロ （フェーズ １） 

フェーズ１は２本の路線で構成され、総延長は４５．１ｋｍになる。このうち、約５５％の区

間が地下構造であり、残りの区間が高架構造となる。セクション１の高架部分の運行は２０１

５年６月より開始され、現在２０．４ｋｍの高架区間が営業している。一日の乗客数は、２０

１６年で７５．６万人、２０２６年で１０６．４万人と見積もられている。 

下表に、チェンナイ・メトロ フェーズ１の概要を示す。 

表 2．14 チェンナイ・メトロ フェーズ１の概要 

項目 

回廊 １ 

ワシャマンペット～

空港 

回廊 ２ 

セントラル～セント・

トーマス・マウント 

合計 

地下トンネル部延長

（ｋｍ） １４．３００  ９．６９５ ２３．９９５ 

高架部延長（ｋｍ） ８．７８５  １２．２６６  ２１．０５１ 

総延長（ｋｍ） ２３．０８５  ２１．９６１  ４５．０４６  

地下部駅数 １１ ９ ２０ 

高架部駅数 ６ ８ １４ 

総駅数 １７ １７ ３４ 

（出典：チェンナイ・メトロ公社ウェブサイト） 
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チェンナイ・メトロ（フェーズ１）の路線図を下記に示す。 

 

（出典：チェンナイ・メトロ公社ウェブサイト） 

図 2．25 チェンナイ・メトロ（フェーズ１）の路線図 
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b)  チェンナイ・メトロ （フェーズ ２） 

チェンナイ・メトロのフェーズ２では、３本の路線が計画されており、総延長は８８ｋｍにな

る。概要を以下に示す。 

表 2．15 チェンナイ・メトロ フェーズ２の概要 

名称 起終点 距離（ｋｍ） 

路線 ３ マドハバラム～シルセリ ４０．２ 

路線 ４ ネクンヅラム～ライト・ハウス １４．０ 

路線 ５ マドハバラム～ケランバッカム ３４．７ 

 （出典：チェンナイ・メトロ公社提供の情報を基にＪＩＣＡ調査団編集） 
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チェンナイ・メトロ（フェーズ２）の路線図を下記に示す。 

（出典：チェンナイ・メトロ公社提供）  

図 2．26 チェンナイ・メトロ（フェーズ２）の路線図 
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c)  チェンナイ・メトロ駅における駐車場の課題 

現在供用されている区間には駅が１３か所存在し、このうち１１の駅で駐車場が併設されてい

る。駐車料金も手ごろな価格である。しかしながら、これらの駐車場は、平日の昼間はほぼ満

車状態である。将来、メトロの利用者が増加すれば、現在の駐車場の収容可能台数では需要を

補えなくなる可能性がある。また、現在のところ駐車場の利用状況に係る情報はどこにも提供

されていない。駐車場や駐車スペースの増設、これに合わせた満空情報の提供等が必要と考え

られる。 

 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．27 チェンナイ・メトロ駅に併設された駐車場（上：乗用車用，下：２輪車用） 

 

(4) チェンナイ・モノレール 

チェンナイでは、メトロ・ネットワークなどを補完する交通機関として、狭小な道路でも建設

が可能なモノレールの整備が計画されている。フェーズ１、フェーズ２に分けて整備される計
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画であり、フェーズ１での計画路線はプーナ・マリーを始点とし、ポルール・レークからバダ

パラニ方面とカチパラ方面の二方向に分かれる。総延長は２０．６８ｋｍ、事業費は３２３．

５億ルピーと見積もられている。設計／建設／資金調達／運営／移管方式（Ｄｅｓｉｇｎ／Ｂ

ｕｉｌｄ／Ｆｉｎａｎｃｅ／Ｏｐｅｒａｔｅ／Ｔｒａｎｓｆｅｒ：ＤＢＦＯＴ方式）により実

施される。現在入札中であり、請負業者が近々選定される模様である。 

フェーズ２での計画は、バランチェリーからバンダルールの総延長２３ｋｍとなる。事業費は

約４００億ルピーと見積もられている。  

フェーズ１の計画路線を下図に示す。 

（出典：モノレールプロジェクトホームページ） 

図 2．28 チェンナイ・モノレールの計画路線 （フェーズ１） 
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下図にチェンナイ・メトロ、チェンナイ・モノレール及び郊外鉄道との接続を整理した。

 

（出典：インタビュー調査結果を踏まえてＪＩＣＡ調査団編集） 

図 2．29 チェンナイ・モノレール、チェンナイ・メトロ及び近郊鉄道の接続 

 

2.3.4 バス・ネットワーク 

(1) チェンナイにおけるバス・ネットワークの状況 

チェンナイでのバス輸送は、チェンナイ都市圏交通公社及びタミル・ナド州高速道路公社が担

っている。チェンナイ都市圏交通公社は公共の市バス事業者であり、８００以上の路線を運行

し、チェンナイ中心部から約５０ｋｍまでの距離をカバーする。従い、チェンナイ都市圏にお

けるほぼすべての主要な幹線道路を走行している。タミル・ナド州高速道路公社は公共の長距

離バス事業者である。 

バスとメトロや郊外鉄道など鉄道交通との接続に関してはよく考慮されている。メトロ駅と市

バスの接続個所は複数計画されており、また、既に供用中のチェンナイ・メトロのＣＭＢＴ駅

には市バス及び長距離バスの大型バスターミナルが併設されている。 
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(2) 高速バス輸送システム 

高速バス輸送システムが７路線、検討されている。７路線の総延長は９６．７ｋｍとなり、 

１２１か所の駅が検討されている。概要を以下に示す。 

 コヤンベッドプーナマリー１４．０ｋｍ

 コヤンベッドアンバツール７．７ｋｍ

 コヤンベッドマドハバラム１２．４ｋｍ

 サイダペットシルセリ２４．８ｋｍ

 サイダペットタンバラム１８．２ｋｍ

 ソライパッカムクロメペット１０．６ｋｍ

 コヤンベッドサイダペット９．０ｋｍ

 

（出典：Ｔｈｅ Ｈｉｎｄｕ， Ｎｅｗａｐａｐｅｒ） 

図 2．30 検討中の高速バス輸送システム路線 

 

(3) チェンナイにおけるバス・ネットワークの課題 

多くのバスが市内を走行しているが、チェンナイではバスの到着時間など、利用者に対する情

報が提供されていない。しかし、インドの他の都市と比べてメトロなどの乗り換え設備が比較

的よく計画されており、今後は、異なる公共交通機関に係る運行情報の提供なども重要になっ

てくる。 
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ＣＭＢＴ駅における情報提供 

チェンナイ・メトロのＣＭＢＴ駅には大型バスターミナルが隣接している。下記の写真で

示されるように、メトロの駅からバスターミナルへの案内標識や、バスターミナルへの通

路には屋根が整備されている。このため、バスターミナルへのアクセスの環境は良好であ

る。しかし一方で、バスの運行情報は提供されていない。事故や渋滞によってバスの遅延

が発生した場合など、利用者に対する有用な情報の提供が望まれる。 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．31 メトロ駅からバスターミナルへの案内標識と通路 

 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．32 バスターミナル 
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2.3.5 その他の交通機関 

前段で述べてきた公共交通が駅やバス停までの交通手段であるのに対して、出発地から最終目

的地までの移動、或いは駅やバス停から最終目的地まで移動するための交通機関が存在する。

出発地から最終目的地まで直接移動する手段として、タクシーやオートリキシャが存在し、決

められたルートを走行するものとして、乗り合いオートリキシャやミニバスが存在する。 

ドア・ツ・ドアのサービスは、オート・リキシャやタクシーで提供される。 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．33 出発地から最終目的地までの移動手段（オートリキシャ、タクシー） 

 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．34 決まったルートを走行する移動手段（乗り合いオートリキシャ、ミニバス） 
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2.4 ＩＴＳの現況と計画 

2.4.1 チェンナイにおけるＩＴＳの概要 

市内の交通の状況はＣＣＴＶによって監視されているが、個所は限定的である。市内には信号

が設置されてはいるが、稼働していない信号が多く存在する。バスの運行管理システム等はバ

ンガロール、アーメダバード、ムンバイといった主要な都市で導入されているが、チェンナイ

においては導入に向けて準備が進められている状況である。一方、異なる公共交通機関で利用

可能な共通ＩＣカードについては、ムンバイやバンガロールなどと同様にチェンナイにおいて

も導入が検討されている。スマートカードはチェンナイ・メトロでのみ導入されている。定量

的な交通データは、動的な交通情報の提供や、交通インフラ・都市交通施策の検討・計画のた

めに重要である。チェンナイでは、定量的な交通データを収集し、また有効に活用するための

仕組みは存在しない。この点についてはインドにおける他都市も同じような状況である。 

他方、前段で述べたように、チェンナイの公共交通網の接続は他都市に比べれば比較的良好に

計画されている。いくつかのメトロの駅には駐車場や大型バスターミナルが併設されており、

郊外鉄道とメトロの乗り換え設備なども計画されている。このようなインフラ環境の下、公共

交通の総合的な運行情報の提供や、共通カードの導入など、ＩＴＳ技術を有効に活用できれば

利用者の利便性が増し、交通需要の公共交通機関への転換がより効果的に図られる可能性を秘

めていると言える。 

         

2.4.2 チェンナイ交通警察のＩＴＳ設備 

(1) 交通管制室 

チェンナイ交通警察の交通管制室は市内を２つのグループに分け、交通を監視している。それ

ぞれ、東部・南部地域、北部・西部地域を担当する。 
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(2) 可変表示板 

市内の主な交差点３１個所に可変表示板が設置されている。動的な交通情報は提供されておら

ず、２輪車に対するヘルメット着用などの注意喚起メッセージが表示されている。 

(3) 交通信号とＣＣＴＶカメラ 

チェンナイには３８３か所の信号交差点が存在する。しかし、これらの信号の多くは故障して

いるか、或いは動作しておらず、現場の警察官が手信号により交通誘導しているケースが多い。

また、交通量に応じて動的に周期を調整するタイプのものではなく、センターとも接続されて

いない。いくつかの交差点は、ＣＣＴＶにより監視されている。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．35 信号とＣＣＴＶ（左）、可変表示板（右） 

 

(4) 取締りのための設備： Ｅ－チャラン・システム（Ｅ－Ｃｈａｌｌａｎ Ｓｙｓｔ

ｅｍ） 

交通違反車両を取り締まるための「Ｅ－チャラン・システム」と呼ばれるシステムが一部導入

されている。現場の警察官がハンディータイプの装置を保持しており、この装置にはデータの

入力機能、カメラ機能、バーコード読み込み機能、通信機能といった機能が実装されている。

違反車両の情報を現場で入力し、携帯電話網を通じて中央サーバへデータが送信され、情報が

管理される。また、違反切符発券端末とブルートゥース通信し、違反者に対してその場で切符

が発券される。 
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（出典：チェンナイ交通警察ウェブサイト） 

図 2．36 ハンディー端末と発券機 

 

(5) 既存の交通管理システムの拡張計画（統合交通管理システムプロジェクト） 

チェンナイ交通警察では、現行のシステムの拡張が計画されていた。「統合交通管理システム

プロジェクト」と呼ばれ、ＣＣＴＶカメラの増設（約１００個所）、交通管制室の機能の拡張、

信号連携システムの導入、ナンバープレート認識システムの導入、要人や緊急車両などに対す

る優先信号の設置などが含まれる。事業費は約１５億ルピーと見積もられ、５年間のＢＯＴ方

式（Ｂｕｉｌｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｏｐｅｒａｔｅ方式）として計画された。パープル・イ

ンフォテック社が落札したが、その後発注者である交通警察と受注者との間のトラブルにより、

２０１４年４月よりプロジェクトが中断している。 

 

2.4.3 市バスのＩＴＳ 

インドにおけるバスの典型的なシステムとしては、以下のようなシステムが挙げられる。近年、

インドの都市部において順次導入されつつあるが、チェンナイではこのようなシステムはまだ

導入されていない。現在、スマートシティ公社を中心とした分科会※によって発注に向けた議

論が進められている。（※分科会：「２．５．４スマートシティ構想」を参照） 

 バス運行管理システム

バスに設置されたＧＰＳ装置から得られる位置情報により車両の走行を監視し、セン
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ターでバスの運行を管理する。  

 情報提供システム

バスの到着時間や出発時間、運行情報などをバスターミナルやバス停に設置された情

報板、又はインターネットなどから提供する。 

 

 電子式運賃支払いシステム

スマート・カードや磁気式カードなどによる運賃の支払いシステム。現金払いにとっ

て代わるものである。 

 

2.4.4 チェンナイ・メトロのＩＴＳ  

チェンナイ・メトロの料金体系は対距離制であり、トークンと非接触式スマート・カードによ

る支払いシステムが導入されている。 

(1) トークン 

カウンター又は自動販売機でトークンを購入し、入口改札に設置されているパッドにタッチし

て入場する。乗車後は、出口改札に設置されているスロットにトークンを投入して使用する。

トークン一枚は一回分の乗車分となる。（利用は一回限りとなる）  

 

 

 

 

（出典：チェンナイ・メトロウェブサイト） 

図 2．37 トークン 
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(2) 非接触式スマート・カード 

非接触式スマート・カードはチェンナイメトロのみで利用が可能であり、メトロを１日に複数

回利用する場合や頻繁に利用する場合に用いられる。乗客は入口改札と出口改札に設置されて

いるカード・リーダーにタッチして使用する。カードの最低料金は運賃の５０ルピーを含む１

００ルピーであり、駅の自動券売機で１００～３０００ルピーをチャージできる。カードタイ

プはＭｉｆａｒｅのタイプＡである。 

チェンナイ・メトロはシステムの調達先として日本信号（株）と契約した。この契約にはシス

テムの開発、３２の駅での自動改札機の納入、券売機の設置及びタイプＡ、フェリカ（予備）

のスマートカードの供給が含まれる。本システムのカードリーダー／ライターはスマートカー

ドのタイプＡ、Ｂ及びフェリカのすべてに対応することが可能である。これはタイプＡのカー

ドにセキュリティ面での問題が発生した場合などでも他のタイプに切り替えられるようにする

ための策である。 

 

 

 

 

（出典：チェンナイメトロウェブサイト） 

図 2．38 チェンナイ・メトロの非接触スマート・カード 
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下表にチェンナイ・メトロのスマートカードの概要を記載する。 

表 2．16 チェンナイ・メトロのスマートカードの概要 

項目 内容 

利用可能な支払方法 

片道利用（トークン） 

定期（スマートカード） 

プリペイド（スマートカード） 

スマートカードタイプ 
ＩＳＯ１４４４３タイプＡ（フェリカ：予備） 

記憶容量４ＫＢ 

カードリーダー／ライター タイプＡ，タイプＢ及びフェリカに対応 

調達先 日本信号（株） 

カード発行者 チェンナイ・メトロ公社 

電子マネー管理者 チェンナイ・メトロ公社 

  （出典：ヒアリング内容を基にＪＩＣＡ調査団が編集） 

 

2.4.5 チェンナイの交通系共通カード 

異なった交通手段に対して利用可能な交通系共通カードはまだチェンナイには導入されていな

いが、カード導入の検討が最近始められた。‘Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｕｂｌｉｃ 

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ’と呼ばれる運営委員会がチェンナイ統合都市圏交通委員会の下に設立さ

れている。 

チェンナイ・メトロの総裁が本運営委員会の総裁を務めている。この委員会のその他のメンバ

ーは以下となる。 

 チェンナイ都市圏交通公社 総裁 

 南インド鉄道 副地方局長 

 都市内鉄道 主席事務官 

 タミル・ナド州交通局 局長 

 チェンナイ市 局長 

 タミル・ナド州高速道路・港湾局 技師長 

 チェンナイ都市圏開発局 理事 
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 チェンナイ・シティー・コネクト（ＮＧＯ） 

チェンナイ・メトロはチェンナイで唯一、スマートカードを導入している事業者である。この

ため、異なる事業者間での決済処理はまだ必要とされていないが、市バスや都市内鉄道などに

も将来的にスマートカードが導入されることを見越してチェンナイ・メトロに異なる事業者間

での決済処理のためのクリアリングハウスシステムがすでに構築されている。 

 

2.4.6 有料道路におけるＩＴＳ設備 

(1) 有料道路の状況 

チェンナイの有料道路は、インド国道庁が管轄する国道５号、２０５号、４号、４５号、チェ

ンナイ・バイパスがある（チェンナイ市との境界線までのセクションは、タミルナド州高速道

路・港湾局の管轄下である）。また、外環状道路、州道４９号、州道４９Ａ号はタミル・ナド

州道路公社及びタミル・ナド州高速道路・港湾局が管轄する。 

以下に概要を整理する。 
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表 2．17 有料道路の状況 

道路種別 管轄組織 実施方式 請負業者 

国

道 

国道５号 インド国道庁 
ＢＯＴ 

（通行料方式※１） 
Ｌ＆Ｔ社 

国道４号 インド国道庁 
ＢＯＴ 

（通行料方式） 
Ｅｓｓｅｌ社 

国道４５号 インド国道庁 
ＢＯＴ 

（年額方式※２） 
Ｅａｇｌｅ社 

国道２０５号 インド国道庁 
ＢＯＴ 

（通行料方式） 

Ｔｒａｎｓｓｔｏｒｙ 

Ｔｉｒｕｐａｔｉ社 

チェンナイ・

バイパス 
インド国道庁 直轄  

州 

道 

外環状道路 
タミル・ナド州道路公社 

（※３） 

ＢＯＴ 

（年額方式） 
ＧＭＲ社 

州道４９号 タミル・ナド州道路公社 直轄  

州道４９Ａ号 タミル・ナド州道路公社 直轄  

内環状道路 
タミル・ナド州 

高速道路・港湾局 
直轄  

※１：ＢＯＴ（Ｂｕｉｌｄ、Ｏｐｅｒａｔｅ、Ｔｒａｎｓｆｅｒ）方式にて、請負業者は通行料を徴収し投資金

を回収し、また利益を得るタイプのものである。 

※２：徴収した通行料は政府に納め、請負業者は政府より年額を払い受けるタイプのものである。 

※３：タミル・ナド州高速道路・港湾局配下に設立された道路公社。 

（出典：関係機関ヒアリング内容を基にＪＩＣＡ調査団編集） 

 

以下に概要を地図上で示す。 
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（出典：関係機関ヒアリング内容を基にＪＩＣＡ調査団編集） 

図 2．39 有料道路の概要 
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(2) ＩＴＳ設備 

インド国道庁が管理する国道及び チェンナイ・バイパス道路には、ＦＡＳＴａｇと呼ばれる

ＲＦＩＤによるＥＴＣシステムが導入されている。この他、ＩＣカードによる徴収（タッチア

ンドゴー(Ｔ＆Ｇ)）及び、現金による徴収設備がある。 

タミル・ナド州道路公社が管理する州道４９Ａ号及び州道４９号では共に、ＩＣカードによる

徴収（タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)）と現金徴収設備があり、ＲＦＩＤ方式のようなＥＴＣシス

テムは導入されていない。外環状道路は現在無料であるが将来有料化が検討されている。 

タミル・ナド州高速道路・港湾局の管理する内環状道路は現在無料であり、ＩＴＳ施設は現在

導入されていない。将来の有料化が検討されている。いくつかの道路でタッチアンドゴー(Ｔ＆

Ｇ)・システムは導入されているが、現時点で相互運用カードシステムは存在しない。 

インド国道庁の標準契約書には、交通管制センター、ＣＣＴＶ、交通量計測装置、可変表示板

と気象観測装置から構成される交通管制システムの設置が明記されている。しかしながら、外

環状道路の一部を除き、ほとんどの道路にはこうした設備は設置されていない。 

以下に有料道路におけるＩＴＳの概要を示す。 
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表 2．18 ＩＴＳ設備の概要 

道路種別 道路延長 交通管理設備 料金収受施設 

国

道 

国道５号 － － 現金、ＩＣカード 

国道４号 － － 現金 

国道４５号 － － 現金、ＦＡＳＴａｇ 

国道２０５号 － － 現金 

チェンナイ・バイパス道路 ３２ｋｍ － 

北側：現金、 

ＦＡＳＴａｇ 

南側：現金、 

州 

道 

外環状道路 

（フェーズ１区間） 

（フェーズ２区間）工事中 

フェーズ１区間： 

２９．７ｋｍ 

フェーズ２区間： 

３３．１ｋｍ 

情報板、 

非常電話、 

気象観測 

－ 

州道４９号 １１４ｋｍ － 現金、ＩＣカード 

州道４９Ａ号 ２０．１ｋｍ － 現金、ＩＣカード 

内環状道路 ２５．２ｋｍ － － 

（出典：ヒアリング内容を基にＪＩＣＡ調査団が編集） 

 

主な設備を以下に写真で示す 

a)  チェンナイ・バイパス道路 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 図 2．40 料金所 （スラパチュ）        
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b)  外環状道路 

   

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．41 情報板（左）、非常電話（中央）、気象観測装置（右） 

 

c)  州道４９Ａ号 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 図 2．42 料金所 ペルギディ（左）、料金所 シルセリ（右） 

 

d)  州道４９号 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 図 2．43 料金所 ウッタディ（左）、州道４９号（右） 
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(出典: IHMCLウェブサイト) 

2.4.7 インドのＦＡＳＴａｇ自動料金収受システム 

ＦＡＳＴａｇとはインド中央政府 道路交通省、

及びその配下のインド国道庁が運営するＲＦＩＤ

方式による自動料金収受システム（ＥＴＣ）であ

る。２０１１年９月にインドの国道におけるＥＴＣはＲＦＩＤ方式とすることが決定され、統

一規格となった。これを受け、現在全国的にＲＦＩＤ方式によるＥＴＣ設備が整備されつつあ

る。以下に、インドにおけるＦＡＳＴａｇについて概要を述べる。 

(1) 統一規格となった経緯 

以下の経緯を経て、統一規格が決定された。 

表 2．19 統一規格となった経緯 

年月 内 容 

２０１０．

４．２０ 

道路交通省において「Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏ

ｎ ＥＴＣ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｆｏｒ Ｕｓｅ ｏｎ Ｎａｔｉｏｎａｌ 

Ｈｉｇｈｗａｙ」委員会が構成された。また、委員長の配下に技術委員会が構成さ

れる。 

２０１０．

６．２８ 

検討の結果、技術委員会より利用者の利便性、受け入れやすさ等により、ＲＦＩＤ

方式が推奨された。 

２０１１．

３．８ 
技術委員会からＥＴＣ運用のための運用方法の提案がなされる。 

２０１１．

６．１４ 
主要なステークホルダーを集め、技術基準の確定のためのワークショップを開催。 

２０１１． 

９ 

Ｒｅｐｏｒｔ ｂｙ Ａｐｅｘ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｆｏｒ ＥＴＣ Ｉｍｐｌ

ｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ が承認される。 

２０１２． 

１２ 

事業の実施体としてインド゛高速道路管理会社（Ｉｎｄｉａｎ Ｈｉｇｈｗａｙｓ 

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）が設立される。（２２の

請負業者が５０％の株式を保有し、インド国道庁が２５％、残りを５つの銀行が保

有） 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

規格の検討に当たり、インド国道庁、ＥＴＣ機器供給業者、利用者グループなど、様々なステ

ークホルダーからの意見が徴収された。また、各種のＥＴＣ方式の比較検討が行われた。比較

検討の対象は、ＤＳＲＣ（アクティブ／パッシブ狭域無線通信方式）、ＲＦＩＤ（アクティブ
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／パッシブ無線自動識別方式）、ＣＡＬＭ（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ａｉｒ－Ｉｎｔｅ

ｒｆａｃｅ：Ｌｏｎｇ・Ｍｅｄｉｕｍ Ｒａｎｇｅ方式）、ＧＮＳＳ／ＣＮ（Ｇｌｏｂａｌ 

Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｓｙｓｔｅｍ／Ｃｅｌｌｕｌａｒネットワーク

方式）、ＡＮＰＲ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｎｕｍｂｅｒ Ｐｌａｔｅ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ方

式）などである。加えて、必要となるシステムアーキテクチャ、運営管理等に要される技術レ

ベル、コスト、汎用性、機器の供給業者の存在等について審議され、結果、ＲＦＩＤ方式がイ

ンドの国道における統一規格として決定され、「ＦＡＳＴａｇ」と命名された。 

表 2．20 ＥＴＣ技術の６タイプの比較 

 

（出典：インド道路交通省ＥＴＣ Ｒｅｐｏｒｔ ２８／６／２０１０） 

 

(2) 仕組みと設備 

車両情報と関連づけられた固有のＩＤ番号が登録され、このＩＤ番号を記録したタグを車両の

フロントガラスに張付ける（このタグをＦＡＳＴａｇと呼ぶ）。料金所ではＦＡＳＴａｇレー

ンと呼ばれる専用レーンが設けられ、ＲＦＩＤアンテナ及び各種のセンサーが設置される。タ

グとアンテナで通信し、車種に応じた料金が走行時に課金される。タグの利用者はシステムの

利用に先立ち、車両情報を登録し、またオンライン上に口座を持つことになる。 
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タグとの通信によって登録された車両固有のＩＤが読み込まれる。この情報がタグを登録・発

行した銀行の中央サーバーに転送され、通行料金が利用者のオンライン口座から引き落とされ

る。車両のフロントガラスに張り付けられたタグの盗難を防止するため、タグは一度添付する

と、損傷や取り外しがあった場合は使用不可になる仕組みとなっている。 

また、このタグは１５０ｋｍ／時の走行車両に対しても感知できるとされている。 

 

 

 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．44 ＲＦＩＤタグ（ＦＡＳＴａｇ） 

 

(3) 実施体制・実施方法 

タグはＩＣＩＣＩ銀行とＡｘｉｓ銀行の支店等で独占的に販売されている。これら２つの銀行

は２年間契約で、タグの販売・登録やクリアリング等の決済業務を請け負っている。 

タグの製造価格１００ルピーであるとされ、これに経費が上乗せされ２５０ルピーで販売され

ている。近年は、インド国の施策により、新車購入時にタグが標準装備されている。 

  システムの運営維持管理の実施事業者として、インド゛高速道路管理会社（Ｉｎｄｉａｎ 

Ｈｉｇｈｗａｙｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）が２０１２年

１２月に法人化された。インド゛高速道路管理会社は２２の請負業者が５０％の株を保有し、

インド国道庁が２５％、残りを５つの銀行が保有している。 

料金所におけるＦＡＳＴａｇレーンの整備や機器の設置はそれぞれの請負業者の負担により整

備されることとなっている。２０１６年４月末時点で、インド国道庁が管轄する全国の３５０

個所の料金所うち、２７５個所の料金所でＦＡＳＴａｇレーンと設備が整備されている。 



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査       最終報告書 

76 

(4) ＦＡＳＴａｇの現状 

上記で述べたように、近年はインド国の施策によって新車にタグが標準装備されており、既に

多くのタグが発行されているものと考えられる。しかしながら一方で、システムの利用のため

に実際に利用者登録された台数はかなり限定的であるとされている。（一部報道では、現在ま

でにインド全国で２、０００台の登録台数に留まっているとの情報もある）また、クリアリン

グ業務等の手数料は請負業者が負担することとされており、このことがシステム普及の障壁の

ひとつであるとの情報もある。 

このような状況を背景として、実際のＦａｓｔＴａｇ利用者は現在のところ限定的である。２

０１６～２０１７年にＦＡＳＴａｇを使用した料金支払いに対して１０％のキャッシュバック

サービスを行うなどのタグの普及策が実施されてはいる。しかしながら、本格的な普及にはま

だ時間がかかるものと考えられる。 

 

2.4.8 道路事故データ管理システム 

「道路事故データ管理システム」と呼ばれるシステムが世界銀行の融資により開発されており、

チェンナイ交通警察、州政府の道路部門や運輸部門など、様々な部局で使用されている。交通

事故の分析や事故の改善策を検討するために活用されている。 

ＧＩＳをベースとしたシステムであり、原因別、車種別などの統計情報や事故の発生個所等を

地図上で可視化表示するとともに、月次や年次レポートとして集計・出力する機能などを備え

ている。また、事故原因別、発生場所別、事故の種類別、車種別等での集計機能や、事故の発

生頻度別に市内の地区をグリッド表示する機能を有する。 

以下に、事故の発生箇所を地図上に可視化した画面、及び事故の発生頻度別にグリッド表示し

た画面の例を示す。 
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（出典：タミル・ナド州交通局 Ｒｏａｄ Ａｃｃｉｄｅｎｔ Ｄａｔａ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ） 

図 2．45 道路事故データ管理システム：事故発生箇所 

 

 

（出典：タミル・ナド州交通局 Ｒｏａｄ Ａｃｃｉｄｅｎｔ Ｄａｔａ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ） 

図 2．46 道路事故データ管理システム：事故発生頻度別のグリッド表示 



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査       最終報告書 

78 

2.4.9 ナンバープレートの標準化 

インドにおいては２００５年６月１日より、標準化されたナンバープレートを順次導入してゆ

くことが決定された。このナンバープレートは、不正防止高セキュリティ登録プレートと命名

され、州の省略文字、地区コード、フォント、文字サイズなどが標準化され、不正な複製を防

ぐホログラムが実装されている。また、車両の取付け位置も規定されている。 

（出典：タミル・ナド州交通局） 

図 2．47 ナンバープレート（タミル・ナド州） 

 

これまでに、メガラヤ州、シッキム州及びゴア州の３つの州で標準化されたナンバープレート

が導入されている。現在のところ、タミル・ナド州では順次導入されつつある状況である。タ

ミル・ナド州における現行のナンバープレートは、材質、フォント、文字サイズ、言語、ナン

バープレートの取り付け位置などがまちまちであり、統一されていない。ＩＴＳでは、特に取

り締まり系の処理で標準化されたナンバープレートが重要となってくる。例えば、現在のよう

な状況では、ナンバープレートを自動で認識することは技術的に困難であり、ＩＴＳ技術を最

大限に活用することが難しい。 

現在、タミル・ナド州交通局により、標準ナンバープレートの供給業者の入札が実施されてい

る。標準ナンバープレートは、供給業者を通じて、タミル・ナド州交通局 地域事務所にて発

行されることになる。ナンバープレートの標準化が着実に進むことが望まれる。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 2．48 車両に取付けられているナンバープレート 

 

2.4.10  車両データベース 

インド中央政府による「電子政府」政策の下、インド道路交通省及び国立情報センターにより、

インド全土で登録された車両データを管理するシステムが開発されている。 

システムは階層構造を成し、各州に存在する州レベルのデータベース（州レジストリと呼ばれ

る）に車両情報が登録され、中央のデータベース（ナショナルレジストリと呼ばれる）でデー

タが集約される。登録された車両情報は、各州の道路局や地方運輸局、州境検問所、交通警察

などの関係各機関に共有される。以下の図に、全体のアーキテクチャを示す。 
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Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｇｉｓｔｒｙ  

 

 

 

 

 

 

 

（出典：タミル・ナド州交通局） 

図 2．49 車両データベース・アーキテクチャー 

 

タミル・ナド州においては、タミル・ナド州交通局が、車両情報の登録を担当している。車両

の所有者は、車両の購入時に交通局の地方事務所にて所有者名、住所、車種、購入日といった

車両情報を届け出る。登録された車両情報はチェンナイ交通警察と共有されており、交通違反

の取締に車両情報が活用されている。 

車両登録情報の問題点としては、中古車の所有者情報と廃棄済みの車両及び所有者の情報が正

しく把握できていないことが挙げられる。車両の所有者が変った場合であっても新しい所有者

の情報が更新されておらず、また、廃棄された車両の情報がそのまま登録情報として残ったま

まになっているケースが多い。このため、利用されている車両の実態が正しく把握できていな

いのが実情である。 

主要な理由として、（１）個人で所有する車両については、新車の購入時に自動車税を１回支

払えばよく、その後は自動車税が課税されないこと、（２）個人で所有する車両については、

車検のような有料の定期検査が義務付けられていないこと、などが挙げられる。このため、第

Regional Transport Office (RTO) 

State Registry 
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三者に車両を譲り渡した場合や車両を処分した場合であっても、届け出が正しく行われず、結

果的に実態が正確に把握できていない状況に陥っている。 

 

2.4.11 インド工科大学チェンナイ校の活動 

インド工科大学チェンナイ校では、様々なＩＴＳの研究活動が行われている。これらは、イン

ド中央政府である都市開発省、及び情報通信技術省管轄の情報技術局の取り組みの一環として

実施されている。 

インド工科大学チェンナイ校に都市開発省によって研究センターが設立されており、ここで以

下のような取り組みを行っている。 

(1) 車種別交通量の計測に関する研究 

車種別に車両を検出することはＩＴＳにとって重要である。しかしながら、車線を守らない混

合交通であるインドの交通状況において、これを正しく行うには技術的にハードルが高い。こ

れを踏まえ、インドの状況を勘案した下記の研究が行われている。 

a)  画像方式車両検知 

画像処理方式によって、２輪車、自動車、大型車、オートリキシャの４つの車種区分毎に交通

量を計測する。仮想検出ゾーンが設けられ、そこを通過する車両を検出する。画像処理ソフト

ウエアはインド工科大学チェンナイ校によって開発された。 

 

 

 

 

 

（出典：インド工科大学チェンナイ校） 

図 2．50 画像処理モニター・イメージ 
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b)   電波方式車両検知 

電波を利用した車両検知技術であり、交通量、車速、車長などを計測する。同時に１０車線、

両方向の交通を測定することができる、ということである。 

（出典：インド工科大学チェンナイ校） 

図 2．51 電波方式車両検知器 

 

c)  赤外方式車両検知 

赤外線を利用した車両検知技術であり、交通量、車速などを車種区分毎に計測する。一方向・

双方向、および複数車線の交通を測定することが可能であるとのことである。車道の両側に光

ビーム送信・受信ユニットをそれぞれ設置し、軸数や車高などを検出する。 

（出典：インド工科大学チェンナイ校） 

図 2．52 赤外線方式車両検知器 
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(2) 交通情報提供に関する研究 

情報提供のための以下の研究が実施されている。 

a)  バスの運行管理 

バスに設置されたＧＰＳから得られる走行位置情報を基にした、バスの運行管理システムのア

プリケーションが開発されている。パイロット的におよそ１００台の市バスと数台の大学のキ

ャンパスを走行するバスにＧＰＳ装置を設置し、バスの位置情報をセンターで収集し、地図上

に動的にバスの走行位置が表示される。１０～１５秒毎にデータを受信することで、ほぼリア

ルタイムにバスの現在位置が地図上に反映される。 

 

（出典：インド工科大学チェンナイ校）  

図 2．53 バスに設置されたＧＰＳ装置  

 

b)  バスの予想到着時間情報の提供 

ＧＰＳのプローブデータに基づいてバスの予想到着時刻を計算する。バスの到着時間の計算に

は、２台前のバスの走行データなど、過去のデータを活用する。情報板や、インターネット、

固定式情報端末などを通じて情報を提供することが検討されている。 
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（出典：インド工科大学チェンナイ校）  

図 2．54 アンドロイド向けに開発されたアプリケーション画面イメージ 

 

c)  旅行時間情報の提供 

可変情報表示板が設置された個所からその先の主要な目的地までの予想旅行時間を計算し、代

替ルートと共に表示する。予想旅行時間は、現在の渋滞状況や過去の蓄積されたデータをに計

算される。最適なルート選択を可能とするためにこのような検討が進められている。 

 

（出典：インド工科大学チェンナイ校） 

図 2．55 可変情報板に表示された情報 
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2.4.12 民間タクシー会社によるＩＴサービス 

大手の民間タクシー会社によって、情報技術を活用した配車サービスが提供されている。どの

サービスも、概ね以下のような特徴がある。 

 利用者は、スマートフォンなどのモバイルアプリケーションから出発地と目的地を

選択し、タクシーを予約する。

 近傍を走行するタクシーに対して、アプリケーションを通じて自動で利用者の予約

情報が通知される。

 ドライバーは、Ｇｏｏｇｌｅナビなどのナビゲーションガイダンスに従って目的地

まで運転する。

 領収書が自動的に生成され、詳細情報と共に登録されたメールアドレスに送信され

る。

 乗車後、ドライバーに対する評価をアプリケーション上で行う仕組みとなっている。

 オートリキシャを利用できるサービスもある。



大手の民間タクシー会社であるＯＬＡＣａｂが提供するモバイルアプリの画面イメージを、ス

テップごとに以下に例示する。 
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（１）乗車の予約        
   （乗車位置と車種を選択）   

（２） 予約の確認． 

  

（３） タクシー到着までの 
    およその時間の通知 

（４） 乗車料金の通知とサービスの 
    フィードバック（乗車後） 

（出典：ＯＬＡＣａｂウェブサイト） 

図 2．56 Ｏｌａ Ｃａｂモバイルアプリケーションの利用例 
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2.4.13 道路管理システム 

(1) 国道：道路資産管理システム 

インド国道庁によって、全国の国道を対象とした道路資産管理システムの開発が進められてい

る。世界銀行の融資により、ナレンドラ・モディ首相の「デジタルインド・イニシアチブ」の

一環として開始されたものである。道路管理のための各種の情報（舗装、道路状況、道路工事

（計画／完工）、事故、交通量など）を管理する。 

（出典：インド国道庁ウェブサイト） 

図 2．57 国道：道路資産管理システムイメージ 

 

(2) 州道：道路資産管理システム 

タミル・ナド州における州道を対象とした道路資産管理システムがタミル・ナド州高速道路・

港湾局によって開発されている。道路台帳、区間毎の管轄、建設中のプロジェクト情報などの

情報を管理する。管理者によって道路の状況を把握したり、道路事業を評価するために準備さ

れているものであり、管理情報は一部、インターネットでも公開されている。 
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（出典：タミル・ナド州高速道路・港湾局ウェブサイト） 

図 2．58 州道：道路資産管理システムイメージ 

 

2.4.14 インドにおけるその他のＩＴＳ導入の事例 

a)  アーメダバードの道路交通情報提供システム 

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の民間技術普及促進事業として本邦企業である名古屋

電機工業株式会社及びゼロ・サム社により、グジャラート州アーメダバード市に道路交通情報

提供システムが導入されている。タクシー及び携帯端末より得られるプローブデータ、及び路

側に設置された画像式トラフィックカウンターを基にクラウドサーバにて動的な渋滞情報を生

成し、可変情報板より情報提供を行うものである。可変情報板の右半分に渋滞情報を表示する。

これによりドライバーは最適経路の選択が可能となる。また、可変情報板の左半分は広告用デ

ジタルサイネージとして企業に貸し出し、その広告収益を事業の運営・保守にあてる。交通警

察が情報端末を携行し、市内の交通状況を把握できる一方、交通事故や緊急事態発生時には、

情報端末から可変情報板へ必要に応じてメッセージを送信する。将来的には蓄積された交通デ

ータをインフラ整備計画や事業の評価等に活用することも可能である。インドにおける動的な

道路交通情報を提供する初となる事業である。 
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（出典：名古屋電機工業（株）及びゼロ・サム社） 

図 2．59 アーメダバードにおける可変情報板による道路交通情報提供 

 

b)  マイソールのバス運行管理及び運行情報提供システム 

カルナタカ州道路交通公社（Ｋａｒｎａｔａｋａ Ｓｔａｔｅ Ｒｏａｄ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）は、主要都市間及びカルナタカ州第二の都市であるマイソール市内

のバスの運行を実施している組織である。マイソール市は、約９０万人の人口を有しており、

カルナタカ州道路交通公社は５００台のバスにより約４００のバス路線をマイソール市内で運

行している。一日当たりの乗客数は約２０万人である。 

マイソールではＭＩＴＲＡ（Ｍｙｓｏｒｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）

と称されるバス運行管理システム及びバス利用者への運行情報提供システムが約２億ルピーの

事業費で２０１２年から運用されている。本プロジェクトは、世界銀行の“持続的都市交通プ

ログラム”、都市開発省のジャワハラル・ネルー全国都市再生計画及びカルナタカ州の支援を

受けた事業である。ＧＰＳによるバス運行管理システムと、バスターミナルやバス停及びＳＭ

Ｓでのバス到着時間の情報提供、電子バス発券システムと管理センターから構成されている。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．60 バスターミナル及びバス停での運行情報提供 

 

 

 

 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 2．61 バス管理センター 

 

バスはインドにおける公共交通機関のうち最も利用者が多い交通機関であり、市民の主要な移

動手段であるため、バスサービスの効率化が急がれている。それゆえ、マイソールと同様のバ

ス運行管理システムはベンガルール、アーメダバード、チェンナイ等多くの都市で導入済また

は、導入が計画されている。 
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2.5 主要な開発計画 

2.5.1 全国都市交通政策 

インド国における都市交通の上位政策である。２００６年にインド中央政府 都市開発省を中

心に作成された。インドにおける都市交通の計画や実施は各州政府の管轄となるが、これらは

基本的に本政策の基本方針の下に行われる。中でも、インドの都市において以下に重点を置き

交通施策を推進してゆくことが謳われている。 

 インドの都市圏における都市大量輸送システムの整備の推進 

 都市開発と一体となった都市交通インフラ整備の推進 

 交通需要の公共交通機関への転換のための各種の施策の実施 

 都市交通問題の解決のためＩＴＳなどの情報技術の活用 

 駐車場や歩行者のための道路空間の整備 

 自転車道の整備の推進 

 統合都市交通委員会の設立（人口４００万人以上の都市圏） 

 （出典：都市開発省 全国都市交通政策２００６を基にＪＩＣＡ調査団要約） 

 

2.5.2 第２次チェンナイ・マスタープラン 

第二次チェンナイ・マスタープランが２００８年、チェンナイ都市圏開発局によって作成され

ている。本マスタープランは２０２６年を目標年次としたチェンナイ都市圏の開発に係る総合

計画である。運輸・交通部門も含まれ、以下の課題と方向性が示されている。 

(1) 課題 

 道路、郊外鉄道、都市内鉄道、メトロなどは異なる組織によって管理されており、

これらの関係者の間で十分な調整が図られていない
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 運輸・交通インフラの整備・改善は、交通需要の伸びに追いついていない

 交通管理が正しく実施されておらず、取締りも十分でない

 駐車場の需要に対して供給が追いついておらず、渋滞悪化の要因となっている

 自動車排ガスによる環境への悪影響と交通事故の増加



(2) 対処方針  

 チェンナイ統合都市圏交通委員会の設置

 メトロ網の整備など、公共交通機関への需要転換を図る各種の施策の推進

 立体交差、鉄道の新駅、道路の拡幅、歩道橋やバス専用レーンなどの建設を推進

 土地利用計画と運輸交通計画の融合

 非動力輸送の重視

 ＩＴＳを用いた既存の道路・交通インフラの最適活用

 駐車場方針の策定

 旅客輸送からの貨物輸送の分離

 各種の交通需要マネジメントの実施

 モノレールやＬＲＴなどの輸送機関の整備の推進、など

 

2.5.3 チェンナイ総合交通計画 

「チェンナイ総合交通計画」がチェンナイ都市圏開発局によって２０１０年に策定されている。

２０２６年を目標年次とし、以下が提唱されている。 

(1) ビジョン 

チェンナイ総合交通計画では、第二次チェンナイ・マスタープランにて提唱されたビジョン２

０２６に基づき、以下のビジョンが示されている。原文のまま掲載する。  

「Ｐｒｏｖｉｄｅ ｓａｆｅ， ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ， ａｆｆｏｒｄａｂｌｅ ａｎｄ ｍ

ｏｄｅｒｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｃｈｏｉｃｅｓ ｔｏ ｐｅｏｐｌｅ ａｎｄ ｂｕｓｉ

ｎｅｓｓｅｓ ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ ｅｃｏｎｏｍｉｃ， ｌａｎｄ ｕｓｅ ａｎｄ 
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ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｃｏｎｃｅｒｎｓ ｏｆ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ 

Ａｒｅａ ｔｏ ｂｅ ｆｕｌｌｙ ｐｒｅｐａｒｅｄ ｔｏ ｔａｋｅ ｏｎ ｔｈｅ ｔ

ｒａｎｓｐｏｒｔ ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｏｆ Ｃｈｅｎｎａｉ – ｔｈｅ Ｍｅｇａ ｐ

ｏｌｉｃｅ」 

（出典：チェンナイ総合交通計画２０１０より抜粋） 

 

(2) 目標 

目標指標として、２０２６年次における以下に示す分担率が設定されている。  

表 2．21 ２００８年（現状）及び２０２６年次における目標値：分担率 

交通機関※１ ２００８年（現状） ２０２６年（目標） 

公共交通 ４１％ ７０％※２ 

タクシー、リキシャなど １１％ ８％ 

自家用車 ４８％ ２２％ 

※１：上記は非動力輸送を除く 

※２：公共交通の分担率７０％を達成する条件として、都市内鉄道、メトロ、モノレール、ＬＲＴ、ＢＲＴ

といった公共交通機関が計画どおり確実に整備される必要がある。これらに加え、ハード面ではバス停や鉄

道駅等の交通結節点における駐車場、乗換施設、情報提供施設等が整備されることが重要である。また、ソ

フト面では共通カードの導入による利用者の利便性の向上やバスを含む公共交通機関の定時性の確保が重要

となる。加えて、市民の主な移動手段である市バスについては老朽化した車両の入れ替え等による車内の快

適性の向上を図ること等が挙げられる。公共交通の分担率７０％の達成のためには、これらの施策が総合的

に実施される必要があると考えられる。 

（出典：チェンナイ総合交通計画２０１０より抜粋） 

 

(3) 戦略 

上記に掲げられたビジョン、目標を達成するため、２０２６年までを短期、中期、長期のフェ

ーズに分け、以下のような道路交通インフラ開発が提唱されている。 
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表 2．22 短期・中期・長期の道路インフラ開発計画 

期間 計画 

短期提案 

（２０１０ – 

２０１５） 

歩行者施設（歩道）、自転車道ネットワーク、交通管理施設、 

駐車規制、信号改良、交差点改良、車線と標識など 

中期提案 

（２０１６ – 

２０２１） 

歩行者用地下道、立体駐車場、立体交差、 

フライオーバーや地下構造部分、交通管理センター、歩道橋など 

長期提案 

（２０２２ – 

２０２６） 

都市内鉄道，メトロ，モノレール，ＬＲＴ、ＢＲＴ， 

乗り換え施設，トラックターミナル，都市間バスターミナル，  

高架道路，貨物用道路，道路のミッシングリンクと幹線道路の拡幅 

（出典：チェンナイ総合交通計画を基にＪＩＣＡ調査団編集） 

 

短期、中期、長期毎の投資額が以下のように見積もられている。 

表 2．23 投資見積もり額 

期間 投資見積もり額 

短期（２０１０–２０１５） ５，２６８．９ 億ルピー 

中期（２０１６–２０２１） ２，１８９．９ 億ルピー 

長期（２０２２–２０２６） ７５３．２ 億ルピー 

計 ８，２１２．０ 億ルピー 

（出典：チェンナイ総合交通計画を基にＪＩＣＡ調査団編集） 

 

2.5.4 スマートシティ構想  

ナレンドラ・モディ首相の「スマートシティ構想」の下、インド政府により、今後インドの１

００の都市でスマートシティを整備する方針が打ち出されている。インドにおけるスマートシ

ティとは、社会インフラを適切・効率的に管理し、健全なガバナンスと環境に配慮した地域社

会を実現することによって、持続可能な経済発展と生活の質の向上を目指すものとされている。 

このスマートシティは、インド中央政府 都市開発省管轄の下、対象となる都市の州政府と都

市開発省が協力しながら整備することになっている。全国の各州、及び連邦直轄区からそれぞ

れ最低１つの都市が選択されることになっており、現在までに合計９８の都市が選ばれている。
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このうち、優先的に整備される都市として、２０の都市がショートリスト化されている。タミ

ル・ナド州からは、チェンナイとコインバトーレがこれら２０の都市の中に含まれている。ス

マートシティの整備のために、今後５年間でおよそ４，８００億ルピーが拠出されることにな

っている。 

優先的に整備されることになる、ショートリスト化された２０の都市を以下の表にまとめた。 

表 2．24 ショートリスト化された２０都市 

Ｎ

ｏ． 

州名 都市名 Ｎ

ｏ． 

州名 都市名 

１ オリッサ ブバネーシュワル １１ 
マディヤ・ 

プラディッシュ 
インドール 

２ マハラシュトラ プネ １２ ニューデリー ニューデリー 

３ ラジャスタン ジャイプル １３ タミル・ナド コインバトーレ 

４ グジャラート スラート １４ 
アンドラ・ 

プラディッシュ 
カキナダ 

５ ケララ コーチ １５ カルナタカ ベルガルム 

６ グジャラート アーメダバード １６ ラジャスタン ウダイプル 

７ 
マディヤ・ 

プラディッシュ 
ジャブアー １７ アッサム グワハティ 

８ 
アンドラ・ 

プラディッシュ 
ヴィシャーカパトナム １８ タミル・ナド チェンナイ 

９ マハラシュトラ ソラプール １９ パンジャブ ルディアナ 

１０ カルナタカ ダーヴァナゲレ ２０ 
マディヤ・ 

プラディッシュ 
ボーパール 

（出典：インド都市開発省ウェブサイト） 

 

チェンナイにおいては、スマートシティの実施はチェンナイ市が実施機関となる。下図は、ス

マートシティの主要な構成要素を示している。これらの中で、ＩＴＳを用いた都市のモビリテ

ィも重要な構成要素の一つとされている。 
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（出典：インド都市開発省ウェブサイト） 

図 2．62 スマートシティーの主要な構成要素 

 

チェンナイスマートシティ公社はスマートシティミッション実施のために組織された特別目的

事業体である。この特別目的事業体はスマートシティに係るプロジェクトの計画、評価、承認、

予算獲得、実施、及び管理を担当する。  

タミル・ナド州都市インフラ開発財務公社の総裁はスマートシティ公社の総裁でもある。チェ

ンナイ市のＷＯＲＫＳ ＤＩＶＩＳＩＯＮの副局長はスマートシティ公社のＣＥＯに任命され

ている。  

チェンナイスマートシティ公社の取締役会は下記の組織の代表者によって構成されている。  

表 2．25 チェンナイスマートシティ公社の取締役会を構成する組織 

チェンナイ市 （議長） 

チェンナイスマートシティ公社 

インド政府 都市開発省 

タミル・ナド州政府 財務局 

チェンナイ都市上下水道 

タミル・ナド州都市インフラ融資サービス公社 

チェンナイ市 

タミル・ナド州スラム街撤去委員会 

タミル・ナド電力公社 

チェンナイ警察 

タミル・ナドエレクトロニクス公社 

チェンナイ都市圏開発局 

都市専門家 （外部専門家） 

Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｗｏｍａｎ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ 

（出典：特別目的事業体の辞令に基づきＪＩＣＡ調査団が作成） 
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一般市民からの意見も募り、チェンナイにおけるスマートシティは、Ｔナガール地区がデモン

ストレーション地域に選ばれている。また、定期の関係者会議が開催されており、スマートシ

ティ計画の対象として、これまでに以下のようなテーマが分科会で議論されている。  

・路上駐車管理 

・非駆動交通計画 

・バスターミナル開発 

・市バスのＩＴＳ（バス運行管理システム、情報提供システム、電子式運賃支払システ

ム） 

なお、分科会は政府関係組織（市バス公社、チェンナイ市等）、チェンナイの主要大学（イン

ド工科大学チェンナイ校、アンナ大学）及びＮＧＯから構成され、定期的に開催されている。 

 

2.5.5 タミル・ナド州ビジョン ２０２３ 

タミル・ナド州におけるインフラ開発構想として、州首相の下、２０１４年に「タミル・ナド

州ビジョン２０２３」が提唱されている。目標年次である２０２３年までに、エネルギー、運

輸交通（道路、鉄道、港湾、空港）、産業、農業、教育などのセクターで、物理インフラや社

会インフラの整備を推進するものである。２１７のプロジェクトに対して、１０年間に約１５

兆ルピーが投入されることが示されている。本構想は、アジア開発銀行の支援により策定され、

タミル・ナド州インフラ開発庁が中心となり推進されてゆくことになっている。 

チェンナイ都市圏における道路セクターでは、以下の整備が提唱されている。 

 外環状道路（フェーズ２） 

 北部港アクセス道路（国道５号からエンノール港までの区間） 

 チェンナイ－ベンガルール高速道路 

 チェンナイ周辺環状道路 

セクター毎には以下の事業費が見積もられている。 
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表 2．26 セクター毎の事業費        

セクター 事業費（単位：千万ルピー） 

エネルギー ３８９，３３５ 

運輸・交通 ３６８，１２３ 

産業、商業 １７１，２８５ 

都市インフラ ２６３，３５０ 

農業 １２１，４００ 

保険・衛生、教育 ５９，１４０ 

その他 １２７，３６７ 

合計 １，５００，０００ 

（出典：ＶＩＳＩＯＮ ＴＡＭＩＬ ＮＡＤＵ ２０２３を基にＪＩＣＡ調査団編集） 
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3 交通需要推計  

3.1 目的・手順 

ＩＴＳの導入効果の計測を行うためには、ＩＴＳ導入前後の交通状況をシミュレーションし、

どれだけ交通状況が改善されたか確認する必要がある。その確認を行うために、交通需要予測

を実施する。交通需要予測に用いるＯＤデータやネットワークデータは既存の調査結果をベー

スに本調査で実施した交通量調査結果を用いて現状のデータを作成する。将来推計年次はＩＴ

Ｓ整備計画に合わせて設定する。 

交通需要推計の実施フローを図 3．1 に示す。まずは、チェンナイ総合交通計画やチェンナイ

周辺環状道路詳細事業計画書といった既存調査のデータ収集・整理を行う。また、既存調査で

使われているＯＤデータ・ネットワークデータを基に交通需要予測に必要なデータの作成を行

う。なお、本検討ではＪＩＣＡ ＳＴＲＡＤＡを用いて交通量配分を実施するため、ＪＩＣＡ 

ＳＴＲＡＤＡのフォーマットに合わせてデータを作成する。作成したデータを用いて現況再現

を行った上で、ＩＴＳ整備計画で設定した将来年次のＯＤデータ・ネットワークデータの作成

を行い、将来交通需要予測を行う。 

 

※本調査で実施 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．1 交通需要推計の実施フロー 

  

既存調査のデータ収集・整理 

交通需要推計用データの作成 

現況再現 

交通需要予測 

チェンナイ総合交通計画 

周辺環状道路詳細事業計画書 

交通量調査※ 

ITS 整備計画 
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3.2 既存調査のデータ収集・整理 

本検討で活用が可能である既存調査として、チェンナイ総合交通計画とチェンナイ周辺環状道

路の詳細事業計画書が挙げることができる。表 3．1 にその概要を示す。データの整備状況を

踏まえ、現況のＯＤ及びネットワークはチェンナイ総合交通計画を基本とし、将来需要推計で

はチェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書を参考にして検討を進めることとする。 

表 3．1 既存調査の整理 

 チェンナイ 
総合交通計画 

チェンナイ周辺環状道路の 
詳細事業計画書 

交通量調査 
２００８

年実施 

スクリーンライン：４３箇所 

インナーコードン：１５箇所 

ＣＢＤコードン：１１箇所 

アウターコードン：１５箇所 

２０１３

年実施 

１９箇所７日間、チェンナイ

周辺環状道路沿いのみ実施 

ＯＤ 
２９０ 

ゾーン 
図 3．2参照※１ 

２０ 

ゾーン 
図 3．2参照 

ネットワーク あり 周辺環状道路以内が対象 なし  

将来需要 

推計手法 
あり 四段階推定法 あり 交通需要弾性法 

将来需要 

推計用データ 
なし パラメータ値が不明 あり ５年毎車種別伸び率 

※入手したデータはチェンナイ総合交通計画ファイナルレポートに記載されているデータとは異なるものであっ

たが、入手したデータを基に検討を進めた。 

  

（出典：チェンナイ総合交通計画）       （出典：周辺環状道路の詳細事業計画書） 

図 3．2 既存調査のゾーン区分  
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3.3 交通調査の実施 

本調査で実施した交通量調査及び旅行速度調査の概要を以下に示す。 

 

3.3.1 交通量調査  

交通量調査の概要を表 3．2 に、交通量調査結果を図 3．3 に示す。１１地点において２４時

間調査を実施した。調査結果の詳細は別添資料に示す。 

表 3．2 交通量調査の概要 

地点 調査路線 調査日時 

１ 国道５号 ２０１６年３月３１日６時～翌６時 

２ 国道２０５号 ２０１６年３月３０日６時～翌６時 

３ 内環状道路 ２０１６年３月２９日６時～翌６時 

４ 国道４号 ２０１６年３月２９日６時～翌６時 

５ 国道４５号 ２０１６年３月２９日６時～翌６時 

６ 国道５号 ２０１６年４月６日６時～翌６時 

７ 外環状道路 ２０１６年４月５日６時～翌６時 

８ 国道２０５号 ２０１６年４月５日６時～翌６時 

９ 国道４号 ２０１６年３月３１日６時～翌６時 

１０ チェンナイ周辺環状道路 ２０１６年４月５日６時～翌６時 

１１ 国道４５号 ２０１６年３月３０日６時～翌６時 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．3 調査位置と調査結果  
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3.3.2 旅行速度調査 

旅行速度調査対象路線と路線ごとの調査結果を図 3．4 に示す。５路線の往路と復路について

朝ピーク時、オフピーク時、夕ピーク時の３回調査を実施した。詳細は別添資料に示す。 

表 3．3 旅行速度調査の概要 

地点 調査路線 調査日時 

１ 国道５号 ２０１６年４月６日 

２ 国道２０５号 ２０１６年３月１７日 

３ 内環状道路 ２０１６年３月２４日 

４ 国道４号 ２０１６年３月２２日 

５ 国道４５号 ２０１６年３月２３日 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．4 調査位置と調査結果  
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3.4 交通需要推計用データの作成  

3.4.1 ＯＤデータの作成 

図 3．5 に示すとおりチェンナイの中心市街地を１５５ゾーン、チェンナイ都市圏を１２０ゾ

ーン、外部ゾーンを１５ゾーンの合計２９０ゾーンに分割した。図 3．6、表 3．4 は各ゾー

ンの集約ゾーン区分を示す。 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．5 本調査のゾーン区分 
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    （出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．6 本調査の集約ゾーン区分（大ゾーン：左、中ゾーン：右） 

 

表 3．4 集約ゾーン対比表 

ゾーン 大ゾーン 中ゾーン  小ゾーン 

１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎｕｎｇａｍｂａｋｋａｍ 

２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋｉｌｐａｕｋ （Ｓｏｕｔｈ） 

３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋｉｌｐａｕｋ （Ｎｏｒｔｈ） 

４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｃｈｅｔｐｅｔ 

５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｅｇｍｏｒｅ，Ｐｕｄｕｐｅｔ 

６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｔｈｏｕｓａｎｄ Ｌｉｇｈｔｓ 

７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｎａｋｋｅｅｒａｒ Ｎａｇａｒ 

８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋｏ．Ｓｕ． Ｍａｎｉ Ｎａｇａｒ 

９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｐｅｒｉｙａｒ Ｎａｇａｒ 

（Ｎｏｒｔｈ），Ｐｅｒｉｙａｒ  

Ｎａｇａｒ （Ｓｏｕｔｈ） 

１０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｍｉｎｊｉｋａｒａｉ （Ｅａｓｔ） 

１１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｓｈｅｎｏｙ Ｎａｇａｒ 

１２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｐａｎｎｅｅｒｓｅｌｖａｍ  

Ｎａｇａｒ 

１３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｍａｒａｉｍａｌａｉ Ａｄｉｇａｌ  

Ｎａｇａｒ （Ｎｏｒｔｈ） 

１４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｍａｒａｉｍａｌａｉ Ａｄｉｇａｌ  

Ｎａｇａｒ （Ｓｏｕｔｈ） 

１５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  Ａｎｊｕｇａｍ Ａｍｍａｉｙａｒ  
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Ｎｏｒｔｈ Ｎａｇａｒ 

１６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｐｕｒａｓａｗａｌｋａｍ 

１７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋａｎｎａｐｐａｒ Ｎａｇａｒ 

１８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｇａｎｇａｄａｒａｅｓｗａｒａｒ  

Ｋｏｉｌ，ＤｒＡｍｂｅｄｋａｒ  

Ｎａｇａｒ 

１９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｄｉｋｅｓａｖａｐｕｒａｍ 

２０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｃｈｉｎｔａｄｒｉｐｅｔ 

２１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎｅｈｒｕ Ｎａｇａｒ 

２２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋｏｍａｌｅｅｓｗａｒａｎｐｅｔ， 

Ｂａｌａｓｕｂｒａｍａｎｉａｍ  

Ｎａｇａｒ 

２３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｚａｄ Ｎａｇａｒ（Ｎｏｒｔｈ），  

Ａｍｅｅｒ Ｍａｈａｌ 

２４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｚａｇｉｒｉ Ｎａｇａｒ 

２５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｓａｔｈｙａｍｕｒｔｈｉ Ｎａｇａｒ 

２６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋａｌａｉｖａｎａｒ Ｎａｇａｒ 

２７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｎａｖａｌａｒ  

Ｎｅｄｕｎｃｈｅｚｈｉａｎ Ｎａｇａｒ

（Ｅａｓｔ） 

２８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖａｄａｐａｌａｎｉ （Ｅａｓｔ） 

２９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｍｉｎｊｉｋａｒａｉ  

（Ｃｅｎｔｒａｌ） 

３０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｍｉｎｊｉｋａｒａｉ  

（ Ｗｅｓｔ） 

３１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｎｎａ Ｎａｇａｒ  

（Ｃｅｎｔｒａｌ） 

３２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｎｎａ Ｎａｇａｒ  

（Ｅａｓｔ） 

３３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｙａｎａｖａｒａｍ 

３４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖｉｄｕｔｈａｌａｉ Ｇｕｒｕ  

Ｓａｍｙ Ｎａｇａｒ 

３５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎａｇａｍｍａ Ａｍｍａｉｙａｒ  

Ｎａｇａｒ （Ｓｏｕｔｈ） 

３６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｔｈｉｒｕ Ｖｉ． Ｋａ．  

Ｎａｇａｒ 

３７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｎａｇａｍｍａ Ａｍｍａｉｙａｒ  

Ｎａｇａｒ （Ｎｏｒｔｈ） 

３８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｗａｄｉａ Ｎａｇａｒ 

３９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｄｒ．Ｓａｔｈｙａｖａｎｉｍｕｔｈｕ 

Ｎａｇａｒ 

４０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｐｕｌｉａｎｔｈｏｐｅ 

４１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｄｒ． Ｂｅａｓａｎｔ Ｎａｇａｒ 

４２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｏｓａｐｅｔ，Ｐｅｒｕｍａｌｐｅｔ 
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４３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｃｈｏｏｌａｉ，Ｐａｔｔａｌａｍ， 

Ａｒｉｖａｚｈａｎ Ｎａｇａｒ 

４４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｔｈａｔｔａｎｋｕｌａｍ 

４５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｅｌｅｐｈａｎｔ Ｇａｔｅ 

４６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｐａｒｋ Ｔｏｗｎ 

４７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｅｄａｐａｌａｙａｍ 

４８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎｅｈｒｕ Ｎａｇａｒ 

４９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎｅｈｒｕ Ｎａｇａｒ 

５０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｔｈｒｕｖａｔｅｅｓｗａｒａｎｐｅｔ，

ＤｒＮａｔｅｓａｎ Ｎａｇａｒ，   

Ｚａｍｂａｚａａｒ， 

５１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｕｍａｒｕ Ｐｕｌａｖａｒ Ｎａｇａ

ｒ，Ｂｈａｒａｔｈｉ Ｎａｇａｒ 

５２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｚａｄ Ｎａｇａｒ （Ｓｏｕｔｈ） 

５３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖｉｖｅｋａｎａｎｄａｐｕｒａｍ， 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｖａｒ Ｎａｇａｒ 

５４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｒｏｙａｐｅｔｔａｈ， 

Ｔｅｙｎａｍｐｅｔ 

５５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｌｗａｒｐｅｔ （Ｎｏｒｔｈ） 

５６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｔｈｅａｇａｒａｙａ Ｎａｇａｒ 

５７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖ． Ｏ． Ｃ． Ｎａｇａｒ 

５８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｒａｊａｊｉ Ｎａｇａｒ 

５９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋａｍａｒａｊ Ｎａｇａｒ  

（Ｓｏｕｔｈ） 

６０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋａｍａｒａｊ Ｎａｇａｒ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

６１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｍ．Ｇ．Ｒ． Ｎａｇａｒ 

６２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｓｈｏｋ Ｎａｇａｒ 

６３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖａｄａｐａｌａｎｉ （Ｗｅｓｔ） 

６４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｓａｌｉｇｒａｍａｍ 

６５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｍｉｎｊｉｋａｒａｉ  

（Ｃｅｎｔｒａｌ） 

６６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｍｉｎｊｉｋａｒａｉ  

（ Ｗｅｓｔ） 

６７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｎｎａ Ｎａｇａｒ （Ｗｅｓｔ） 

６８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ａｎｎａ Ｎａｇａｒ （Ｗｅｓｔ） 

６９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖｉｌｌｉｖａｋｋａｍ  

（ｓｏｕｔｈ） 

７０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖｉｌｌｉｖａｋｋａｍ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

７１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  Ｋｕｌａｔｈｕｒ 
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Ｎｏｒｔｈ 

７２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ａｇａｒａｍ （Ｎｏｒｔｈ） 

７３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ａｇａｒａｍ （Ｓｏｕｔｈ） 

７４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｓｅｍｂｉａｍ 

７５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｐｅｒａｍｂｕｒ （Ｓｏｕｔｈ） 

７６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｓｉｒｕｖａｌｌｕｒ 

７７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｐｅｒａｍｂｕｒ （Ｎｏｒｔｈ） 

７８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｅｌａｎｇｏ Ｎａｇａｒ 

７９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｐｅｒａｍｂｕｒ （Ｅａｓｔ） 

８０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｖｙａｓａｒｐａｄｉ （Ｎｏｒｔｈ） 

８１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｖｙａｓａｒｐａｄｉ （Ｓｏｕｔｈ） 

８２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｕｍａｒａｓａｍｙ Ｎａｇａｒ  

（Ｓｏｕｔｈ） 

８３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｕｍａｒａｓａｍｙ Ｎａｇａｒ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

８４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｏｒｕｋｋｕｐｅｔ 

８５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｄｒ． Ｒａｄｈａｋｒｉｓｈｎａｎ  

Ｎａｇａｒ （Ｓｏｕｔｈ） 

８６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｓａｎｊｅｅｖｉｒｏｙａｎｐｅｔ 

８７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｍｏｔｔａｉ Ｔｈｏｔｔａｍ，    

Ｄｒ． Ｖｉｊａｙａｒａｈａｖａｌｕ  

Ｎａｇａｒ 

８８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｎａｒａｙａｎａｐｐａ Ｎａｉｃｋｅｎ 

Ｇａｒｄｅｎ， 

ＤｒＲａｄｈａｋｒｉｓｈｎａｎ  

Ｎａｇａｒ （Ｎｏｒｔｈ） 

８９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｇｒａｃｅ Ｇａｒｄｅｎ 

９０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｓｉｎｇａｒａ Ｇａｒｄｅｎ 

９１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｍａ．Ｐｏ．Ｓｉ． Ｎａｇａｒ， 

Ｒｏｙａｐｕｒａｍ 

９２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｂａｓｉｎ Ｂｒｉｄｇｅ 

９３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｍｅｅｎａｋｓｈｉａｍｍａｎｐｅｔ 

９４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋｏｎｄｉｔｈｏｐｅ 

９５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｐｅｄｄｕ Ｎａｉｃｋｅｎｐｅｔ 

９６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｓｅｖｅｎ Ｗｅｌｌｓ  

（ｓｏｕｔｈ） 

９７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｐｅｒｕｍａｌ Ｋｏｉｌ Ｇａｒｄｅｎ 

９８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｓｅｖｅｎ Ｗｅｌｌｓ  

（Ｎｏｒｔｈ），Ａｍｍａｎ  
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Ｋｏｉｌ，Ｓｏｗｃａｒｐｅｔ 

９９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｍｕｔｈｉａｌｐｅｔ 

１００ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖａｌｌａｌ Ｓｅｅｔｈａｋａｔｈｉ 

Ｎａｇａｒ 

１０１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋａｔｃｈａｌｅｅｓｗａｒａｒ  

Ｎａｇａｒ 

１０２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎｅｈｒｕ Ｎａｇａｒ 

１０３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｎｅｈｒｕ Ｎａｇａｒ 

１０４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｃｈｅｐａｕｋ 

１０５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｉｋｅｎｉ， 

Ｍａｒｉｎａ 

１０６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｋｒｉｓｈｎａｍｐｅｔ， 

Ｂｈａｒａｔｈｉｄａｓａｎ  

Ｎａｇａｒ 

１０７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｍａｄｈａ Ｐｅｒｕｍａｌ Ｐｕｒａ

ｍ，Ｋａｒａｎｅｅｓｗａｒａｐｕｒａｍ 

１０８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｓａｎｔｈｏｍｅ，Ｍｙｌａｐｏｒｅ 

１０９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｖｖａｉ Ｎａｇａｒ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

１１０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｒａｊａ Ａｎｎａｍａｌａｉ  

Ｐｕｒａｍ 

１１１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｂｈｅｅｍａｎｎａｐｅｔ 

１１２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｖｖａｉ Ｎａｇａｒ  

（Ｓｏｕｔｈ） 

１１３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｄａｙａｒ （Ｗｅｓｔ） 

１１４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｌｗａｒｐｅｔ （Ｓｏｕｔｈ） 

１１５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｇ．Ｄ． Ｎａｉｄｕ Ｎａｇａｒ  

（Ｅａｓｔ） 

１１６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｇ．Ｄ． Ｎａｉｄｕ Ｎａｇａｒ  

（Ｗｅｓｔ） 

１１７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｇ．Ｄ． Ｎａｉｄｕ Ｎａｇａｒ  

（Ｗｅｓｔ） 

１１８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋａｌａｉｇｎａｒ  

Ｋａｒｕｎａｎｉｔｈｉ Ｎａｇａｒ 

１１９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

ｓａｉｄａｐｅｔ （Ｅａｓｔ） 

１２０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｇｕｉｎｄｙ （ｗｅｓｔ） 

１２１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

ｓａｉｄａｐｅｔ （Ｗｅｓｔ） 

１２２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋｕｍａｒａｎ Ｎａｇａｒ  

（ｓｏｕｔｈ） 

１２３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋｕｍａｒａｎ Ｎａｇａｒ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

１２４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｎａｖａｌａｒ  

Ｎｅｄｕｎｃｈｅｚｈｉａｎ  

Ｎａｇａｒ（Ｗｅｓｔ） 

１２５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋｏｄａｍｂａｋｋａｍ  

（ｓｏｕｔｈ） 

１２６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  Ｖｉｒｕｇａｍｂａｋｋａｍ  
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Ｓｏｕｔｈ （Ｓｏｕｔｈ） 

１２７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋｏｄａｍｂａｋｋａｍ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

１２８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｋｏｄａｍｂａｋｋａｍ（Ｎｏｒｔｈ） 

１２９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖｉｒｕｇａｍｂａｋｋａｍ     

（Ｓｏｕｔｈ） 

１３０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｓａｌｉｇｒａｍａｍ 

１３１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖｉｒｕｇａｍｂａｋｋａｍ       

（Ｎｏｒｔｈ） 

１３２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖｉｒｕｇａｍｂａｋｋａｍ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

１３３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖｉｌｌｉｖａｋｋａｍ  

（ｓｏｕｔｈ） 

１３４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｃｅｎｔｒａｌ 

Ｖｉｌｌｉｖａｋｋａｍ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

１３５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｕｌａｔｈｕｒ 

１３６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｏｄｕｎｇａｉｙｕｒ  

（ Ｗｅｓｔ ） 

１３７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｏｄｕｎｇａｉｙｕｒ  

（ Ｗｅｓｔ ） 

１３８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｊｅｅｖａ Ｎａｇａｒ  

（Ｓｏｕｔｈ） 

１３９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｊｅｅｖａ Ｎａｇａｒ  

（Ｓｏｕｔｈ） 

１４０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｋｏｄｕｎｇａｉｙｕｒ  

（ Ｅａｓｔ ） 

１４１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｃｈｅｒｉａｎ Ｎａｇａｒ  

（Ｎｏｒｔｈ） 

１４２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｃｈｅｒｉａｎ Ｎａｇａｒ  

（Ｓｏｕｔｈ） 

１４３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｏｌｄ Ｗａｓｈｅｒｍａｎｐｅｔ 

１４４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｔｏｎｄｉａｒｐｅｔ 

１４５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｎｏｒｔｈ 

Ｊｅｅｖａ Ｎａｇａｒ（Ｎｏｒｔｈ） 

１４６ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ａｄａｙａｒ （Ｅａｓｔ） 

１４７ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｔｈｉｒｕｖａｎｍｉｙｕｒ  

（ Ｅａｓｔ） 

１４８ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｔｈｉｒｕｖａｎｍｉｙｕｒ  

（ Ｅａｓｔ） 

１４９ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｔｈｉｒｕｖａｎｍｉｙｕｒ  

（ｗｅｓｔ） 

１５０ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｇｕｉｎｄｙ （Ｅａｓｔ） 

１５１ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｔｈｉｒｕｖａｎｍｉｙｕｒ 

（ｗｅｓｔ） 

１５２ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖｅｌａｃｈｅｒｙ 

１５３ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖｅｌａｃｈｅｒｙ 

１５４ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  

Ｓｏｕｔｈ 

Ｖｅｌａｃｈｅｒｙ 

１５５ Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ  Ｇｕｉｎｄｙ （Ｅａｓｔ） 
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Ｓｏｕｔｈ 

１５６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｎｅｒｋｕｎｄｒａｍ，Ｍａｄｕｒａｖｏ

ｙａｌ 

１５７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｖａｌａｓａｒａｖａｋａｍ 

１５８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｖａｌａｓａｒａｖａｋａｍ， 

Ｒａｍａｐｕｒａｍ 

１５９ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｒａｍａｐｕｒａｍ 

１６０ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｎａｍｄａｍｂａｋｋａｍ 

１６１ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｍａｎａｐａｋｋａｍ，Ｍｕｇａｌｉｖａ

ｋｋａｍ 

１６２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｋａｒａｍｂａｋｋａｍ，Ｐｏｒｕｒ， 

Ｍａｄａｎａｎｄａｐｕｒａｍ，  

Ｋｕｌａｐａｋｋａｍ 

１６３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｍａｄｕｒａｖｏｙａｌ 

１６４ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｍａｄｕｒａｖｏｙａｌ， 

Ｓｉｖａｂｕｄａｍ，ｖａｎａｇａｒａｍ 

１６５ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｎｏｌａｍｂｕｒ 

１６６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｎｏｌａｍｂｕｒ 

１６７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｋａｋａｐａｌｌａｍ，Ｍａｎｎｕｒ， 

Ａｔｈｉｐａｔｔｕ， 

Ｍｏｇａｐｐａｉｒ 

１６８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｐａｄｉ 

１６９ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｋｏｒａｔｔｕｒ 

１７０ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｐａｔｔｒａｖａｋｋａｍ，  

Ｍｅｎａｍｂｅｕ 

１７１ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ａｙａｎａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｐｅｒｕｍａｌａｇａｒａｍ ， 

Ａｄａｙａｌａｍｐａｔｔｕ ， 

Ｋｏｌａｄｉ 

１７２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ ｖａｎａｇａｒａｍ，  

Ｃｈｅｔｔｉｙａｒａｇａｒａｍ，  

Ｔｈａｎｄａｌａｍ， Ｎｕｍｂａｌ 

１７３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｋｕｌａｔｈｕｖａｎｃｈｅｒｉ，  

Ｔｈｅｌｌｉｙａｒａｎｇａｒａｍ，  

Ａｙｙａｐｐａｎｔｈａｎｇａｌ 

１７４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈａｒａｐａｋｋａｍ， Ｍｏｕｌｉ 

ｐｅｎｔａｎｋａｔｔａｌａｉ，  

Ｔｈａｎｄａｌａｍ， Ｋｏｖｕｒ，  

Ｇｅｒｕｇａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｐｅｒｉｐａｎｉｃｈｅｒｉ，  

１７５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｍｉｎａｍｂａｋｋａｍ 

１７６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ ＳｔＴｈｏｍａｓ Ｍｏｕｎｔ 

１７７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｇｕｉｎｄｙ 

１７８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔａｍｂａｒａｍ Ａｄａｙａｒ ｗａｒｄ － Ｆ 

１７９ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐａｌａｖａｎｔｈａｎｇａｌ，Ｎａｎｇ

ａｎａｌｌｕｒ 

１８０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｃｏｗｌ Ｂａｚａａｒ，  

Ｍｉｎａｍｂａｋｋａｍ ｃｕｍ 

１８１ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐｏｌｉｃｈａｌｕｒ 

１８２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｃｈｉｎｎａｐａｎｉｃｈｅｒｉ，  

Ｐａｒａｎｉｐｕｔｈｕｒ，Ｓｅｎｎ 

Ｓｉｒｉｎｉｖａｓａｐｕｒａｍ，  

Ｋａｔｔｕｒｐａｋｋａｍ，  

Ｇｏｐａｒａｓａｎａｌｌｕｒ，  

１８３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｓｕｎｄｒａｓｈｏｌａｖａｒａｍ 
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１８４ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ａｙａｐａｋｋａｍ，  

Ｔｈｉｒｕｍｕｌｌａｉｖｏｙａｌ 

１８５ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｏｒａｇａｄａｍ 

１８６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｐｕｔｔａｇａｒａｍ 

１８７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｓｕｒａｐｐａｔｔｕ ， 

Ｋａｔｈｉｒｖｅｄｕ 

１８８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｖｉｌｌａｋｋｕｐａｔｔｕ 

１８９ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｍａｎｊａｍｂａｋｋａｍ 

１９０ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｃｈｉｎｎａ ｓｅｋｋａｄｕ，  

Ａｍｕｌａｖｏｙａｌ，  

Ｖａｉｋｋａｄｕ，  

Ｅｌａｎｔｈａｎｃｈｅｒｉ ， 

Ｓａｄａｙａｎｋｕｐｐａｍ，  

Ａｒｉｙａｌｕｒ， Ｋａｄａ 

１９１ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｓａｔｈａｎｇａｄｕ 

１９２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｔｉｒｕｖｏｔｔｉｙｕｒ 

１９３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｔｉｒｕｖｏｔｔｉｙｕｒ ｂｉｔ 

１９４ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｅｒｎａｖｕｒ． 

１９５ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｍａｔｈｕｒ 

１９６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｍａｔｈｕｒ，Ｌａｙｏｎ， 

Ｖａｄａｐｕｒａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｖａｄａｋａｒａｉ，  

Ｌａｙｏｎｇｒａｎｔ，  

Ｎａｒａｖａｒｉｋｕｐｐａｍ，  

Ａｌｉｎｊｉｖａｋｋａｍ 

１９７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｐｕｚｈａｌ Ｒｅｄｈｉｌｌｓ， Ｔｕ

ｎｄａｌｋａｌａｎｉ 

１９８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｋｏｖｉｌｐａｄａｇａｉ 

１９９ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｐａｌａｒｉｐａｔｔｕ， 

Ｓｅｋｋａｄｕ，  

Ｐａｒｕｔｈｉｐａｔｔｕ，   

Ｖｉｌｉｎｊｉａｍｂａｋｋａｍ 

２００ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｕｋｋａｎａｍｐａｔｔｕ ，  

Ｐｉｄａｒｉｔｈａｎｇａｌ，  

Ｐａｒｉｖａｋｋａｍ，Ｖｅｅｒａｒ  

Ｋｏｌａｐｐａｎｃｈｅｒｉ，  

Ｐａｎａｖａｄｕｔｈｏｔｔａｍ，  

２０１ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｒｉｙａｍａｒｕｎｄａｎａｌｌｕｒ，  

Ａｇｒａｈａｒａｍ 

２０２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｋｕｌａｍａｎｉｖａｋｋａｍ ，   

Ｍａｎｇａｄｕ 

２０３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｍａｎｇａｄｕ 

２０４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｋｕｎｒａｔｈｕｒ，  

Ｖｅｎｇａｔａｐｕｒａｍ，  

Ｍａｎａｎｃｈｅｒｉ，  

Ｔｈｉｒｕｎａｇｅｓｗａｒａｍ，  

Ｍｕｎｎａｎｋａｔｔａｌａｉ，  

Ｋｏｌｌａｉｃｈｅｒｉ 

２０５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ａｎａｋａｐｕｔｕｒ，  

Ｐｏｌｉｃｈａｌｕｒ 

２０６ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐａｍｍａｌ 

２０７ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐａｍｍａｌ 

２０８ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐａｍｍａｌ 

２０９ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐａｌｌａｖａｒａｍ 

２１０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐａｌｌａｖａｒａｍ， Ｉｓｓａ  

Ｐｌｌａｖａｒａｍ 
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２１１ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｔｈａｌａｋｋａｎａｃｈｅｒｉ 

２１２ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｍｕｖａｒａｓａｍｐａｔｔｕ，  

Ｍａｄｉｐａｋｋａｍ，  

Ｐｅｒｕｎｄａｖａｋｋａｍ 

２１３ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐａｌｌｉｋａｒａｎａｉ 

２１４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐｅｒｕｎｇｕｄｉ 

２１５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｋｏｔｔｉｖａｋｋａｍ 

２１６ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐｌａｖａｋｋａｍ， Ｓｉｖａｒａｍ 

２１７ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐｅｒｕｎｇｕｄｉ， 

Ｐｌａｖａｋｋａｍ，  

Ｎｅｅｌａｎｇａｒａｉ 

２１８ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｎｅｅｌａｎｇａｒａｉ 

２１９ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｏｋｋｉａｍ ｔｈｕｒａｉ ｐａｋｋａ

ｍ 

２２０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐａｌｌｉｋａｒａｎａｉ 

２２１ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｍｅｄａｖａｋｋａｍ， 

Ｊａｌａｄａｍｐｅｔｔａｉ 

２２２ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｎａｎｍａｎｇａｌａｍ ， 

Ｋｕｌａｔｈｕｒ，  

Ｋｏｖｉｌａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｋｅｅｌａｋａｔｔａａｌａｉ 

２２３ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｅｍｂａｋｋａｍ 

２２４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｅｍｂａｋｋａｍ 

２２５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｎｅｍｉｌｉｃｈｅｒｉ 

２２６ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｔｈａｍｂａｒａｍ 

２２７ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈａｍｂａｒａｍ 

２２８ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈｉｒｕｎｅｅｒｍａｌａｉ 

２２９ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈａｍｂａｒａｍ 

２３０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｒｈｉｒｕｍｕｄｉｖａｋｋａｍ，  

Ｐａｌａｎｔｈｅｎｄａｌａｍ 

２３１ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｍｅｐｐｕｒ，Ｍｅｌａｇａｒａｍ， 

Ｍａｌａｙａｍｂａｋｋａｍ，  

ＮａｚａｒａｔｈＰｅｔｔａｉ， 

Ｖａｒａｄｈａｒａｊａｐｕｒａｍ 

２３２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｋａｔｔｉｒａｍｂａｋｋａｍ， 

Ｃｈｅｔｔｉｐａｔｔｕ，  

Ｐａｌａｎｊｕｒ，  

Ｋｕｔｔａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｃｈｅｍｂａｒａｍｂａｋｋａｍ， 

Ｍａｄａｖｉｌａｇａｍ，Ｎｅ 

２３３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈａｎｄａｒｉ 

２３４ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｐｏｔｔｕｒ， Ｖｅｌｌａｎｕｒ，  

Ｐａｍｍａｄｕｋｕｌａｍ，Ａｌａｍａｄ

ｉ 

２３５ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｎａｒａｖａｒｉｋｕｐｐａｍ 

２３６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｐｏｎｎｅｒｉ Ｖｉｃｈｏｏｒ，Ｃｈｉｎｎ 

Ｅｄａｙａｎｃｈａｖａｄｉ， 

Ｖｅｌｌｉｖｏｙａｌ，  

Ｔｈｉｒｕｎｉｌａｉ， 

Ｋｏｄｉｐａｌｌａｍ，  

Ｐｅｒｉａｍｕｌｌａｖｏｙａｌ，  

２３７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｅｎｎｏｒ 

２３８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｐｏｎｎｅｒｉ Ｖａｌｌｕｒ，Ａｔｈｉｐａｔｔｕ ， 

Ｎａｎｄｉｙａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｋｏｌｌａｔｉ，Ａｒｉｙａｎｖｏｙａｌ 
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２３９ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｐｏｎｎｅｒｉ Ｍｉｎｊｕｒ 

２４０ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｐｏｎｎｅｒｉ Ｓｏｔｈｕｐａｋｋａｍ，  

Ｐｅｒｕｎｇａｖｕｒ， Ｐｕｄｕｒ， 

Ｋｕｍｍａｎｕｒ，Ｋａｎｄｉｇａｉ，  

Ｍａｒａｍｂｅｄｕ， Ａｎｋａｄｕ， 

Ａｒｕｍａｎｄａｉ， 

２４１ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ｐｄｉｙａｎａｌｌｕｒ ， 

Ｔｈｉｒｕｔｈａｋｉｒｉｙａｍｐａｔｔ

ｕ 

２４２ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｐｏｎｎｅｒｉ Ｖｉｊａｙａｎａｌｌｕｒ，  

Ｐａｎｎｉｖａｋｋａｍ，  

Ｎａｌｌｕｒ， Ｓｉｒｕｎｉｙａｍ， 

Ｓｅｍｂｉｌｉｖａｒａｍ，  
Ｐａｌａｙａｅｒｍａｉｖｅｔｔｉｐａｌａｙａ 

２４３ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ａｔｔａｎｔｈａｎｇａｌ 

２４４ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｍｂａｔｔｕｒ Ａｌａｔｈｕｒ，Ｖｅｌａｃｈｅｒｉ， 

Ｐｕｌｉｋｕｔｔｉ，Ｋａｄａｖｕｒ，  

Ｔｅｎａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｋｅｅｌａｋｏｎｄａｉｙｕｒ，  

Ｋａｒｌａｐａｋｋａｍ， 

２４５ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｎａｄｕｋｕｔｔａｇａｉ， 

Ｐａｋｋａｍ，Ｐａｌａｖｅｄｕ，  

Ｍｉｔｔａｎａｍａｌｌｉ，  

Ｍｕｋｔｈａｐｕｄｕｐａｔｔｕ 

２４６ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ａｇｒａｈａｒａｍ， 

Ａｎｎａｍｂｅｄｕ，  

Ｋａｒｕｎａｋａｒａｃｈｅｒｉ，  

Ｎｅｍｉｌｉｃｈｅｒｉ，  

Ｔｈｉｒｕｎｉｎｒａｖｕｒ 

２４７ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｎｉｎｒａｖｕｒ 

２４８ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｎｉｎｒａｖｕｒ 

２４９ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｍａｚｈｉｓａｉ 

２５０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐｏｏｎｔｈａｎｄａｌａｍ，  

Ｎａｎｄａｍｂａｋｋａｍ，  

Ｄａｒａｖｕｒ， Ｋａｖａｎｕｒ，  

Ｓｉｒｕｋｕｌａｔｈｕｒ 

２５１ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｍｕｄｉｃｈｕｒ， 

Ｖａｒａｄｈａｒａｊａｐｕｒａｍ，  

Ｎａｄｕｖｅｅｒａｐａｔｔｕ，   

Ｅｒｕｍａｉｙｕｒ 

２５２ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐｅｒｕｎｇａｌａｔｈｕｒ 

２５３ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｐｅｒｕｎｇａｌａｔｈｕｒ 

２５４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈａｍｂａｒａｍ 

２５５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈａｍｂａｒａｍ 

２５６ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｔｈａｍｂａｒａｍ 

２５７ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐｅｅｒｋａｎｋａｒａｎａｉ， 

Ｐｅｒｕｎｇａｌａｔｈｕｒ 

２５８ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｃｈｅｎｇａｌｐａｔｔ

ｕ 

Ｖａｎｄａｌｕｒ， 

Ｍａｎｎｉｖａｋｋａｍ， 

Ｋｅｌａｍｂａｋｋａｍ 

２５９ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｃｈｅｎｇａｌｐａｔｔ

ｕ 

Ｖａｎｄａｌｕｒ 

２６０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｃｈｅｎｇａｌｐａｔｔ

ｕ 

Ｐｕｔｈｕｒ，Ｎｅｄｕｋｕｎｄｒａｍ，  

Ｋｕｌａｐａｋｋａｍ 

２６１ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｉｒｕｍｂｕｌｉｙｕｒ， 

Ｍｅｐｐｅｄｕ， 

Ｔｈｉｒｕｖａｎｊｅｒｉ 
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２６２ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｈａｓｔｈｉｎａｐｕｒａｍ， 

Ｃｈｉｔｌａｐａｋｋａｍ 

２６３ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｅｍｂａｋｋａｍ， 

Ｇｏｗｒｉｖａｋｋａｍ， 

Ｒａｊａｋｉｌｐａｋｋａｍ 

２６４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｍａｄａｍｂａｋｋａｍ 

２６５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｍａｄａｍｂａｋｋａｍ， 

Ｋａｓｐａｐｕｒａｍ， 

Ｖｅｎｇａｍｂａｋｋａｍ， 

Ａｇａｒａｍｔｅｎ 

２６６ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｖｅｎｇａｖａｓａｌ 

２６７ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｍａｄａｍｂａｋｋａｍ 

２６８ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ ＳｉｔｈａｌａＰａｋｋａｍ， 

Ａｒａｓａｎｋａｌａｎｉ， 

ＫｏｖｉｌａｎＣｈｅｒｉ， 

Ｍａｄｕｒａｐａｋｋａｍ， 

Ｏｔｉｙａｍｂａｋｋａｍ， 

Ｍｕｌａｃｈｅｒｉ 

２６９ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｐｅｒｕｍｂａｋｋａｍ 

２７０ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｈｏｌｉｎｇａｎａｌｌｕｒ， 

Ｕｔｈａｎｄｉ，Ｓｅｍｍａｎｃｈｅｒｉ 

２７１ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ ｋａｒａｐａｋｋａｍ ， 

Ｏｋｋｉａｍ ｔｈｕｒａｉ ｐａｋｋａ

ｍ 

２７２ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｈｏｌｉｎｇａｎａｌｌｕｒ 

２７３ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｏｋｋｉａｍ ｔｈｕｒａｉ  

ｐａｋｋａｍ，Ｉｎｊａｍｂａｋｋａｍ 

２７４ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｈｏｌｉｎｇａｎａｌｌｕｒ 

２７５ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ  Ｔａｍｂａｒａｍ Ｓｈｏｌｉｎｇａｎａｌｌｕｒ， 

Ｕｔｈａｎｄｉ 

２７６

－２９

０ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｚｏｎｅ 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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ＯＤは表 3．5 に示す２輪車、乗用車、オートリキシャ、バス、ＬＣＶ、トラック、ＭＡＶの

７車種区分とした。残差平方和最小化モデルを用いて交通量調査結果と整合した現況ＯＤを作

成した。乗用車換算係数（ＰＣＵ）は表 3．6 に、１台当たり乗車人数は表 3．7 に示すとお

りである。 

表 3．5 車種区分 

交通量調査 需要予測 

１ Ｔｗｏ Ｗｈｅｅｌｅｒ １ ２輪車 

２ Ｃａｒ／Ｊｅｅｐ ２ 乗用車 

３ 
Ｔｒｉｐ ｖａｎ／Ｍａｘｉ Ｃａｂ／ 

Ｓｈａｒｅ Ａｕｔｏ ３ オートリキシャ 

４ Ａｕｔｏ Ｒｉｃｋｓｈａｗ 

５ Ｂｕｓ 
４ バス 

６ Ｍｉｎｉ Ｂｕｓ 

７ ＬＣＶ 
５ ＬＣＶ 

８ Ｇｏｏｄｓ Ａｕｔｏ 

９ ２ ａｘｌｅ 
６ トラック 

１０ ３ ａｘｌｅ 

１１ ＭＡＶ ７ ＭＡＶ 

     （出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

表 3．6 既存調査の乗用車換算係数 

車種 ＰＣＵ 車種 ＰＣＵ 

乗用車／ オートリキシャ／

タクシー 

１．０ 
トラック 

３．０ 

ＬＣＶ １．５ ＭＡＶ ４．５ 

バス ３．０ ２輪車 ０．５ 

（出典：Ｍａｎｕａｌ ｏｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ 

Ｈｉｇｈｗａｙ Ｐｒｏｊｅｃｔｓ ｉｎ Ｉｎｄｉａ ２００９） 

 

表 3．7 既存調査の１台当たり乗車人数 

車種 乗車人数 

２輪車 １．５ 

乗用車 ２．６ 

 オートリキシャ／タクシー ２．３ 

バス ６５ 

（出典：チェンナイ総合交通計画） 
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表 3．8 に現況ＯＤ（２０１６年）のモード別トリップ数（貨物車以外）を示す。表 3．9 に

２００８年（チェンナイ総合交通計画の結果）と２０１６年（作成した現況ＯＤ）の分担率の

比較表を示す。２０１６年のリキシャの値をみると、２００８年よりも３．６％低い。これは、

本調査で実施した交通量調査におけるリキシャの割合が低く、その結果が反映されているため

である。交通量調査は、内環状道路の外側で行った。そのため、リキシャの割合が低くなった

と考えられる。表 3．10に貨物車の現況ＯＤ（２０１６年）のモード別台数を示す。 

表 3．8 現況ＯＤ（２０１６年）のモード別トリップ数（貨物車以外） 

 
二輪車 乗用車 リキシャ バス 電車※ Σ 

現況ＯＤ 

（トリッ

プ） 

７，２６

１，２５７ 

２，３１

１，１１４ 

８１９，２

１６ 

９，８７

０，２５０ 

２，７６

７，７１４ 

２３，０２

９，５５１ 

※電車は２００８年時点（チェンナイ総合交通計画）のバス利用に対する電車利用の割合に２０１６年のバス利

用を乗じて算出した。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

表 3．9 ２００８年と２０１６年の分担率の比較 

交通機関 
２００８年 

（チェンナイ総合交通計画） 

２０１６年 

（現況ＯＤ） 

公共交通 ４１％ ４１．６％ 

タクシー、リキシャなど １１％ ３．６％ 

自家用車 ４８％ ５４．９％ 

※上記は非動力輸送を除く 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

表 3．10 現況ＯＤ（２０１６年）のモード別台数（貨物車） 

 
ＬＣＶ Ｔｒｕｃｋ ＭＡＶ 

現況ＯＤ 

（台／日） 
１６０，２７４ ６２，０３９ １５，５３１ 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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表 3．11 に現況ＯＤ（２０１６年）の発生集中交通量を示す。Ｃｈｅｎｎａｉの内々が多くの

割合を占めていることがわかる。図 3．7 に現況ＯＤの地域間ＯＤ量を示す。地域間ではＣｈ

ｅｎｎａｉとＴｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ間のＯＤ量が多くなっている。 

表 3．11 現況ＯＤ（２０１６年）の発生集中交通量（大ゾーン） 

発生地域 集中地域 
発生集中交通量 

（台／日） 

Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ ４，４９２，２２５ 

Ｃｈｅｎｎａｉ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ １９５，３９４ 

Ｃｈｅｎｎａｉ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ ６２６，３５０ 

Ｃｈｅｎｎａｉ 
Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
１９３，９００ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｃｈｅｎｎａｉ １２５，１０１ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ ６９，４９０ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ ３０，２７１ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ 
Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
３７，９５４ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｃｈｅｎｎａｉ ２４４，４０２ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ ２６，３８２ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ １７９，１３９ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ 
Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
１２４，５０９ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ   

Ｚｏｎｅ 
Ｃｈｅｎｎａｉ ６０，３０７ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ   

Ｚｏｎｅ 
Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ １３，０８４ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ   

Ｚｏｎｅ 
Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ ４１，０４０ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ   

Ｚｏｎｅ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
１６，０５５ 

Σ ６，４７５，６０３ 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．7 現況ＯＤの地域間ＯＤ量 

 

3.4.2 ネットワークデータの作成 

図 3．8 に本調査のネットワークデータを示す。チェンナイ総合交通計画の検討において用い

られていた時間交通容量と自由流速度を基に道路ネットワーク条件を設定した。日交通容量は

下式を用いて算出した。ピーク率は、本調査の交通量調査結果の平均値である８．７％を適用

した。 

Ｑｃ ＝ ｑｃ ／ Ｐ ×１００ 

ここで、Ｑｃ ：日交通容量（ＰＣＵ／日）、ｑｃ ：時間交通容量（ＰＣＵ／時）、Ｐ：ピー

ク率（％） 

Chennai

Kanchipuram

Thiruvallur

870,752

320,495

56,653

単位：台/日
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．8 本調査のネットワークデータ 

 

表 3．12 道路ネットワーク条件 

Ｉｄ 車線 
中央 

分離帯 
方向規制 速度 交通容量 

１ １ なし 双方向 ２２ ｋｍ／ｈ ２０，７００ ＰＣＵ／日 

２ １．５ なし 双方向 ２７ ｋｍ／ｈ ３２，２００ ＰＣＵ／日 

３ ２ なし 一方通行 ３６ ｋｍ／ｈ ６９，０００ ＰＣＵ／日 

４ ２ なし 双方向 ３５ ｋｍ／ｈ ４３，７００ ＰＣＵ／日 

５ ３ なし 双方向 ３８ ｋｍ／ｈ ６４，４００ ＰＣＵ／日 

６ ３ あり 双方向 ３１ ｋｍ／ｈ ７８，２００ ＰＣＵ／日 

７ ４ なし 一方通行 ４５ ｋｍ／ｈ １３７，９００ ＰＣＵ／日 

８ ４ なし 双方向 ４０ ｋｍ／ｈ ８７，４００ ＰＣＵ／日 

９ ４ あり 双方向 ４３ ｋｍ／ｈ １０３，４００ ＰＣＵ／日 

１０ ６ あり 双方向 ５０ ｋｍ／ｈ １５４，０００ ＰＣＵ／日 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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3.4.3 ＱＶ条件の設定 

図 3．9に示すとおり設定した。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．9 ＱＶ条件 

 

3.4.4 料金所と通行料金の設定 

図 3．10 に示すとおり対象エリア内の主要路線に９箇所設置されている。通行料金は、表 3．

13のとおり設定した。 

Vmax 

0.1V 

0.3Q Qmax 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．10 料金所位置と通行料金： 

 

表 3．13 通行料金 

 
Ｆｅｅ（ルピー） 

１ ２輪車 ― 

２ 乗用車 ４５  

３ オートリキシャ ４５  

４ バス １５７  

５ ＬＣＶ ７８  

６ トラック １５７  

７ ＭＡＶ ２５２  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

 

 

 

Toll Plaza 
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3.5 現在の交通状況 

3.5.1 交通量配分  

交通量配分手法は、多段階交通量配分を採用した。図 3．11 に示すとおり多段階交通量配分に

より、分割したＯＤ交通量を一般化費用（時間、距離などから構成されるインピーダンス）が

最小となるルートに逐次配分するものである。分割回数は、２０％毎の５回配分とし、上記に

示した道路ネットワーク、ＱＶ 条件、ＯＤを用いた。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．11 交通量配分フロー 

 

 

 

 

 

 

道路ネットワーク QV 条件 

OD（5 分割） 

リンクコストの計算 

最短経路探索 

交通量配分 

判定 

交通量配分結果の出力 

YES(n=5) 

NO(n<5) 
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3.5.2 現況再現 

実測結果と推計結果を比較して現況再現性の確認を行った。現況再現の結果を図 3．12 に示す。

相関係数は０．９５０ となり、現況再現性が確保されていると判断した。上記のパラメータ

ー条件にもとづき、将来交通量推計を実施する。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．12 交通量調査結果と交通量配分結果の比較 

 

3.5.3 現在の交通状況 

現在の交通状況は、チェンナイ市内に交通が集中しており、これに伴い市内において交通混雑

が発生している。特に主要幹線道路（国道５号、国道２０５号、国道４号、国道４５号、内環

状道路、チェンナイバイパス）において交通量が多くなっている。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．13 交通量配分結果 

 

 

 

 

 

 

国道 45号 

国道 4号 

国道 205号 

国道 5号 

外環状 

Chennai Bypass 

IRR 

NH45 

NH4 

NH5 

NH205 

交通量 
 (PCU/日) 
200,000- 
100,000-200,000 
50,000-100,000 
10,000-50,000 
0-10,000 



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査       最終報告書 

125 

3.6 将来交通需要予測 

3.6.1 将来推計年次の設定 

短期（５年後の２０２１年）、中期（１０年後の２０２６年）、長期（２０年後の２０３６年）

を対象として、将来交通需要予測を行った。 

 

3.6.2 将来ＯＤデータの作成 

チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書において、経済指標（タミル・ナド州の国民所得や

人口伸び率）を用いた交通需要（２輪車，オートリキシャ，乗用車，バス，ＬＣＶ，トラック， 

ＭＡＶ）の予測を実施している。最も起こり得るシナリオの交通需要の５年間の伸び率は表 3．

14 に示すとおりであり、これを用いて将来ＯＤデータを作成した。現況（２０１６年）に対す

る将来推計年次の交通需要の伸び率は表 3．15に示すとおりである。 

 

表 3．14 既往検討による将来交通需要の伸び率 

対象年 ２輪車 
オート  

リキシャ 
乗用車 バス ＬＣＶ トラック ＭＡＶ 

２０１３－

２０１８ 

９．３７％ ５．３４％ ９．１４％ ５．５５％ １３．１０％ ７．３３％ ６．２２％ 

２０１８－

２０２３ 

８．４３％ ５．００％ ８．２２％ ５．００％ １１．７９％ ６．５９％ ５．６０％ 

２０２３－

２０２８ 

７．５９％ ５．００％ ７．４０％ ５．００％ １０．６１％ ５．９３％ ５．０４％ 

２０２８－

２０３３ 

６．８３％ ３．８９％ ６．６６％ ４．０５％ ９．５５％ ５．３４％ ４．５３％ 

２０３３－

２０３８ 

６．１５％ ３．５０％ ５．９９％ ３．６４％ ８．５９％ ４．８１％ ４．０８％ 

２０３８－

２０４３ 

５．５３％ ３．１５％ ５．３９％ ３．２８％ ７．７３％ ４．３３％ ３．６７％ 

（出典：チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書を基にＪＩＣＡ調査団が作成） 
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表 3．15 現況（２０１６年）に対する将来推計年次の交通需要の伸び率 

 対象年 ２輪車 
オート 

リキシャ 
乗用車 バス ＬＣＶ トラック ＭＡＶ 

短

期 

２０２１ 
８．８％ ５．１％ ８．６％ ５．２％ １２．３％ ６．９％ ５．８％ 

中

期 

２０２６ 
１６．７％ １０．１％ １６．３％ １０．２％ ２３．４％ １３．１％ １１．１％ 

長

期 

２０３６ 
３０．３％ １８．１％ ２９．５％ １８．５％ ４２．３％ ２３．７％ ２０．１％ 

（出典：チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書を基にＪＩＣＡ調査団が作成） 

 

チェンナイ総合交通計画において、２０２６年次における分担率の目標値が設定されているた

め、これに従って将来推計年次の分担率を設定した。表 3．16 に将来推計年次の分担率を示す。

短期（２０２１年）は、チェンナイ総合交通計画の２０２６年と現況（２０１６年）の分担率

を用いた直線回帰により設定した。中期（２０２６年）は、チェンナイ総合交通計画の目標値

をそのまま適用した。長期（２０３６年）は中期の分担率がそのまま推移すると仮定した。 

表 3．17 に将来推計年次のモード別トリップ数（貨物車以外）を、表 3．18 に貨物車の将来

推計年次のモード別台数を示す。 

表 3．16 将来推計年次の分担率の設定 

交通機関※１ 
短期 中期 長期 現況 

チェンナイ総合 

交通計画※２ 

２０２１年 ２０２６年 ２０３６年 ２０１６年 ２０２６年 

公共交通 ６２％ ７０％ ７０％ ４１．６％ ７０％ 

タクシー，リ

キシャなど 
６％ ８％ ８％ ３．６％ ８％ 

自家用車 ３２％ ２２％ ２２％ ５４．９％ ２２％ 

※１上記は非動力輸送を除く 

※２公共交通の分担率７０％を達成する条件として、都市内鉄道、メトロ、モノレール、ＬＲＴ、ＢＲＴといった公共交通機

関が計画どおり確実に整備される必要がある。これらに加え、ハード面ではバス停や鉄道駅等の交通結節点における駐車場、

乗換施設、情報提供施設等が整備されることが重要である。また、ソフト面では共通カードの導入による利用者の利便性の向

上やバスを含む公共交通機関の定時性の確保が重要となる。加えて、市民の主な移動手段である市バスについては老朽化した

車両の入れ替え等による車内の快適性の向上を図ること等が挙げられる。公共交通の分担率７０％の達成のためには、これら

の施策が総合的に実施される必要があると考えられる。 

（出典：チェンナイ総合交通計画を基にＪＩＣＡ調査団が作成） 
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表 3．17 将来推計年次のモード別トリップ数（貨物車以外） 

※電車は２００８年時点（チェンナイ総合交通計画）のバス利用に対する電車利用の割合に各年のバス利用を乗じてした。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

表 3．18 将来推計年次のモード別台数（貨物車） 

 
ＬＣＶ Ｔｒｕｃｋ ＭＡＶ 

短期（台／日） １８０，５６７ ６６，７９５ １８，５１６ 

中期（台／日） １９８，３７９ ７０，６３４ １８，９５９ 

長期（台／日） ２８３，１４１ ８７，６６１ ２３，９１２ 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

表 3．19 に将来推計年次の発生集中交通量を示す。中期に向けて公共交通へのシフトが進むこ

とで、発生集中交通量が減少している。長期は、トリップ数の増加に伴い発生集中交通量も増

加している。図 3．14 に将来推計年次ＯＤの地域間ＯＤ量を示す。地域間ではＣｈｅｎｎａｉ

とＴｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ間のＯＤ量が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 短期         

（トリップ） 

中期         

（トリップ） 

長期         

（トリップ） 

二輪車 ５，９７８，２２４ ４，４０８，６０１ ４，８１５，２６１ 
乗用車 １，９２０，５２４ １，４０９，１６２ １，５３１，０９０ 
リキシャ １，４３６，１１８ ２，１１５，５５０ ２，３０７，７６４ 
バス １２，１１９，０９５ １４，４５７，１４２ １５，７７０，６８２ 
電車※ ３，３９８，３１２ ４，０５３，９２３ ４，４２２，２５３ 
Σ ２４，８５２，２７４ ２６，４４４，３７９ ２８，８４７，０４９ 
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表 3．19 将来推計年次の発生集中交通量（大ゾーン） 

発生地域 集中地域 
発生集中交通量（台／日） 

短期 中期 長期 

Ｃｈｅｎｎａｉ Ｃｈｅｎｎａｉ ３，９５４，６８１ ３，２５８，９０２ ３，５５２，７７３ 

Ｃｈｅｎｎａｉ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ １７６，８１５ １５０，５６９ １６４，１４７ 

Ｃｈｅｎｎａｉ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ ５５７，３６３ ４６４，８４８ ５０５，９５４ 

Ｃｈｅｎｎａｉ 
Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
１６８，１７７ １３４，９０８ １４６，０７２ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｃｈｅｎｎａｉ １２３，７０９ １１７，５４８ １２８，０９０ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ ７２，０６７ ７２，４２３ ７８，４４５ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ ３０，６５１ ２９，８４８ ３２，４７２ 

Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ 
Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
３３，１４２ ２６，６７０ ２８，７４５ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｃｈｅｎｎａｉ ２４３，８６３ ２３３，３６０ ２５２，２７０ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ ２７，１３９ ２６，９００ ２９，２５５ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ １８０，７１１ １７５，０９９ １８７，６１０ 

Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ 
Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
１０６，２６８ ８２，６１４ ８９，０１３ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
Ｃｈｅｎｎａｉ ５８，３４５ ５３，１４３ ５６，１４２ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
Ｋａｎｃｈｉｐｕｒａｍ １１，７７３ ９，６９２ １０，２３５ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
Ｔｈｉｒｕｖａｌｌｕｒ ３８，６４４ ３４，１２５ ３６，０４６ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 

Ｅｘｔｅｒｎａｌ    

Ｚｏｎｅ 
１５，２６５ １３，７７２ １４，６３４ 

Σ ５，７９８，６１３ ４，８８４，４２１ ５，３１１，９０３ 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．14 将来の地域間ＯＤ量 
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＜参考＞図 3．15 に示すようにチェンナイ都市圏の人口はインド全体及びインドの都市部より

も増加率が高く、２０１０年に７．６百万人であった人口が２１００年には２５．８百万人と

９０年間に３．４倍に増加すると予測されている。したがって、今後も引き続き交通量が増加

すると考えられる。 

 

 

（出典：Ｓｏｃｉｏｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐａｔｈｗａｙｓ ａｎｄ Ｒｅｇｉ

ｏｎａｌ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ’ｓ １０

１ Ｌａｒｇｅｓｔ Ｃｉｔｉｅｓ， Ｇｌｏｂａｌ Ｃｉｔｉｅｓ Ｉｎｓ

ｔｉｔｕｔｅ （ＧＣＩ）， ２０１４） 

図 3．15 チェンナイの将来推定人口 
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3.6.3 将来ネットワークデータの作成 

図 3．16 に示すとおり外環状道路のフェーズ１、フェーズ２とチェンナイ周辺環状道路のセク

ション１からセクション５である。これらの道路を追加した将来ネットワークデータを作成し

た。各道路の供用時期は表 3．20に示すとおりである。 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．16 将来供用予定の道路 
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表 3．20 対象年と供用道路 

 対象年 供用道路 

短期 ２０２１ 外環状道路（フェーズ１，フェーズ２）， 

チェンナイ周辺環状道路（セクション４） 

中期 ２０２６ チェンナイ周辺環状道路（セクション１） 

長期 ２０３６ チェンナイ周辺環状道路 

（セクション２，セクション３，セクション５） 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

3.6.4 将来交通需要予測 

短期（２０２１ 年）、中期（２０２６年）、長期（２０３６年）の将来交通量推計結果を図 

3．17 から図 3．19 に示す。チェンナイ市内に交通が集中しており、これに伴い市内において

交通混雑が発生している。 

    

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．17 将来交通量配分結果（短期：２０２１年） 

交通量 
 (PCU/日) 
150,000- 
100,000-150,000 
50,000-100,000 
10,000-50,000 
0-10,000 

混雑度  
(交通量/交通容量) 
1.0- 
0.5-1.0 
-0.5 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．18 将来交通量配分結果（中期：２０２６年） 

   

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．19 将来交通量配分結果（長期：２０３６年） 

交通量 
 (PCU/日) 
150,000- 
100,000-150,000 
50,000-100,000 
10,000-50,000 
0-10,000 

 

交通量 
 (PCU/日) 
150,000- 
100,000-150,000 
50,000-100,000 
10,000-50,000 
0-10,000 

 

混雑度  
(交通量/交通容量) 
1.0- 
0.5-1.0 
-0.5 

混雑度  
(交通量/交通容量) 
1.0- 
0.5-1.0 
-0.5 
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3.6.5 将来道路交通の問題 

(1) 外環状道路とチェンナイ周辺環状道路の接続の問題 

図 3．20 に示すとおり外環状道路（フェーズ２）とチェンナイ周辺環状道路（セクション１）

がつながっておらず、双方ともにミンジュール村の一般道に接続する計画である。接続する場

所は下の写真にあるとおり２車線道路で沿道には住宅や店舗が立ち並んでいる。ボトルネック

になるとともに、人の通行が多いため交通事故増加が懸念される。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．20 外環状道路とチェンナイ周辺環状道路の接続の問題 

 

 

 

外環状道路 (フェーズ 2) 

 チェンナイ周辺環状道路 

セクション1 

エンノール港 
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(2) 国道２０５号と州道５７号の交差地点 

図 3．21 に示すとおりチルバルールにある国道２０５号と州道５７号の交差地点を迂回する計

画である。この交差地点は下の写真にあるとおりバスやトレーラーといった大型車両が通行す

る４車線道路であるが、沿道には住宅や店舗が立ち並んでおり、路上駐車車両や人だかりによ

り交通容量は大幅に低下している。ボトルネックになっており、交通事故増加が懸念される地

点であるが、チェンナイ周辺環状道路の整備により改善しない。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 3．21 国道２０５号と州道５７号の交差地点 

 

 

 

 

 チェンナイ周辺環状道路 
セクション3 

フェーズ 3  
: 混雑度 
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4 チェンナイ都市圏における主な課題 

ＪＩＣＡ調査団による現場踏査、関係機関へのヒアリング、参考文献のレビュー、新聞記事等

の情報収集、交通需要の予測結果など、これまでの調査に基づき、チェンナイ都市圏における

課題は以下のとおり整理される。 

(1) 道路交通 

 二輪車、三輪オートリキシャの高い比率

 都市化の進展に対する道路整備の遅延

 多くの交通事故発生件数

 大型車両の高い混入率

 チェンナイ港周辺における大型車両の恒常的な待ち行例港への入場待ち

 多くの大型車両の通行によるチェンナイ郊外の農村地域住民への安全面の脅威

 

(2) 道路インフラ 

 チェンナイ・メトロの建設工事に伴う主要幹線道路における走行車線数の減少一

時的事象

 市内の主要交差点における多くの複雑な立体構造クローバーリーフ構造など、道

路利用者にとって複雑な立体構造

 いくつかの主要交差点における立体交差の未整備

 損傷した舗装や排水施設の未整備など、道路表面の劣化を早める様々な要因

 多くの路上駐車車両による道路空間の占有

 路外駐車場の不足

 降雨時の道路の冠水

 歩道の未整備特に主要幹線道沿いにおける歩行者空間の未整備による危険

 自転車道の未整備

 一定でない道路幅員

 歩道橋の不足

 排水システムの未整備と不十分な維持管理
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(3) 交通マナー 

 交通マナー、交通ルールの重要性に対する認識不足

 横断歩道の有無にかかわらず幹線道路を横断する歩行者

 車線、停止線や信号の順守の欠如



(4) 交通管理 

 車両の走行速度低下のための道路上のバリケード

 稼働していない多くの信号機

 視認性が十分に確保されていない信号機高さ、設置位置等

 異なる有料道路事業者間で相互に利用可能な通行料金徴収のための共通カードの未

存在

 道路管理や交通管理に係る技術的知見・経験の不足



(5) 公共交通 

 異なる交通機関同士の不十分な接続性

 バス停留所の不適切な位置交差点近傍など

 バスの運転手及び乗客の安全性に対する認識不足

 バス停留所やバスターミナルにおけるバスの運行情報・到着時刻等の情報の未整備

 劣悪な公共バスの車両環境

 乗車券販売の自動化の未整備による非効率性・不便性

 チェンナイ・メトロ建設の大幅な遅延

 

(6) その他道路交通設備・機器・情報 

 多くの破損した沿道施設

 交通管理・道路運営管理を支援するシステムの未整備とデータの未存在

 限定的な道路資産管理

 有用な道路交通データや情報の未存在

 道路通行料金徴収システムの未整備による恒常的な渋滞
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5 課題を踏まえたＩＴＳ整備の基本方針（案） 

5.1 課題解決のために必要な対策 

前節で述べた課題をグループ毎に再掲する。その上で、それぞれの課題に対して必要な対策を記載する。都市交通課題に対する必要な対策は一般的

に制度面、法律面、インフラ面等、複合的な要素が絡む。このため、ここでは法制度／制度、インフラ及びＩＴＳといった３つの観点で整理する。 

表 5．1 都市交通の課題と対策 

グループ 課題 
課題解決の着眼点 

必要な対策 法律／制度 インフラ ＩＴＳ 

１． 

道路交通 

ａ） 二輪車、三輪     

（オートリキシャ）の高い比率 
〇   

・車両登録の仕組みが正常に機能していないため、既存の車両及び廃

車車両の台数を正確に把握できていない。車両の所有者に対し自動車

税を課すなど、政府による制度的な対策が必要となる。 

ｂ） 都市化の進展に対する    

道路整備の遅延 
 〇 〇 

・交差点の立体化、公共交通ネットワークの整備、公共交通間の円滑

な接続の整備、道路の改修や拡幅を加速することが都市化と持続可能

な成長のために必要となる。 

・有用な道路／交通情報を提供することで、ピーク時間帯の回避、ル

ート選定等、道路利用者の交通行動の変化を促す対策が重要である。

その他の対策として、市内の旅行速度を改善するための交通信号の高

度化、駐車場の空き状況の情報提供や、公共交通機関用の交通系共通

カードを導入し、利用者の利便性を向上させモーダル・シフトを促進

させる施策が挙げられる。 

ｃ） 多くの交通事故発生件数 〇 〇 〇 

・交通事故を低減させる総合的なアクションプランの作成と実施が必

要である。 

・自動車専用道路、十分な幅員の歩道の整備や歩道橋を建設し、歩行

者等の交通弱者と車両を分離する。 
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・道路線形を含むアクションプラン作成の為、事故データベースの管

理と事故分析等を実施する。 

ｄ） 大型車両の高い混入率  〇 〇 

・工業団地と港を直接結ぶアクセス道路、コンテナトラックターミナ

ルを建設し、歩行者等の交通弱者と大型車両を分離し、危険を回避す

る。 

・動的軸重計測設備の導入により、過積載を原因とする事故を削減す

る。 

ｅ） チェンナイ港周辺におけ

る 大型車両の恒常的な待ち行

列（港への入場待ち） 

 〇  
・チェンナイ港の処理能力の向上（港湾手続きの効率性の改善、必要

な設備の整備等） 

ｆ） 多くの大型車両の通行に

よるチェンナイ郊外の農村地域

住民への安全面の脅威 

 〇 〇 

・工業団地と港を直接結ぶアクセス道路を建設し、歩行者等の交通弱

者と大型車両を分離する。 

・大型車両の走行を監視し、予定ルートからの逸脱等を警告すること

で規定ルートの走行を促す。 

２． 

道路 

インフラ 

ａ） チェンナイ・メトロの建

設 工事に伴う主要幹線道路に

おける走行車線数の減少（一時

的事象） 

 〇  

・チェンナイ・メトロ地下区間の建設完了後は、工事中に占用されて

いた道路空間が解放されることで道路容量が高まるとともに、道路交

通需要がメトロへ転換されることが期待される。 

ｂ） 市内の主要交差点におけ

る 多くの複雑な立体構造 
 〇  

・立体交差点を計画する際、道路利用者の混乱を回避し安全性を向上

させる構造の検討が必要。大きな文字サイズ等十分な視認性を担保す

る明確な標識の設置が必要。 

ｃ） いくつかの主要交差点    

における立体交差の未整備 
 〇 〇 

・道路利用者を混乱させない適切な構造の計画。 

・渋滞滞留長や通過に要する時間の減少等、交差点立体化の効果を把

握するためのデータを収集・蓄積・分析するシステムの導入。 

ｄ） 損傷した舗装や排水施設

の 未整備など、道路表面の劣

化を早める様々な要因 

 〇 〇 

・高耐久性舗装の実施、走行時に音や振動が出る舗装の実施（現行、

ハンプが多用されているがこれに代わる施策）、及び適切な道路排水施

設の計画・整備と維持管理により道路舗装の長寿化を促す。 

・定期検査を実施し、現在の路面状況を把握すると共に、道路台帳デ

ータベースの適切な管理を行う。これにより改良工事の優先順位付け

も容易になる。 

ｅ） 多くの路上駐車車両によ

る 道路空間の占有 
〇  〇 

・高額な罰金等、厳しい取締りの強化が必要。 

・路上違法駐車多発区域に監視カメラを導入し、違法駐車車両ナンバ

ーを記録し、罰金等の取り締まり強化を支援する。 

ｆ） 路外駐車場の不足  〇 〇 ・駐車場アクションプランや駐車場マスタープランなどの計画の策定
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と、公共交通機関への接続場所、商業エリア、及び自転車等への乗り

換え場所における多層階の駐車場整備と歩行者専用接続通路の整備。 

・市内に存在する複数の路外駐車場の空き状況を利用者へ提供し、利

便性を確保すると共に、駐車場探しの「うろつき交通」を削減し渋滞

緩和を促す。 

ｇ） 降雨時の道路の冠水 〇 〇 〇 

・危険なレベルまで冠水した場合には、通行止めなどの交通規制を実

施。 

・冠水頻発地点などにおける排水設備の整備（排水用ポンプなど）。 

・道路の冠水検知設備を導入し、浸水状況の検知・危険レベル到達時

の道路利用者への警告。 

ｈ） 歩道の未整備（特に主要

幹線道沿いにおける歩行者空間

の未整備による危険） 

 〇 〇 

・歩道の整備（樹木などの障害物が存在せず、十分な幅員が確保され

た空間の整備）。 

・安全な歩行ルートなどの歩行者への案内情報の提供。 

ｉ） 自転車道の未整備  〇 〇 

・公共交通機関や駐車場など乗り換え地点における自転車シェアステ

ーションや自転車道の整備。 

・自転車道、自転車シェアステーションの場所及び利用可能自転車の

有無といった情報の提供。相互運用カードでのシェア自転車利用料金

の支払い。 

ｊ） 一定でない道路幅員  〇  

・一定でない道路幅員は交通の整流化の阻害要因であると共に、事故

の危険性も増加する。道路整備の他、道路幅員が変化する地点の手前

での警告を促す標識を設置するなどの対策も必要となる。 

ｋ） 歩道橋の不足  〇 〇 

・幹線道路の横断や公共交通機関の乗り換え地点において歩道橋を整

備し、歩行者の動線を確保し歩行者の安全性と快適性を向上させる。 

歩行者用のルート案内情報を提供し安全性と利便性を向上させる。 

ｌ） 排水システムの未整備と  

不十分な維持管理 
 〇  

・流末までの包括的な排水計画と整備。（１０年確率のような大雨の場

合は本格的な洪水対策が別途必要） 

・定期検査などの適切な管理を実施。 

３． 

交通   

マナー 

ａ） 交通マナー、交通ルール

の 重要性に対する認識不足 
〇   

・交通教育の充実化と十分な機会提供（全ての年代の道路利用者に対

して実施）を通じた交通マナーの向上。自動車教習所におけるカリキ

ュラムの改善と運転免許試験の合格水準の引き上げ。 

ｂ） 横断歩道の有無にかかわ

らず幹線道路を横断する歩行者 
〇 〇  

・交通教育の充実化と十分な機会提供（全ての年代の道路利用者に対

して実施）を通じた交通マナーの向上。 

・幹線道横断のための歩道橋の整備・改良。 

ｃ） 車線、停止線や信号の順 〇 〇  ・交通教育の充実化と十分な機会提供（全ての年代の道路利用者に対
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守の欠如 して実施）を通じた交通マナーの向上。自動車教習所におけるカリキ

ュラムの改善と運転免許試験合格水準の引き上げ。 

・より耐久性のある区画線の整備や、より認識しやすい場所への信号

と標識の移設・設置など。 

４． 

交通管理 

ａ） 車両の走行速度低下のた

めの道路上のバリケード 
〇 〇  

・速度低下のためにバリケードを設けるのではなく、交差点改良や信

号改良、交通マナーの向上のための各種の施策など、もっと根本的且

つ効果的な施策を実施すべきである。道路にバリケードを設けるのは

危険であり、道路容量を減少させるため渋滞を招くことになる。 

・交差点改良や信号改良、道路幅員の見直しなど。 

ｂ） 稼働していない多くの信

号機 
〇 〇  

・信号改良と信号順守の徹底化：既存の信号機では時間帯によっては

交通流に適合した正しい信号制御が実現できていないケースがあり、

交通警察が意図的に信号機を停止させ現場の警察官が手信号で対応し

ている場合が多々存在する。信号改良を実施すると共に、信号順守の

習慣付けを促進することが重要。 

・蓄電池の設置や信号機の入れ替え（停電、故障を原因とする場合） 

ｃ） 視認性が十分に確保され

て いない信号機（高さ、設置

位置等） 

 〇  ・信号機の入れ替えと視認性の十分な確保可能な場所への設置。 

ｄ） 異なる有料道路事業者間

で 相互に利用可能な通行料金

徴収のための共通カードの未存

在 

〇 〇 〇 

・共通カード導入に向けた政府による中心的な役割と施策の実施（ル

ール作り、クリアリングハウスの設立、各道路管理者に対する共通カ

ード導入の利点に係る認知度の促進など）。 

・共通カード用読み取り機を料金所の出入り口ブースに設置 。 

・共通カードが利用可能な施設情報の提供など。 

ｅ） 道路管理や交通管理に係

る 技術的知見・経験の不足 
〇 〇  

・知見を蓄積するための各種の機会の提供（先進国における研修・ト

レーニングの実施、トレーナーの雇用など）。 

・能力向上のためのトレーニングセンターの設立。 

５． 

公共交通 

ａ） 異なる交通機関同士の不

十分な接続性 
 〇 〇 

・駐車場、バスターミナル、メトロ及びモノレールの駅などを接続す

るインフラ及び歩道の整備。 

・相互運用可能な共通カードの導入。 

ｂ）バス停留所の不適切な位置 

（交差点近傍など） 
 〇  

・適切な位置におけるバス停の整備、バス停における十分な乗客待機

用スペースの確保、十分な路肩の確保（道路沿いのバス停）など。 

ｃ）バスの運転手及び乗客の安

全面に対する認識不足 
〇   

・バスの運転手及び乗客に対する安全面の教育（例えば、運転手がバ

ス停から離れた場所にバスを止めることが度々ある。乗客は乗降する

ために車道を歩くこととなり車にひかれる危険性がある。） 
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ｄ）バス停留所やバスターミナ

ルにおけるバスの運行情報・到

着時刻等の情報の未整備 

 〇 〇 

・バス停におけるバス運行情報板の設置。 

・バス運行管理システムをベースとするリアルタイムなバス運行情報

をバス停の情報板やインターネットで乗客へ提供する。 

ｅ） 劣悪な公共バスの車両環

境 
 〇  

・バスの入れ替え（多くのバスは旧式で衛生的ではなく、乗用車や二

輪利用からの転換の弊害となっている面も否定できない） 

ｆ） 乗車券販売の自動化の未

整備による非効率性・不便性 
〇 〇 〇 

・共通カード導入に向けた政府による中心的な役割と施策の実施（ル

ール作り、クリアリングハウスの設立、各道路管理者に対する共通カ

ード導入の利点に係る認知度の促進など）。 

・共通カード用読み取り機を公共交通機関の各出入口へ設置し、共通

カードチャージ端末機をすべての主要な駅やバスターミナルなどに設

置する。 

・相互運用可能な共通カードをベースとした料金徴収システムの導入 

ｇ） チェンナイ・メトロ建設

の   大幅な遅延 
〇   ・適切な計画と組織内の技術者の育成。 

６． 

道路付帯 

施設 

ａ） 多くの破損した沿道施設 〇 〇 〇 

・既存の道路資産の見直しと道路資産管理を行う技術者の能力向上を

図るトレーニング。 

・すべての資産に対する定期調査の実施と必要な保守作業の優先順位

付け。 

・道路及び路側設備の台帳データベースの適切な管理。 

ｂ） 交通管理・道路運営管理

を 支援するシステムの未整備

とデータの未存在 

  〇 ・道路及び路側設備の台帳データベースの適切な管理。 

ｃ） 限定的な道路資産管理   〇 ・道路及び路側設備の台帳データベースの適切な管理 

ｄ） 有用な道路交通データや

情報の未存在 〇 〇 〇 

・関係機関（職員等）に対する教育等（定量的な道路交通情報の重要

性やリアルタイム交通情報の有用性に関する認知度の向上）。 

・定量データ収集と処理のためのセンターと路側機器の設置。 

・関係機関との必要な情報の共有と利用者に対するリアルタイム交通

情報の提供。 

ｅ） 道路通行料金徴収システ

ムの未整備による恒常的な渋滞 〇 〇 〇 

・各種の普及策の検討と実施（ＥＴＣ利用者に対する割引サービスの

提供など）。 

・料金所におけるＥＴＣ専用レーンの整備。 

・ＥＴＣ非搭載の車両はＥＴＣ専用レーンではなく一般レーンに誘導

するなどシステムを利用した適切な運営。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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5.2 ＩＴＳによる対策 

前節で整理した内容からＩＴＳによる対策を抽出し、下表に整理した。 

表 5．2 ＩＴＳによる対策 

グ

ル

ー

プ 

課題 ＩＴＳによる対策 

道

路

交

通 

ｂ） 都市化の進展に対する道

路整備の遅延 

有用な道路／交通情報を提供することで、ピーク時間帯の回避、ルート選定等、道路利用者の交通行動の変化を促

す対策が重要である。その他の対策として、市内の旅行速度を改善するための交通信号の高度化、駐車場の空き状

況の情報提供や、公共交通機関用の交通系共通カードを導入し、利用者の利便性を向上させモーダル・シフトを促

進させる施策が挙げられる。 

ｃ） 多くの交通事故発生件数 アクションプラン作成の為、事故データベースの管理と事故分析等を実施する。 

ｄ） 大型車両の高い混入率 動的軸重計測設備の導入により、過積載を原因とする事故を削減する。 

ｅ） チェンナイ港周辺におけ

る大型車両の恒常的な待ち行列

（港への入場待ち） 

チェンナイ港への入場を待つ車両の待ち行列の最後尾位置を把握し、予想待ち時間情報を事前に提供する。 

ｆ） 郊外の農村部における多

くの大型車両の通行による地域

住民への安全面の脅威 

大型車両の走行を監視し、予定ルートからの逸脱等を警告することで規定ルートの走行を促す。 

道

路 

イ

ン

フ

ラ 

ｃ） いくつかの主要交差点に

おける立体交差の未整備 

ＩＴＳ機器を活用し、渋滞滞留長や通過に要する時間等の客観的データを収集・ 蓄積・分析し、交差点立体化の

事前事後の効果を定量的に把握する。 

ｄ） 損傷した舗装や排水施設

の未整備など、道路表面の劣化

を早める様々な要因 

道路データベースを構築し、定期検査を適切に行い、路面状況等について道路管理者が正しく把握し管理する。こ

れにより改良工事の優先順位付けも容易になる。 

ｅ）多くの路上駐車車両による

道路空間の占有 

路上違法駐車多発区域に監視カメラを導入し、違法駐車車両ナンバーを記録し、 罰金等の取り締まり強化を支援

する。 

ｆ） 路外駐車場の不足 
市内に存在する複数の路外駐車場の満空情報を利用者へ提供し、利便性を確保すると共に、駐車場探しの「うろつ

き交通」を削減し渋滞緩和を促す。 

ｇ） 降雨時の道路の冠水 道路の冠水検知設備を導入し、浸水状況の検知・冠水発生時の道路利用者への通知（危険レベル等） 
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ｈ） 歩道の未整備（特に主要

幹線道沿いにおける歩行者空間

の未整備による危険） 

安全な歩行ルートなどの歩行者への案内情報の提供。 

ｉ） 自転車道の未整備 
自転車道のルート、自転車シェアステーション及び利用可能自転車の有無の情報の提供。相互運用カードでのシェ

ア自転車利用料金の支払い。 

ｋ） 歩道橋の不足 歩行者用のルート案内情報を提供し安全性と利便性を向上させる。 

交

通

管

理 

ｄ） 異なる有料道路事業者間

で相互に利用可能な通行料金徴

収のための共通カードの未存在 

利用者に相互利用可能な施設の情報を提供。 

公

共

交

通 

ａ） 異なる交通機関同士の不十分

な接続性 
相互運用可能な共通カードの導入。 

ｂ） バス停留所やバスターミナル

におけるバスの運行情報・到着時刻

等の情報の未整備 

バス運行管理システムをベースとするリアルタイムなバス運行情報をバス停やターミナルの情報板やインターネットを使って

乗客に提供する。 

ｅ） 乗車券販売の自動化の未整備

による非効率性・不便性 
相互運用可能な共通カードをベースとした料金徴収システムの導入。 

道

路

付

帯 

施

設 

ａ） 多くの破損した沿道施設 道路及び路側設備の台帳データベースの適切な管理。 

ｂ） 交通管理・道路運営管理を支

援するシステムの未整備とデータの

未存在 

道路及び路側設備の台帳データベースの適切な管理。 

ｃ） 不十分な道路資産管理とそれ

を支援するシステム・仕組みの未整

備 

道路及び路側設備の台帳データベースの適切な管理。 

ｄ） 有用な道路交通データや情報

の未存在 
関係機関との必要な情報の共有と利用者に対するリアルタイム交通情報の提供。 

ｅ） 道路通行料金徴収システムの

未整備による恒常的な渋滞 

ＥＴＣの設置と、ＥＴＣ非搭載の車両はＥＴＣ専用レーンではなく一般レーンに誘導するなどシステムを利用した適切な運

営。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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5.3 対策を実現するためのＩＴＳメニュー 

前節で整理した対策を実現するためのＩＴＳメニューを次頁に示す表に整理する。 
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表 5．3 対策を実現するためのＩＴＳメニュー 

 
 

道路交通 道路インフラ 
交通
管理 

公共交通 道路付帯施設 
担当機関 ／ 備考 

ｂ）※ ｃ） ｄ） ｆ） ｃ） ｄ） ｅ） ｆ） ｇ） ｈ） ｉ） ｋ） ｄ） ａ） ｄ） ｆ） ａ） ｂ） ｃ） ｄ） ｅ） 

１） 
チェンナイ交通

情報センター 
● 

   
● 

  
● ● 

      
 

   
● 

 

スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター）  チェンナイ交通情報セ

ンター：都市交通情報提供のための新たな組織 

２） 
交通警察の交通

管理センター 
● 

     
● 

        
 

   
● 

 
チェンナイ交通警察 

３） 

チェンナイ周辺

環状道路の交通

管制システム 

● 
              

 
   

● 
 

タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター）チェンナイ

周辺環状道路の交通管制センター： チェンナイ周辺環状道路の交通管理のための新

たな組織  

４） 
プローブシステ

ム 
● 

   
● 

          
 

   
● 

 

チェンナイ都市圏交通公社 ／ スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報セン

ター） ＧＰＳデータを市バスから収集し、市バスシステム及び チェンナイ交通情

報センターで利用する。 

５） 
交通量計測シス

テム 
●    ●               ●  

スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター、タミル・ナド州道路公社

（チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター）  

６） 
ＣＣＴＶ交通監

視システム 
                   ●  

チェンナイ交通警察、タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制

センター） 

７） 

ＣＣＴＶ違反者

取り締まりシス

テム 

      ●               
チェンナイ交通警察                                                                                                                                                   

違反を取り締まるためのシステムを既に整備済み。 

８） 
ナンバープレー

ト認証システム 
 ● ●    ●               

チェンナイ交通警察ナンバープレートの標準化が必要。タミル・ナド州交通局が供給

業者の入札を実施中。 

９） 
冠水計測・警告

システム 
        ●           ●  

スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター）    主にＣＣＴＶカメ

ラと可変表示板で構成された水位測定システムを地下道に設置する。 

１０） 
可変表示板シス

テム 
●                   ●  

チェンナイ交通警察、タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制

センター） 

１１） 

料金徴収システ

ム（既設の料金

所またはチェン

ナイ周辺環状道

路） 

                    ● インド国道庁、タミル・ナド州道路公社 

１２） 

インターネット

／ＳＭＳによる

情報提供システ

ム 

●       ● ● ● ● ● ●       ●  
スマートシティー公社 （チェンナイ交通情報センター） 、タミル・ナド州道路公

社（チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター） 

１３） 
エリア交通信号

制御システム 
●                     チェンナイ交通警察 

１４） 

動的軸重計測シ

ステム（チェン

ナイ周辺環状道

路） 

  ●                   
タミル・ナド州道路公社（チェンナイ周辺環状道路の料金所）主に動的軸重計測、静

的横圧測定、ＣＣＴＶカメラでシステムを構成 

１５） 
事故データ管理

システム 
 ●                  ●  

チェンナイ交通警察  、タミル・ナド州交通局                                                                                                    

事故情報データベースは既に整備済み。 

１６） 
市バス管理セン

ター 
●        ●      ●     ●  チェンナイ都市圏交通公社 

１７） 
市バス運行管理

システム 
●        ●      ●     ●  チェンナイ都市圏交通公社 

１８） 
市バス情報提供

システム 
●        ●      ●       チェンナイ都市圏交通公社 

１９） 
市バス運賃支払

いシステム 
●             ●  ●      チェンナイ都市圏交通公社 

２０） 

クリアリングハ

ウスと相互運用

カード 

●       ●   ●  ● ●  ●      
メトロ（チェンナイ・メトロ公社）及び関係組織（チェンナイ都市圏交通公社、都市

内鉄道） 

課題 

必要な ITS  



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査                                                                    最終報告書 

147 

２１） 
駐車場管理シス

テム 
●       ●            ●  

チェンナイ市、チェンナイ・メトロ公社                                                                                                                                               

路外駐車場の所有者がシステムを管理。 

２２） 
道路台帳データ

ベース 
     ●           ● ● ●   

チェンナイ市、 インド国道庁、タミル・ナド州高速道路・港湾局、 タミル・ナド

州道路公社                                                                           

道路台帳データベースは既に道路管理者によって整備済み。 

２３） 

歩道／自転車道

情報提供システ

ム 

         ● ● ●          チェンナイ市 

２４） 
自転車シェアシ

ステム 
          ●           チェンナイ市 

２５） 
商用車両運行管

理システム 
   ●                  民間により実施される性質のもの。 

※「表５．２ ＩＴＳによる対策」の課題項目に対応 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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5.4 ＩＴＳの段階的整備方針 

前節までに特定された導入すべきＩＴＳには、短期間で整備が可能なものもあれば、長期の期

間を要するものもある。例えば、都市内ＩＴＳの導入は多くの場合、大規模なインフラの整備

を必要としないため、比較的短期間に整備が可能である。一方、チェンナイ周辺環状道路のＩ

ＴＳなどは、機器の整備の前提として環状道路がある程度以上整備されている必要があり、こ

のため整備には時間を要する。また、ＩＴＳは情報技術を基本とするが、情報技術の進歩は日

進月歩である。 

これらを考慮し、チェンナイにおけるＩＴＳの整備は下表に示すとおり、３段階に分けた５年

ごとの段階的な整備方針とすることを推奨する。 

表 5．4 段階的な整備方針 

段階 期間 整備方針 

短期 

２０１７– 

２０２１ 

（１－５年目） 

既存のＩＴＳ機器のより有効的な活用 

短期で導入可能なＩＴＳの整備 

上記で導入したＩＴＳの運用の開始 

比較的長期な整備期間を要するＩＴＳの整備の開始 

中期 

２０２２– 

２０２６ 

（６－１０年目） 

短期で実施したＩＴＳの拡張と更新（必要に応じて） 

短期で整備を開始したＩＴＳの運用の開始 

長期 
２０２７ – 

（１０年目以降） 
新たな技術を活用したシステムの更新や導入、機能の拡張 

 （出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

 短期

車両登録情報と標準化された車両のナンバープレートはＩＴＳを実施する上で、重要な要素で

ある。この期間では、ＩＴＳの機能を最大限発現させるべく、車両登録制度の改善と車両のナ

ンバープレートの標準化の実施が強く推奨される。 

また、既存のＩＴＳ設備として、いくつかの情報表示板（多色仕様）やＣＣＴＶが市内の道路

上に設置されているが、これらを有効に活用できている状況であるとは言いがたい。従って、

本期間ではこうした機器を有効に活用する上での障壁となっている要素を改善し、より効果的

なＩＴＳの運用を可能とするための基礎的な仕組みを整えることに注力することが推奨される。 
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またチェンナイ都市圏においては、この期間中に以下の整備が実施されるものと期待される。 

（１）外環状道路が全線供用される（フェーズ２）、（２）チェンナイ・メトロ（フェーズ１）

が全線供用される。（これにより市内の中心的な路線である国道４５号及び国道４号沿いの地

下区間が供用されるとともに、この区間の工事のために現在占有されている道路上のスペース

が解放される。）（３）市バス事業者によるバスの運行管理システムや乗客への情報提供など

様々なＩＴＳサービスが開始される。（４）エンノール港におけるコンテナ・ターミナルの稼

働が開始され、チェンナイ港との間で取扱いコンテナ量の分散が図られる。これによりチェン

ナイ港周辺における大型車両の渋滞が分散されることが期待される。 

 中期

この期間中は次の整備が実施されると期待される。（１）チェンナイ周辺環状道路のセクショ

ン１（国道５号～エンノール港区間）の供用開始。本区間の完成によりエンノール港へのアク

セスが大幅に改善させることが見込まれる。（２）外環状道路とチェンナイ周辺環状道路を結

ぶバイパスの共用開始。ミンジュールの農村地域を走り抜ける大型車両との事故に住民が巻き

込まれる危険性が減少する。（３）メトロの延伸（フェーズ２）、（４）都市内鉄道の延伸、

（５）モノレールの供用開始。様々な公共交通機関が供用されることにより接続性と効率性の

向上が図られる（６）その他交差点の立体化や高架道路の整備など。これらの道路交通インフ

ラ整備の進展に沿って、短期にて整備したＩＴＳを拡張する。 

 長期

２０１６年現在においては存在しないような多くの新たな技術が出現し、利用可能となってい

ることが予想される。都市化のさらなる進展と、主要な道路網・公共交通網の整備改善により、

交通状況も現在とは大きく異なった状況に変化していることが予想される。このため、導入済

みのシステムの見直しを行うとともに、新たな技術の活用を考慮した機能の拡張や新たなシス

テムの導入を行うことが必要となる。 
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5.5 段階毎のＩＴＳ 

これまでの検討に基づき、推奨されるＩＴＳを実施期間毎に下表に示す。既に導入済みのＩＴ

Ｓや通常は民間セクターによって整備されるものは除外している。 

表 5．5 実施期間毎に推奨されるＩＴＳ 

 ＩＴＳ 目的・機能 現状と必要事項 

短
期

 

１） チェンナイ

交通情報センター 

定量的な交通データを収集、処理、蓄積

し、動的な交通情報を生成する。生成し

た交通情報を道路利用者や関係機関に提

供するとともに蓄積された定量的な交通

データを計画等に活用する。 

未存在 

チェンナイ交通情報センター

はチェンナイにおけるＩＴＳ

のキーとなる重要なコンポー

ネントであるため、早期に整

備されることが推奨される。 

２） 交通警察の

交通管理センター 

交通警察の活動を支援することを目的と

し、信号の高度化を図るとともに、ＣＣ

ＴＶ等による取り締まりを強化する。 

交通管理センター：存在する

が機能は限定的。機能の  

高度化が必要。 

高度化された信号システム：

未存在 

ＣＣＴＶ：存在するが数は限

定的 

４） プローブシ

ステム 

チェンナイ交通情報センターの主要なデ

ータ入力限である。チェンナイ交通情報

センターでは、渋滞状況や予想旅行時間

等を計算し道路利用者へ提供するが、そ

の元データとなるものである。これによ

り道路利用者による代替ルートの選択や

通勤時間の変更などを促す。 

プローブデータの主要なデータ源は市バ

スから得られるＧＰＳ測位データであ

る。 

未存在 （市バスのプローブ

データ） 

５） 交通量計測 チェンナイの主要幹線道における交通量 未存在 
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システム を計測しチェンナイ交通情報センターで

蓄積する。計測されたデータは道路交通

管理や計画に活用する。 

チェンナイバイパスや外環状道路などで

は市バスが走行していない。これらの路

線については、交通量の計測に加え、同

時に得られる車速データをチェンナイ交

通情報センターにて、プローブデータを

補完する目的で活用する。 

６） ＣＣＴＶ 

交通監視システム 

渋滞状況は事故など、現場の交通状況を

交通警察の交通管理センターにて監視す

る。 

存在するが数は限定的。交差

点にのみ存在する。合流地点

などその他の個所にも必要。  

７） ＣＣＴＶ違

反者取り締まりシ

ステム 

交通警察の取り締まりを支援することを

目的として交通違反車両を撮影する。 

既に存在 

８）ナンバープレ

ート認証システム 

交通違反車両のナンバープレートをＣＣ

ＴＶによって撮影し、車両データベース

を照会し所有者情報や車両情報（車種、

年式など）を自動で特定した上で違反者

に対して罰金を請求する。 

未存在 

車両のナンバープレートが標

準化される必要がある。（現

在、プレートの納入業者の入

札中） 

９） 冠水計測・

警告システム 

市内道路地下構造部での冠水レベルを計

測し、また冠水状況をＣＣＴＶを通じて

チェンナイ交通情報センターにて監視す

る。冠水レベルが危険レベルに達する前

に近傍に設置した可変情報板から道路利

用者に対して警告メッセージを発する。 

未存在 

 

１０） 可変表示

板システム 

動的な道路交通情報を道路利用者に対し

て提供する。 

存在しているが、動的な情報

は提供されておらず、また 

設置位置も適切でない。 

提供された情報に基づき、 
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道路利用者が迂回路などの 

選択の判断をできる個所に 

適切に設置される必要があ

る。 

１１） 料金徴収   

システム    

（既設の料金所） 

料金所における処理能力の向上のために

ＲＦＩＤ方式に基づいて道路料金徴収を

自動化する。 

チェンナイバイパスにのみ 

存在（但し、利用者は限られ

ている） 

１２） インター

ネット／ＳＭＳに

よる情報提供シス

テム 

インターネットやＳＭＳなどの媒体を通

じて、道路交通情報を利用者へ提供し、

迂回路の選択や渋滞時の運転を避けるな

どの交通行動の変化を促す。チェンナイ

交通情報センターから情報を提供する。 

未存在 

１３） エリア交

通信号制御システ

ム 

交通状況に応じて自動で最適な信号周期

を適用し、市内の交通流の改善を図る。 

未存在（既設の信号は固定 

周期によるもの） 

１５） 事故デー

タ管理システム 

ＧＩＳに基づいた事故情報を管理するも

の。事故の発生個所を地図上で表示した

り、原因別に統計をとったりして、事故

の原因分析や必要な対策の検討などに活

用する。 

存在 

世銀の支援によって交通局が

整備した。主に交通警察に 

よって利用されている。 

１６） 市バス管

理 センター 

市バスを管理するもの。管理センターと

運転手との間で無線媒体を通じて会話し

たり、バスから得られるプローブデータ

や市バス運賃支払いシステムなどから得

られるデータをビッグデータとして利活

用したりする。 

未存在 

（２００９年にパイロット事

業として一旦は実施されたが 

運用コストなどの問題により

頓挫した。） 

１７）  市バス

運行管理システム 

市バスの運行を管理するもの。バスの走

行位置や到着時刻などを監視し、本来走

行すべき経路を運行しているかなどを確

認し、バスの運行サービスの向上を図

る。 

上記に同じ 



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査       最終報告書 

153 

１８） 市バス情

報提供システム 

市バスの運行情報や到着時刻をバス停や

バスターミナルなどにおける情報板など

の媒体を通じて乗客に情報を提供する。

これによって乗客は事前に状況を把握す

ることが可能となる。 

上記に同じ 

１９） 市バス運

賃支払いシステム 

現金及びスマートカードでバスの運賃を

支払うシステム。特にスマートカードを

導入することによって以下を実現する。 

・運賃の徴収漏れを防ぐ 

・オフピーク時やお年寄り或いは子供な

どに対する割引の適用など柔軟な料金設

定を可能とする。 

・個々の乗客の料金支払い履歴からパー

ソントリップ情報などのビッグデータを

活用し、バス路線計画などに役立てる。 

スマートカードによる支払

い：未存在 

ハンディータイプの端末によ

る現金払いのみ存在。 

 

２０） クリアリ

ングハウスと相互

運用カード 

メトロやバス、異なる道路事業者間等で

共通的に使用可能な交通系共通カードと

決済システム。単一カードでの支払いを

可能とし、また料金チケット購入待ち必

要性をなくし、利用者の利便性の向上を

図る。 

未存在 

チェンナイ統合都市圏交通委

員会の配下に「Ｃｏｍｍｏｎ 

Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｃａｒ

ｄ」 ワーキンググループが

設置 され、導入に向けて検

討が 始まった。 

メトロの決済システムに  

クリアリングハウスを既に 

整備済み。 

２２） 道路台帳

データベース 

幅員、延長、建設年月、維持管理記録、

付帯設備情報などの道路情報を記録・管

理し、道路管理に役立てる。こうした情

報を管理し、維持管理計画や整備の優先

順位付けなどに活用する。 

存在する 

道路管理者によって既に導入

済み 

２５） 商用車両

運行管理システム 

車両に設置されたＧＰＳより緯度経度情

報を取得し車両の走行を管理し、物流管

理の向上に役立てる。 

存在する 

このシステムは私企業によっ

て導入される 
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中
期

 
３） チェンナ

イ周辺環状道路

の交通管制システ

ム 

チェンナイ周辺環状道路の交通は沿道の

機器によって監視され、道路交通情報は

可変表示板やインターネット等のメディ

アによって利用者に提供される。安全と

サービス水準の維持のために、そのシス

テムはチェンナイ周辺環状道路の交通管

理を助ける。 

未存在 

 

１１） チェンナ

イ周辺環状道路の

料金徴収システム 

専用レーンにおいてＥＴＣを搭載した車

両は通行料金が自動的に集金されるた

め、停止する必要が無い。このシステム

は通行料金の管理に役立つ。 

未存在 

１４） 動的軸重

計測システム 

大型車両は過積載取り締まり強化のた

め、チェンナイ周辺環状道路セクション

１の料金所で重量を測定される。 

未存在 

２１） 駐車場管

理システム 

このシステムは駐車上の車両の出入りを

監視し、駐車料金を収集・管理、そして

駐車情報を利用者に提供する。市内のい

くつかの駐車場の空車情報は可変表示板

あるいはインターネットを通じて提供さ

れる。このシステムは管理者の駐車場運

営及び利用者の利便性向上への貢献に役

立つ。 

未存在 

駐車場開発計画と建設 

インターモーダルハブにおけ

る駐車場と交通系共通カード

が効率性のために必要とされ

る。 

２３） 歩道／自

転車道情報提供シ

ステム 

歩道と自転車道の位置はインターネット

もしくは携帯アプリケーションによって

情報提供される。 

未存在 

このシステムは一般的に民間

セクターによって開発され

る。  

歩道と自転車道がまず整備さ

れる必要がある。 
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２４） 自転車シ

ェアシステム 

このシステムは自転車シェリングの管理

を助ける。それは主に駅近くのステーシ

ョンで自転車利用の終点を記録するシス

テムと自転車使用のための交通系共通カ

ードを用いた決済システムから成る。 

未存在 

立地を含む自転車シェアリン

グシステムがまず計画される

必要がある。 

交通系共通カードがまず導入

される必要がある。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

5.6 概略検討対象のＩＴＳコンポーネント 

本調査で実施する概略検討のＩＴＳコンポーネントを前節に示した中から絞り込む。絞り込み

にあたっては、以下の表に示した内容に該当するものを除外した。 

表 5．6 概略検討から除外するＩＴＳコンポーネント及び理由 

理由 該当コンポーネント 

１． チェンナイにすでに導入されているもの 

７）  ＣＣＴＶ 違反車両取り締まり

システム 

１１） 既存料金所の料金徴収システム 

１５） 事故データ管理システム 

２２） 道路台帳データベース 

２５） 商用車両運行管理システム 

２． 基本計画又は詳細調査を必要とするもの 

２０） クリアリングハウスと相互運用

カード 

２１） 駐車場管理システム 

３． 

ＩＴＳの設置にあたりインフラ整備を必要とするも

の 

注（＊１） 

２１） 駐車場管理システム 

２３）  歩道自転車道情報提供システム 

２４） 自転車シェアシステム 

４． インド側によって既に準備が進行中のもの 
８）   ナンバープレート認証システム 

（入札準備中） 

５． 一般的に民間セクターが整備するもの 
２５） 商用車両運行管理システム 

１１） 既存料金所の料金徴収システム 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

注 （＊１）： チェンナイ周辺環状道路のＩＴＳはまず道路建設という大規模なインフラ開発を必要とするが、

チェンナイにおける交通流を大幅に改善することが期待されることから、対象とする。  

概略検討対象のＩＴＳコンポーネントは以下となる。 
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＜短期＞ 

１） チェンナイ交通情報センター 

  ２） 交通警察の交通管理センター 

４） プローブシステム 

５） 交通量計測システム 

６） ＣＣＴＶ交通監視システム 

９） 冠水計測・警告システム 

１０） 可変表示板システム 

１２） インターネット／ＳＭＳによる情報提供システム 

１３） エリア交通信号制御システム 

１６） 市バス管理センター 

１７） 市バス運行管理システム 

１８） 市バス情報提供システム 

１９） 市バス運賃支払システム 

＜中期＞ 

  ３） チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター 

  １１） チェンナイ周辺環状道路の料金徴収システム 

  １４） チェンナイ周辺環状道路の動的軸重計測システム 
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5.7 ＩＴＳの実施スケジュール（案） 

選定されたＩＴＳの実施スケジュール案を次ページに示す。 
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表 5．7 提案される実施スケジュール  

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

(既存のナンバーを交換するのに必要な期間)

  :運用

中
期

チ
ェ
ン
ナ
イ
周
辺
道
路
の
IT
S

交通管制システム

料金徴収システム

動的軸重計測システム

  :準備 (設計, 調達, 設置, など.)

市バスシステムは チェンナイ交通情報システムの運用
が開始される前に導入される必要がある

市バス運行管理システム

市バス情報提供システム

市バス運賃支払いシステム

図中の茶線は既存のセンターの改修期間を示す

可変表示板システム

エリア交通信号制御システム

エリア交通信号制御システムは2ステージで導入
  -1st ステージ: 市中心部に150基設置
  -2nd ステージ: エンノール港、チェンナイバイパス
とシルセリに囲まれる地域で230基の設置

冠水計測・警告システム

インターネット/SMSによる情報提供システム

短
期
：
都
市
内
I
T
S

チ
ェ
ン
ナ
イ
交
通
情
報
セ
ン
タ
ー

チェンナイ交通情報センター

2020 2021

CCTV 交通監視システム

交
通
管
理
シ
ス
テ
ム

(
チ
ェ
ン
ナ
イ
交
通
警
察
) 交通警察の交通管理センター

市
バ
ス
シ
ス
テ
ム

市バス管理センター

将来的な道路ネットワークや交通状況の変化に合わせ
て、タクシーや商用車両からのプローブや交通計測
システムの追加等を行う

プローブシステム

交通量計測システム

都市内鉄道フェーズ‐2 延長

推奨されるITSコンポーネント
短期 中期 長期

備考
2017 2018 2019 2026 20272022 2023 2024 2025

外環状道路 (フェーズ-2）
（全線開通)

メトロフェーズ-1 メトロフェーズ2の建設が現在検討中

メトロフェーズ-1 延長

ナンバープレートの標準化 標準化されたナンバープレートのベンダー選定が進行中

クリアリングハウスと交通系共通カード

チェンナイ周辺環状道路 (セクション-1)

ITSと主要なイベントの技術的な必要条件
短期 中期 長期

2022 2023 2024 2025 2026
備考

2017 2018 2019 2020 2021 2027

(拡張)

(ステージ-1 :150ATSC )

(ステージ-2 :230ATSC)
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6 ＩＴＳコンポーネントの概略検討 

6.1 チェンナイ交通情報センター 

6.1.1 チェンナイ交通情報センターの目的とサブシステム 

チェンナイ交通情報センターは以下の目的で設立される。 

 定量的なデータによるチェンナイ都市圏の交通状況の包括的な把握

 量動的な交通情報の利用者への提供

 蓄積された定量的データの道路交通に係る計画や評価への活用

 市内道路の地下構造部における浸水を避けるための利用者への警告

以下のサブシステムから構成される。 

 プローブシステム

 交通量計測システム

 冠水計測・警告システム

 センターシステム

次節ではサブシステムについて説明する。 

 

6.1.2 プローブシステム 

(1) 目的 

プローブシステムは利用者に提供する交通情報を生成すること、蓄積されたデータを交通管理

や道路計画等に活用することを目的として導入される。 

車両にプローブ機器を設置し、位置情報を動的に収集する。プローブ機器はＧＰＳユニット、

プロセッサーユニット、通信ユニット、電力ユニットなどから構成される。  
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衛星が時間信号を送信し、その時間信号を地上のＧＰＳユニットが受信する。ＧＰＳユニット

は複数の衛星から信号を受信し、自身の位置を特定する。精度は１０ｍ－１００ｍの範囲であ

り、高層建築が周囲に存在するような場合はその精度に影響を受ける。 

プローブ機器は経度緯度情報や時間等を記録し、そのデータを定期的にセンターに送信する。

センターで受信したデータを解析し、旅行時間や旅行速度を計算し、電子地図上に反映した後、

渋滞情報として利用者に提供する。データは蓄積されるほど渋滞予測の精度を高めることがで

きる。またこうした蓄積データは統計情報として計画局や道路管理者といった関連機関によっ

て活用することも可能である。 

プローブデータにより特定された渋滞のイメージを下図に示す。 

 

（出典：インターナビプレミアムクラブ，ホンダ） 

図 6．1 プローブデータの活用による渋滞ルートの特定イメージ 

 

(2) バスプローブデータの活用 

チェンナイ都市圏交通公社は約３８００台の市バスを管理し、これらのバスはチェンナイバイ

パスと外環状道路を除いた幹線道路を高い頻度で運航している。現時点では、市内バスのＩＴ

Ｓシステムは導入されていない。しかし本調査において、チェンナイ都市圏交通公社は市バス

のＩＴＳシステムを導入したいとの意向を持っていることが確認された。  
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これはチェンナイの市バス網が交通渋滞情報生成のためのデータソースとなる可能性を示して

いる。しかしこれは、チェンナイ都市圏交通公社がシステムを導入することが前提であり、ゆ

えに、チェンナイ都市圏交通公社によるシステムの導入がチェンナイ交通情報センターにとっ

て重要な要素となる。チェンナイ都市圏交通公社の市バスシステムの状況については後で説明

する。 

チェンナイ交通情報センターは市バス管理センターから提供されたプローブデータを活用する。

プローブデータのデータソースは他にも、タクシーやオートリキシャなど将来的に拡大してゆ

く。 

チェンナイ交通情報センターのプローブシステム全体イメージを下図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．2 チェンナイ交通情報センターのプローブシステム全体イメージ 

 

(3) 通信システムダイアグラム 

下図にプローブシステムの通信システムダイアグラムを示す。プローブデータはタミル・ナド

州データセンター経由でチェンナイ都市圏交通公社からチェンナイ交通情報センターに提供さ

れる。チェンナイ都市圏交通公社とチェンナイ交通情報センターのサーバーはセキュリティや
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管理の面で良好な環境を有するタミル・ナド州データセンターに設置することが推奨される。

プローブデータはバスから送信され、移動体通信網を通じてチェンナイ都市圏交通公社のサー

バーに送られ、ＬＡＮネットワークを通じてチェンナイ交通情報センターに提供される。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．3 プローブシステム通信システムダイヤグラム 

 

6.1.3 交通量計測システム 

(1) 目的 

以下の理由で交通量計測システムはチェンナイ交通情報センターに導入されることが望ましい。 

 交通量計測システムは車種毎に交通量を計測する。計測されたデータはチェンナイ

交通情報センターによって収集され、道路の新設や拡幅等の計画及び事業の評価等

に用いられる。交通量に加えて車速や占有率も計測でき、それらのデータはサーバ

ーに蓄積する。 

 上述した通り、交通量計測システムは車速も計測する。市バスは現在のところチェ

ンナイバイパス、外環状道路を運行していないため、これらの道路ではプローブデ

ータを収集できない。ゆえにこれらの道路では交通量に加え、速度データを活用す

ることとし、バスプローブデータを補完することを推奨する。交通量と占有率もま

た、計測し、チェンナイ交通情報センターに蓄積する。 
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(2) 交通量計測システムの種類 

交通量計測システムは主に４種類の方式が存在する。：１）超音波方式 ，２）ループコイル

方式，３）画像処理方式 、そして４）赤外線方式である。チェンナイでは車両が車線を守ら

ないことや、舗装がきちんと整備されていないため、画像処理方式が推奨される。 

下図にループコイル方式と画像処理方式の交通量計測システムイメージを示す。 

（出典：住友電工株式） 

図 6．4 ループコイル方式 

（出典：住友電工株式） 

図 6．5 画像処理方式 

ループコイル方式は車線ごとに交通量を計測する。ゆえに車線を守らない交通状況においては

精度が低下する。その上、ループコイルは道路の表面に埋めこむため、メンテナンスの際は道

路の開削が必要になる。 

超音波方式と赤外線方式も車線ごとに交通量を計測する。したがって、ループコイル方式と同

様に車線を守らない交通状況が大きな課題となる。． 

  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．6 ループコイル方式（ケース１） 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．7 ループコイル方式（ケース２） 

一方で画像処理方式では車両の動きを捉え、それを処理するため１台のカメラで３～４車線を

計測できる。下図に標準的な設置イメージを示す。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．8 画像処理方式：標準的な設置イメージ（縦面） 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．9 画像処理方式：標準的な設置イメージ（平面） 

 

一方、車線を守らない混合交通の状況下においては、二輪車を計測することはどの方式であっ

ても技術的に難しい点、留意する必要がある。それでも、画像処理方式であれば他の方式に比

べ、より高い精度が期待できる。  

 

(3) 整備計画 

交通量計測システムの導入カ所は主要道路の主な交差点間の中間地点が望ましい。主要道路に

は国道、州道、市道、内環状道路を含む。加えてプローブデータを補完する目的で速度を計測

するために２ｋｍ間隔でチェンナイバイパスと外環状道路にも導入する。一つの交通量計測機

器が片方の車線を計測するため、設置個所ごと２基ずつに導入する。  
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下図に交通量計測システムの導入個所を示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．10 交通量計測システムの導入個所 
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計１１５か所（２３０基）が図 6．10 で示す通り特定された。交通量計測システムの数は将来

の道路新設／拡幅等の環境変化に従い増加させてもよい。 

 

(4) 通信システムダイアグラム 

交通量計測システムによって測定されたデータは移動体通信網、または光ファイバー網を通っ

てチェンナイ交通情報センターに送信される。光ファイバーケーブルが設置個所近傍に存在す

れば光ファイバー網を使用する。存在しなければ、移動体通信網を用いる。通信システムのダ

イアグラムを下図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．11 交通量計測システムの通信システムダイアグラム 

 

6.1.4 冠水計測・警告システム 

(1) 目的 

チェンナイ都市圏は２０１５年１１月から１２月にかけての北東モンスーンによる大雨を原因

として洪水に見舞われ、道路、空港を含む交通インフラが甚大な被害を受けた。このような規

模の災害は頻繁に発生するわけではないが、大雨による洪水はチェンナイ市内の多くの場所で

発生する。大雨の季節には市内道路の地下構造部分で冠水し、道路利用者が危険にさらされて

いる。 

ゆえに冠水計測・警告システムのチェンナイへの導入が推奨される。市内道路の市内道路の地

下構造部分の水位を計測し、チェンナイ交通情報センターにて専用のＣＣＴＶで状況を監視す
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る。水位が危険なレベルに達した場合、手前に設置した可変情報板やその他の他の情報媒体を

通じて道路利用者に対して情報を提供する。冠水計測・警告システムの目的は以下となる。 

 チェンナイの中心部の市内道路の地下構造箇所での冠水の検知 

 道路利用者が冠水地点の走行を避けるための、情報提供及び警告メッセージの発信 

 道路排水設備など道路設備の改良のための測定データの活用 

 冠水情報を蓄積し道路管理者、交通警察、計画局などの関係機関に対する情報共有 

注：冠水計測・警告システムの可変情報表示板とＣＣＴＶは本システム専用で使用される。 

以下の図に冠水計測・警告システムのイメージを示す。 

 

 

 

 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．12 冠水計測・警告システムイメージ 

 

(2) 整備計画 

冠水計測装置、ＣＣＴＶ、可変情報表示板は以下の図に示すとおり、チェンナイの中心部にお

ける道路の地下構造の個所に導入する。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．13 冠水計測・警告システムの導入個所 
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１つの路側機器は、冠水測定センサー１基、可変情報表示板とＣＣＴＶそれぞれ２基ずつから

成る。可変情報表示板は道路の両側に設置され、道路の地下構造箇所に向かうドライバーに対

して警告する。ＣＣＴＶは可変情報表示板のポールに設置され、道路の両側から洪水の状況を

監視する。  

１２か所（２４基の可変情報表示板とＣＣＴＶ）が図 6．13 で示す通り特定された。路側機器

の数は将来の道路新設／拡幅等の環境変化に従い増加させてもよい。 

注：チェンナイには大雨の際、上記の図で示した個所以外にも、冠水する個所が多く存在する。

しかしながら、それらの個所の多くは排水設備の未整備等、既存の道路インフラに起因する問

題であると考えられ、そのような地点は上記の個所には含めていない。上記の個所はあくまで

も市内道路の地下構造となっている箇所のみを挙げている。 

 

(3)  通信システムダイアグラム 

冠水データやＣＣＴＶ映像、警告メッセージなどのデータは移動体通信網、または光ファイバ

ー網を通ってチェンナイ交通情報センターに送信される。光ファイバーケーブルが設置個所近

傍に存在すれば光ファイバー網を使用する。存在しなければ、移動体通信網を用いる。通信シ

ステムのダイアグラムを図 6．14に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．14 冠水計測・警告システムの通信システムダイアグラム 
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6.1.5 センターシステム （チェンナイ交通情報センター） 

(1) 目的 

センターシステムは、以下の目的で導入する。 

 渋滞や事故など交通に影響を与えるような交通イベント情報をリアルタイムで収集

する

 収集したデータを処理し道路利用者や道路・交通管理者にとって有効な情報に変換

する

 リアルタイムで収集・処理されたデータを監視する

 道路利用者に対して渋滞、事故、災害などに関して注意喚起を促し、迂回等必要な

交通行動を取ることができるよう、情報提供する

 処理されたデータを編集・蓄積し、効果的な計画、運営、メンテナンス、プロジェ

クト評価等のために活用する

 都市内ＩＴＳの運営を管理する

 チェンナイ交通情報センターのＩＴＳ設備を維持管理する

 

(2) チェンナイ交通情報センターの機能 

チェンナイ交通情報センターは交通流、交通量、冠水レベル等の測定データを以下のサブシス

テムから収集し、自動的に道路交通情報に加工する。 

 プローブシステム

 交通量計測システム

 冠水計測・警告システム

道路交通情報は可変情報板、インターネット、Ｅメール、ＳＭＳを通じて利用者に提供される。

ＥメールとＳＭＳは登録者に向けて送信される。可変情報板によって交通情報を提供する権限

は、交通警察の交通管理センターの可変情報板コンソールに割り当てられることが予想される

ことから、チェンナイ交通情報センターは処理結果を交通警察の交通管理センターに設置され
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た可変情報表示板のサーバーに送信する。データはデータベースに蓄積し、統計分析などに活

用されるとともに、交通／道路管理者等の関係者に共有される。 

大型分割テレビスクリーンをチェンナイ交通情報センターに設置する。収集し処理されたデー

タを表示しオペレータが監視する。道路・交通の状況は簡易表示された道路ネットワーク上に

表示される。  

コールセンターもチェンナイ交通情報センターに設置する。一般市民からの問い合わせや関係

機関からの情報共有に対するリクエスト等に対応する。 

チェンナイ周辺環状道路のＩＴＳ設備で測定されたデータと可変情報板に表示された情報は必

要に応じてチェンナイ周辺環状道路への交通誘導に活用する目的でチェンナイ情報交通センタ

ーに共有される。 

外部のセンターとの接続を下表にまとめた。 

表 6．1 外部のセンターとの接続 

センター 収集されるデータ データ収集の目的 

チェンナイ周辺環状

道路の交通管制  

センター 

交通量と平均速度 

可変表示板に表示され

るイメージ 

チェンナイ市内を目的地としない交通をチェンナイ

周辺環状道路へ誘導する。 

交通警察の交通管理

センター 

可変表示板に表示され

るイメージ 

可変表示板に表示されているイメージとチェンナイ

交通情報センターによって生成された情報が一致し

ているかどうかの確認をする。 

市バス交通管理   

センター 
プローブデータ 渋滞情報を生成する。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

チェンナイ交通情報センターの概念的な構成を以下に示す。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．15 チェンナイ交通情報センターの概念的な構成 

 

(3) チェンナイ交通情報センターのコンポーネント 

チェンナイ交通情報センターは以下の表に示されるコンポーネントと機能から構成される。 
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表 6．2 チェンナイ交通情報センターのコンポーネントと機能 

コンポーネント 機能 

サーバー 

データベース管理 

サブシステム管理 

ネットワーク管理 

表示と監視 

システム・パラメータ管理 

他機関とのデータ交換 

レポート編集と印刷 

プローブシステムサーバー 

プローブデータ収集 

マップマッチング（＊） 

走行速度算出 

交通状況データ生成 

交通量計測システムサーバー 
交通量計測システムデータ収集 

交通データ分析 

ウェブサーバー インターネットによる情報提供 

Ｅメールとメッセージサーバー 
電子メールの自動発行と登録加入者へのショート・メッセー

ジ・サービス（ＳＭＳ） 

大型分割テレビスクリーン 
交通状況とその他様々な統計・動的情報を加えた情報を図式化

された道路地図上に表示 

大型分割テレビスクリーン  

サーバー 
大型分割テレビスクリーン管理 

オペレータコンソール 

チェンナイ交通情報センターの様々な活動を管理するためのコ

ンソール 

チェンナイ交通情報センターのサブシステムを管理するための

コンソール 

コールセンターを管理するためのコンソール 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

注 （＊）：電子地図は電子形式の道路地図である。電子地図の道路網はリンクに分けられ、

座標とその他の属性情報を含んでいる。システムがそれらの情報を識別できるように、情報は

デジタル形式で表される。 

プローブデータは緯度経度から成る位置情報と時間情報を含む。プローブ機器はこのデータを

１０秒間隔、１分間隔等の定期的な間隔で記録し、記録されたデータは連続的に地図上にプロ

ットされる。しかし、１０－１００ｍの範囲で誤差を含んでいる場合が多い。ゆえにプロット

された位置を道路網上に修正する。その上で、車両が通過したルートを視覚的に道路地図上で

表わす。結果として、旅行速度、到着時間等の交通状況が判定される。 
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大型分割テレビスクリーンはチェンナイ交通情報センターの主要なコンポ―ネントの一つであ

る。大画面のモニターと関連機器を交通状況や関連する情報を表示するために導入する。セン

ターのスタッフの間で情報を共有するために使用され、必要な対応が取られる。以下に大型分

割テレビスクリーンの簡略図示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．16 大型分割テレビスクリーン簡略図 
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6.2 交通警察の交通管理システム 

6.2.1 エリア交通信号制御システム 

(1) 現況の課題と新しい信号システムの必要性 

固定周期の信号システムの機能は限定的である。チェンナイではピーク時間、週日／休日等の

交通量の変化があるにもかかわらず、多くの信号が固定周期の信号である。固定周期の場合、

赤時間が無駄に長くなり信号待ちの車両に遅れを生じさせるなどの悪影響を与える。これに加

えて、近接する信号間での連携も行われていない。 

道路密度が高く、交差点が近接する市中心部の道路網では、各交差点での停止回数を減らすこ

とで、大きな交通量の交通を効率的に処理でき、交差点間の連携信号が大変重要となる。国道

４５号のような幹線道路において、朝・夕のピーク時間帯で方向別の交通量の違いが明確な交

通状況では、交通量に応じて最適な信号のサイクルを適用することが非常に効果的である。 

既存の信号システムは、車両の検知や、交通量、速度あるいは、方向別進入路それぞれの交通

状況を示す占有率等を測定する車両検知器が存在しない。従って、交通状況の変化に対応でき

ていない。信号制御の利点は、車両検知器によって収集された方向別進入路の交通状況に基づ

いて信号の周期を自動的に変更・調整可能なことである。 

信号制御は、旅行時間や燃料消費の改善、及び大気汚染の削減に大きく貢献する。個々の車両

の全体の交通に対する貢献度は限定的であるが、都市内を走行する全車両数を考慮すれば、相

当な量となる。チェンナイの現在の交通の状況から、早期に効率的な信号システムの導入が必

要であると判断される。 

 

(2) エリア交通信号制御システム 

提案したエリア交通信号制御システムは、車両検知器により収集した方向別進入路の交通状況

と対象エリア内の他の信号との連携に基づき、信号周期を自動的に調整する。 
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交通状況のデータを収集するため、車両検知器を道路網の様々な箇所に設置する。車両検知器

のデータはセンターに送られ、処理・分析される。検知されたデータに基づき、各信号のサイ

クルを最適にするパラメータ（サイクル長※１、スプリット※２とオフセット※３）が決められる。

各信号は、センターによりコントロールされ、信号間の連携がなされる。エリア交通信号制御

システムのイメージを下図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．17 エリア交通信号制御システムのイメージ 

 

注釈 （＊１， ２， ３）： 交通信号には、サイクル長、スプリット、オフセットの３つのパラ

メータがある。サイクル長とスプリットは交通信号の現示のタイミングを決める。一方、オフ

セットは近接する２つの交通信号の関係を決めるものである。 

サイクル長：信号表示が一巡するのに要する時間（例：青から次の青までの時間）。 

スプリット：交差点での１サイクル間内での赤・青・黄の時間の割合。 

オフセット：隣接する信号間での青信号開始時間の差。 

 

Traffic Control Centre

 

Detector data processing

Traffic condition analysis

Optimum parameters

(Cycle, split and offset)

Sub-area
Detector Data

Signal 

Control
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a)  必要な機能 

エリア交通信号制御システムは、交差点における制御器及びセンター制御によって実現される

ものである。以下に詳細を記載する。 

b)  交差点における制御器の機能 

交差点における制御器には下記の機能が必要となる。 

i.) 時刻制御管理 

時刻制御管理は、時間帯や曜日に応じて予め設定された信号タイミングを適用するものである。

異なる時刻ごとにそれらに応じた信号タイミング値を事前に設定し、信号制御器及びセンター

のサーバーの両方に記憶させておく。信号制御器とセンターの間で通信が途絶えた場合、信号

制御器に内蔵されている時計及びカレンダーと、あらかじめ記憶させた信号タイミング設定値

を元に時刻制御管理モードとして動作する。 

時刻制御管理制御を実施するためには、時計とカレンダーが信号制御器に内蔵されている必要

がある。時計は水晶時計又はＧＰＳ時計となり、カレンダーには祝日のタイミング設定値が機

能するよう祝日を記憶させておく。 

タイミング設定値は、例えば１年に一回程度、交通状況に応じて見直しをする必要がある。 

T
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Hourly Fluctuation
240

Multiple patterns

Morning Peak Evening Peak

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．18 時刻制御管理制御の変更イメージ 
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ii.) 作動制御 

作動制御は、信号サイクルにおけるミクロ・レベルでの制御である。信号表示の時間は、車両

の到着の有無を基に調整される。もし、信号が青表示の時に交差点へ向かってくる車両を検知

した場合、青表示の時間を延ばすことにより、車両は停止することなく交差点を通過させる。

一方、検知する車両が存在しない場合は、青表示の無駄を最小化するため、あらかじめ設定さ

れた表示時間よりも早く青表示を完了させる。 

この制御を実現するためには、交差点の停止線手前から適切な距離に車両検知器が必要となる。

右折する車両に適用された作動制御方式の例を、下記の図に示す。 

Detection signal

Vehicle Detector

Local controller

Initial green

Unit extension

Maximum green

Actuation

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．19 作動制御の例 

iii.) 複数の現示パターン 

交通信号は青表示の現示を順次与えることにより、車両をそれぞれの方向へ誘導する。各交差

点の交通特性からそれらに応じた現示パターンが決まる。交通需要の変化に対応するため、同

じ交差点でも１日のうちで異なる時刻の交通特性に応じた現示パターンが必要となる。 

下図は同じ交差点における異なる現示パターンの適用事例である。ピーク時間帯で右折交通が

多い場合、右折専用矢印の現示を与える。一方、オフピーク時間帯で右折交通が少ないときは、

右折矢印の現示を与えず、右折を可能とする。様々な交通特性に対応可能な現示表示の機能が

信号制御機に実装される必要がある。 
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Off-peak hourPeak hour

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．20 同一交差点における複数の現示パターンの例 

 

iv.) 点滅表示 

点滅表示も現示の一つであり、赤、或いは黄色の点滅表示を行う。交通量が少ない夜間に点滅

表示を行い、点滅している間、歩行者信号は消灯した状態となる。 

v.) 連携信号 

近傍に設置された信号は、連携することにより、車両が赤信号で停止することなく走行を可能

とする（これをグリーン・ウェーブと呼ぶ）。これにより信号の待ち時間が削減される。イメ

ージを下図に示す。グリーン・ウェーブを行うには、近傍の信号は、同じサイクルで作動する。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．21 連携信号のグリーン・ウエーブイメージ 
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vi.) 信号作動状況の監視  

不具合によって発生する危険な状況を回避するため、信号制御機の正常な動作を保証しなけれ

ばならない。このため、制御機に組み込まれた診断プログラムによって信号制御機の動作を常

時監視する。以下に示す監視及びフェール・セーフ機能を実装する必要がある。 

青 － 青コンフリクト：交差する双方向の信号表示が同時に青表示になった場合に、コンフ

リクトとして異常を検知し、即座に信号を点滅表示させる。 

信号の表示間隔の監視：信号の各現示の表示時間は、事前に設定された最小時間と最大時間の

範囲内で表示する。もし、ある現示の表示時間が事前に設定されたものより長くなったり、短

くなった場合は、３色表示の動作を停止し、点滅表示する。 

c)  システムレベルの機能 

センターによって、サイクル長、スプリット及びオフセットを信号制御器ごとに決定し、これ

らによって作動するように信号制御器に指示を与える。システムレベルの信号制御は、下記の

機能を含む。 

i.) サブエリアの編成 

センターによって交差点の信号は、信号制御のため交差点をグループ化してサブエリアに編成

される。サブエリアは信号制御の最小の単位であり、交差点の大きさ、交通量、方向、信号間

距離等により、一基から数基の信号制御器から成る。一つのサブエリア内の全ての信号は、同

じサイクルで動作し、サブエリア内での信号間でのオフセットが可能となる。 

サブエリアは、近接する二つのサブエリアの交通状況が時間帯等によって類似する場合、両サ

ブエリアを統一して同一の制御を可能とする拡大サブエリアに編成する。反対に、交通状況が

異なれば、サブエリアを分離し、各サブエリアは異なる設定値で制御される。 

ii.) 制御反応の時間 

車両検知器により収集した交通状況のテ゛ータを基に、サイクル長、スプリット、オフセット

から成る最適な設定値を信号制御器毎に、センターにて生成、又は選択する。 
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これらの設定値は、５分毎に見直されるが、新しい設定値による制御へと瞬時に移行すると事

故を誘発する危険がある。従って、信号制御の設定値が計算されるたびに瞬時に制御が変更さ

れることを防ぐ機能が必要となる。 

iii.) オフセットの移行 

現時点のオフセットから、新たに計算された異なるオフセットへ移行する場合、信号のサイク

ル長を短くしたり、長くすることで調整しながら同期させていく。  

また、突然の信号現示表示の変更を避けるために、交差点内の全ての信号のサイクル長の調整

が必要となる。 

d)  車両検知器データ 

i.)  データの収集 

車両検知器のデータは、設定された時間間隔でセンターに収集されるが、この収集方法は二つ

あり、いずれかの方法をとる。一つ目は、検知されたデータを継続的にセンターに送り、交通

量や時間占有率をセンターにて、設定された時間間隔毎に計算する。二つ目は、設定された時

間間隔まで車両検知器にてデータを蓄積し、その時間間隔の終了と同時にセンターへ蓄積デー

タを送る。一つ目の方法は、リアルタイムでのデータの送信となり、二つ目の方法に比べ、デ

ータ量が大きくなる。一方、二つ目の方法は時刻の同期が必要となる。一つ目の方法がより適

切である。その理由は、車両検知器の機能を簡素化でき、また継続的なデータの送信であって

もそれほどの負担はかからないためである。 

ii.) 車両検知器データの処理 

車両検知器からの検知データは、データ誤りチェックの後、交通量と時間占有率の計算のため

に処理される。データ処理の時間間隔は、交通制御の場合５分が適切である。 

交通量と占有率のデータを元に検知器の個所毎に飽和度、または渋滞度を計算する。計算結果

が信号制御ソフトウエアに適用され、現在の交通状況に伴った最適な信号制御パラメータ値を

生成する。 
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これらの交通データは、蓄積または平均値に整理され、一時間毎の統計値の算出や交通状況の

記録などに利用される。 

 

iii.) 車両検知器のエラーチェック機能 

車両検知器のデータは、エラーチェック処理を行った後に信号制御システムに送られる。これ

は、誤ったデータを基に間違った信号表示が起こらないようにするためである。エラーチェッ

クは、事前に設定された最小又は最大の閾値と、車両検知器から送られた交通量と占有率ある

いはその両方の組み合わせとの比較などを行う。 

e)  信号作動状況の監視 

信号の作動状況は、毎秒毎に継続して監視しなければならない。信号制御器の診断プログラム

により異常が検知された場合、信号表示は直ちに点滅モードとなる。センターと信号制御器の

間の通信が途絶えた場合、その時点での信号制御パラメータ値によりそのまま作動する。  

センターと信号制御器の間の通信が回復すると、信号制御器は自動で遠隔制御モードに戻り、

センターから送られる指示により作動する。 

世界で主要な信号システム方式の比較を以下に示す 
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表 6．3 主要な信号システム方式の比較 

方法 エリアコントロール ラインコントロール ポイントコントロール 

特徴 
 重要な交差点に基づくエリア制御 

 渋滞量と滞留長の減少 

 ライン交通信号制御 

 車群の到着時間予想による青信号時

間調整 

 主要な交差点の信号制御 

 交通飽和度に基づくスプリットの最適

化と制御パターンに従ったオフセット

管理 

イメージ 

   

センサー 

位置 

 主要な交差点の進入口 

 交通量センサー（交差点進入口） 

 渋滞滞留長センサー（主要な交差点か

ら１５０ｍ、３００ｍ、５００ｍ地

点） 

 交差点出口 

 交通量センサー（交差点から１５０

もしくは２００ｍ地点） 

 交差点進入口 

 交通量センサー（交差点進入口） 

管理指標 

 交通量 

 渋滞滞留長 

 旅行時間 

 到着時間予測 

 交通量 

 青信号時間 

 交通量 

 青信号時間 

サブエリア 
交通状況に応じて自動的にサブエリア

を統合・分離する 
固定サブエリア サブエリアなし 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

チェンナイの交通状況を考慮すると、エリアコントロールが最も適していると考えられる。 

Sensor 

Sensor 

センサー センサー 
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f)  エリア交通信号制御システムの整備計画 

＜対象エリアの選定＞ 

チェンナイにおけるエリア交通信号制御システム導入の対象エリアは以下を含むエリアとした。 

 交通需要予測の結果、混雑度交通量交通容量がを超える箇所を含むエリア

 エンノール港を含むエリア

 国道号沿いのＴａｍｂａｒａｍ地区慢性的な渋滞が発生する地区を含むエリア

これを基に短期に以下の通り２ステージに分け導入することを提案する。 

ステージ１：渋滞が顕著な市内中心部（内環状道路、国道４号、国道４５号及び州道４９Ａ号

の北部を含むエリア） 

ステージ２：上記の全体対象エリアの残り 

 

信号の設置工事は通常複数のパーティに分け、各パーティがそれぞれの信号交差点を担当し、

並行して複数の信号交差点の工事を実施する。対象の交差点数が多すぎる場合、施工業者との

１つの工事契約では施工業者が準備できるパーティ数に限界があると想定される。また、施工

管理が難しくなり、結果として品質の低下と工期の遅延を招くリスクがある。さらに、工事期

間が集中することによって、市内の多くの場所で交通規制が必要になる。これらを考慮して、

エリア交通信号制御システムの導入は少なくとも、２ステージに分けることを推奨する。 

以下に各ステージにおける整備計画案を記す。 

＜短期＞ 

ステージ－１：センター制御に必要なコントロール・センターとセンター・システムに必要な

整備を行う。対象とする交差点は国道４号と国道５号及びマリーナ・ビーチによ

り囲まれる、早急に対策が必要な市内の中心部とし、合計１５０か所の交差点と

する。 
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ステージ－２：合計２３０か所の交差点とする。 

＜短期以降＞ 

将来の交通状況やインフラ整備等に応じて、必要となればさらに導入していく。  

 

ステージごとの整備対象エリアを図 6．22に示す。 



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査              最終報告書 

186 

 

（出典：ＪＩＣＡ 調査団） 

図 6．22 ステージ毎のエリア交通信号制御システムの整備エリア  

チェンナイ・バ
イパ

ス

国道5号

国道205号

国道4号

国道45号

短期 (ステージ 2)

短期 (ステージ 1)

チェンナイ周辺環状道路

外
環

状
道

路 (フ
ェーズ 2)

内環状道路

外
環

状
道

路
 (
フ

ェ
ー

ズ
 1

)

エンノール港

チェンナイ港

タンバラム

州道49号

州道49A号



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査              最終報告書 

187 

g)  通信システムダイアグラム 

車両検知器によって測定されたデータは、信号サーバーに送信され、信号サーバーの計算結果

は、信号制御器に送られる。通信は、光ファイバー網が望ましい。通信システムのダイアグラ

ムを図 6．23に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
図 6．23 エリア交通信号制御システムの通信システムダイアグラム 

 

6.2.2 ＣＣＴＶ交通監視システム 

(1) 目的 

ＣＣＴＶ 交通監視システムの目的は、現場の交通状況の監視であり、危険な交通事象を発見

するために導入する。ＣＣＴＶカメラは、必要に応じて、旋回、傾転及びズームの機能を用い

て車両やナンバー・プレート等を撮影する。 撮影された映像は、一定期間保存される。  

 

(2) ＣＣＴＶ交通監視システムの整備計画 

ＣＣＴＶ カメラは、市内のいくつかの主要な交差点には交通警察により導入済みであるため、

これら以外の事故多発箇所に追加のＣＣＴＶを設置することを推奨する。事故多発箇所とは、

主要道路のフライオーバーの両端部を指す。また、これらの場所は、分合流部のため渋滞のボ

トルネックとなる。ＣＣＴＶの設置位置のイメージを図 6．24に示す。 

LAN-SW Signal Server
Operation
Console

(High speed communication:Recommended)

Road side unit

Medeia
Converter

TNSDC Traffic Police

Signal 
Controller

Signal

Sensor

Signal 
Controller

Signal

Sensor

Fiber Optical Cable

Fiber Optical Cable

Network
Provider



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査              最終報告書 

188 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．24 ＣＣＴＶの設置イメージ 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．25 ＣＣＴＶ交通監視システムの導入個所 
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(3) 通信システムダイアグラム 

ＣＣＴＶカメラによって撮影された映像は移動体通信網、または光ファイバー網を通って交通

警察のセンターに送信される。光ファイバーケーブルが設置個所近傍に存在すれば光ファイバ

ー網を使用する。存在しなければ、移動体通信網を用いる。通信システムのダイアグラムを下

図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．26 ＣＣＴＶ交通監視システムの通信システムダイアグラム 

 

6.2.3 可変表示板システム 

(1) 目的 

可変表示板システムの目的は、道路、交通及び天候情報などをドライバーへ提供することであ

る。スマートフォンなどの情報端末を持っていない場合でも、全てのドライバーに対して情報

を提供することが可能であり、最も効果的な情報提供手段のひとつである。  

可変情報板には、メッセージやグラフィックを用いたもの等いくつかのタイプがある。設置す

る可変情報板は、多色で多様な表示が可能なグラフィック方式が望ましい。これは、ドライバ

ーが読むメッセージがほとんどなく、表示イメージによって道路状況や交通渋滞状況が理解で

きるためである。また、各事象や主要目的地までの旅行時間等様々な情報が表示可能である。

従って、ドライバーは、即座にどの道路を走行するかの選択が可能となる。 
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以下の表に、可変表示板のタイプ別の例を示す。 

表 6．4 可変表示板のタイプ別の例 

タイプ 例 機能 

メッセージとシンボル

表示方式 

 

 

 

 

道路、交通及び天候の情報をメッ

セージとシンボルを使って表示す

る。 

旅行時間表示方式 

 

 

 

 

設置地点から、主要な目的地まで

の旅行時間を表示する。 

グラフィック表示方式 

（多色、多様表示） 

 

 

 

 

ドライバーがルートの選択ができ

るよう、渋滞個所をグラフィック

を用いて表示する。事象や主要目

的地への旅行時間なども表示可能

である。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

(2) 可変表示板システムの整備計画 

可変表示板の設置位置は、内環状道路、外環状道路、チェンナイ・バイパス道路と主要な放射

状道路の交差点の上流側が望ましい。主要放射状道路は、国道５号、国道２０５号、国道４号、

国道４５号、州道４９Ａ号及び州道４９号である。これらの主要な交差点の上流部に設置し、

進行方向の主要な目的地までの予想旅行時間や渋滞の情報を提供することにより、代替路線へ

車両を誘導することを目的とする。下図に導入個所を示す。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．27 可変情報板の導入個所 
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(3) 通信システムダイアグラム 

可変情報板のデータは移動体通信網、または光ファイバー網を通って交通警察のセンターに送

信される。光ファイバーケーブルが設置個所近傍に存在すれば光ファイバー網を使用する。存

在しなければ、移動体通信網を用いる。通信システムのダイアグラムを図 6．28に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．28 可変情報板システムの通信システムダイアグラム 

 

6.3 チェンナイ周辺環状道路のためのＩＴＳコンポーネント 

チェンナイ周辺環状道路の全長は１３３．６５キロであり、５つのセクションに分割されてい

る。このうち、セクション１ は北部港アクセス道路と呼ばれ、エンノール港に接続される。

まだ決定されてはいないものの、セクション１は、有料道路区間としてアクセス制御されるこ

とがタミル・ナド州政府により検討されている。従って、チェンナイ周辺環状道路のＩＴＳに

ついては、次の２つのＩＴＳコンポーネントの導入を提案する： 

 料金徴収システム： セクション１ 

 交通管制システム： セクション１～セクション５ 
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6.3.1 料金徴収システム 

(1) 目的 

チェンナイ周辺環状道路の完成によって郊外からエンノール港への接続性が大幅に向上するも

のと期待される。これにより、チェンナイ周辺環状道路上の大型車両の交通量の増加が見込ま

れる。大型車両は舗装に損傷を与えるため、メンテナンスが非常に重要な課題となるが、通行

料金の徴収を可能とする料金徴収システムの導入により、収集した料金をチェンナイ周辺環状

道路の維持のために使用することが可能となる。過積載車両を管理することも舗装を保護する

ために重要である。アクセス制御されたセクション１は、入口に車重測定装置を設置すること

により、過積載車両を制御することが可能となる。 

したがって、料金徴収及び過積載車両を管理する目的で、料金徴収システムと動的軸重計測シ

ステムをチェンナイ周辺環状道路のセクション１に設置することを提案する。 

(2) 料金所設置個所と料金体系 

セクション１では、料金所は少なくとも３箇所必要となる。セクション２と国道５号が接続す

るセクション１の終点であるタチュール、外環状道路の北端近くとセクション１の支線の終点

であるミンジュール、及びエンノール港のゲート手前の終点である。 

チェンナイ周辺環状道路に適用される料金体系は、対距離課金方式なのか定額料金方式なのか

についてはまだ決定されていない。しかし、セクション１における高速道路ネットワーク構造

を考慮すれば、道路利用の公平性の観点から、走行した距離に応じた対距離課金方式の料金体

系を適用することが推奨される。 

対距離課金方式の場合、料金所は有料道路の入口と出口の両方で必要となる。料金徴収には主

に３つの方法がある。現金による徴収、タッチアンドゴー（Ｔ＆Ｇ）および自動料金徴収（Ｅ

ＴＣ）である。現金徴収の場合、車種、入り口インターチェンジ名、日付・時刻などの情報を

記述したチケット又は通過カードを入口料金所で運転手に渡す。出口料金所の料金収受員は、
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これらの情報を確認し、必要な料金を徴収する。タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)とＥＴＣの場合も、

基本的な手順は同様であり、これらのプロセスがシステムによって自動化される。 

下図にチェンナイ周辺環状道路のセクション１ を示す。 

 

（出典：ジェトロ， Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｍａｐ ｏｆ Ｇｒｅａｔｅｒ Ｃｈｅ

ｎｎａｉ Ｖｅｒｓｉｏｎ ４．０） 

図 6．29 チェンナイ周辺環状道路のセクション１（北部港アクセス道路） 

 

(3) 料金徴収方法 

チェンナイ周辺環状道路には、上記で述べた自動料金徴収（ＥＴＣ）、タッチアンドゴー（Ｔ

＆Ｇ）、および現金徴収の３つの徴収方法を導入することを推奨する。 

インドにおける高速道路のＥＴＣの国家標準として、インド国道庁によってＲＦＩＤ方式のＥ

ＴＣが展開され始めている。このシステムでは、ＦＡＳＴａｇ呼ばれるＲＦＩＤのタグを車両

のフロントガラスに取り付ける。固有のＩＤ番号が各車両に割り当てられ、タグのメモリに書

き込まれる。料金収受は自動的に行われ、車両はＥＴＣ料金所の入口と出口の双方で停止する

ことなく通過する。近年においては、インドのすべての新車にこのタグが標準装備されている。

ドライバーは、ＦＡＳＴａｇの料金収受を使用するために、利用者登録を行い、事前にオンラ

インアカウントを作成する。車両が料金ゲートを通過すると、通行料金がオンライン口座から

引き落とされる。ノンストップ料金徴収の実現化にはＥＴＣ専用レーンが必要とされる。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．30 ＦＡＳＴａｇ システムのＲＦＩＤ タグ 

 

タッチアンドゴー（Ｔ＆Ｇ）の場合は、料金所に設置されたカードリーダ／ライタにタッチし

たタイミングで、非接触ＩＣカードから通行料金が差し引かれる。これは、前払い決済システ

ムとなる。料金収受の処理速度を向上させるため、現金徴収用の全てのトールレーンにタッチ

アンドゴーを設置することが推奨される。 

チェンナイメトロ、市内バス、都市内鉄道等に使用が可能な交通系共通カードの導入が、チェ

ンナイ統合都市圏交通委員会によって検討されている。従って、この交通系共通カードと相互

運用が可能なスマートカードをチェンナイ周辺環状道路に採用することを提案する。 

交通系カードを異なる交通機関で利用できるように共通化した場合、複数の交通事業者間での

決済処理が必要となる。これを自動化したシステムをクリアリングハウスと呼ぶが、このクリ

アリングハウスは既にチェンナイメトロに構築されている。またチェンナイメトロに導入され

たカードシステムはＩＳＯ１４４４３タイプＡ、及びフェリカに対応しているため、これらと

互換性のあるカードをチェンナイ周辺環状道路の料金徴収システムのタッチアンドゴー(Ｔ＆

Ｇ)に採用することが推奨される。これによりチェンナイ周辺環状道路の運用開始時において一

定以上の数のタッチアンドゴー利用者の確保が期待できる。 
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（出典：一般財団法人道路新産業開発機構） 

図 6．31 タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)のトールブースイメージ 

 

ＩＲＣ（ＳＰ：９９－２０１３）には、上記システムの通行レーンの必要な処理能力が以下の

とおり記載されている。 

 現金徴収レーン：２４０台／時間 

 タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)レーン：３６０台／時間 

 ＥＴＣレーン：１２００台／時間 

タッチアンドゴー(Ｔ＆Ｇ)及びＥＴＣの処理能力は現金徴収よりもはるかに高い。タッチアン

ドゴー(Ｔ＆Ｇ)とＥＴＣの利用者数が増加すれば、料金所での渋滞緩和が期待される。 

 

(4) システム構成 

料金徴収システムは、基本的に以下の３つのレベルで構成される。 

①料金所（レーンコンピュータシステム、トールレーン機器、トールブース内機器） 

②料金事務所（プラザコンピュータシステム） 

③料金管理センター（料金管理センターシステム） 

以下に料金所のイメージを示す。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．32 料金所イメージ図  

 

①料金所（レーンコンピュータシステム、トールレーン機器、トールブース内機器） 

トールレーン機器とトールブースは、トールアイランドに設置される。トールレーン機器の処

理はレーンコンピュータシステムによって常時に監視される。レーンコンピュータシステムが、

車種判定、カードやＥＴＣの処理の確認等を行う。 

②料金事務所（プラザコンピュータシステム） 

プラザコンピュータシステムは、料金収受員による勤務記録、料金収受員が報告する徴収額と

システムでの集計額との突合せ、銀行振込の取扱いなどの管理等の機能を有する。 

③料金管理センター（料金管理センターシステム） 

料金管理センターは、チェンナイ周辺環状道路の料金所の建物の１つに整備され、料金徴収シ

ステム全体の運用を管理、監視する。料金管理センターシステムは、メインサーバが停止した

場合に備え、処理を引き継ぐ待機サーバーシステムとの二重化システム構成を持つものとする

ことが推奨される。 

 

STOP

トールブース

トールレーン

トールアイランド

トールアイランド
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プラザコンピュータシステムと料金管理センターシステムの間のデータ通信が途絶えた場合に

おいてもプラザコンピュータシステムを継続して稼働できるようにリアルタイムデータ通信を

必要としない自立型システムとして設計することが推奨される。 

 

(5) レーンコンピュータシステム 

以下の表に、レーンコンピュータシステムの主な機器を示す。 

表 6．5 レーンコンピュータシステムの機器リスト 

 機器 目的 

ト
ー
ル
ブ
ー
ス
内

 

トールレーンコントローラー すべてのトールレーン機器の制御と監視を行う。ま

た、料金徴収業務に必要な業務データやその他のデ

ータを格納する。 

料金収受員端末とレシートプ

リンタ  

料金収受員のためのインターフェース装置としてデ

ィスプレイとキーボードを有する。レシートプリン

タによってレシートを発行する。 

スマートカードリーダ／ライ

タ 

スマートカードのデータの読み取りや書き込みを行

う。 

非常時の足踏スイッチ 非常時に料金事務所に対して警報を出す。 

インターホン連絡ユニット 料金事務所とブース内の料金収受員の間での口頭に

よるコミュニケーションに使用する。 

ト
ー
ル
レ
ー
ン

 

手動式遮断機 現金徴収レーンでの遮断機 

頭上交通信号 料金徴収レーンが利用可能かどうかを信号表示で示

す。 

トールレーン上の交通信号 トールブース内に停止中の車両に対して、前進が可

能かどうかを示す。 

ＥＴＣ アンテナ 車両に取り付けられているＲＦＩＤタグと通信を行

い、ＥＴＣ処理のため通信を行う。 

料金表示機 料金差引き額やカード残高、又は必要に応じてその

他の情報を表示する。 

自動遮断機 ゲートにおける車両の移動を制御するもので、通常

は閉じられており、通過が許可された際に開く。 
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オレンジ色サイレン信号 非常事態が発生した際に、料金収受員が起動する。 

事故監視カメラ トールレーンの車両を撮影する。 

車両検知システム システムによって計測された車両の物理的形状に基

き、車種クラスを確定し請求額を決定する。 

動的軸重計測システム（＊

１） 

システムによって測定された超過車両を特定し、必

要なデータを記録する。 （詳細は下記） 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

注（＊１）：動的軸重計測システムは料金徴収システムと異なるが、上記の機器と同一の場所である

チェンナイ周辺環状道路の入口に設置することが推奨される。以下に、動的軸重計測システムを説明

する。 

 

車両の重量を検出するため、動的軸重計測システムをすべての料金所入口に設置することを推

奨する。車両がプラットフォーム上を通過すると、システムは車軸重量を測定し各々の車軸重

量を合計する。車両の過重量が検出されると、車両の総重量を測定するために静的車重計ブリ

ッジに導かれる。 

基本的に以下で構成される： 

 誘導ループコイル 

 軸センサー 

 ロードセルプラットフォーム 

 モニター 

 静的車重計ブリッジ 
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(6) プラザコンピュータシステム 

プラザコンピュータシステムは、各料金事務所の建物の制御室内に導入される。主な機能は以

下のとおりである： 

 トールレーン機器からのデータ収集と料金事務所の制御室内のモニターによるリアルタイ

ムの監視 

 モニター、プリンター端末及びデータ伝送装置を介しての、料金所／料金事務所管理とデ

ータ処理 

以下の表に、プラザコンピュータシステムを構成する主要なシステムを示す。 

表 6．6 プラザコンピュータシステムの主要なシステム 

主要なシステム 目的 

プラザコンピュータサーバ すべてのトランザクションを記録し、以下に記載する機能を実

現するためのデータ処理を行う。  

監査システムとワークステーショ

ン 

料金収受員と、自動車種判別システムによる車種判別の相違を

検出する。また、トールレーンの状況を監視する。 

Ｐｏｉｎｔ ｏｆ Ｓａｌｅｓと

ワークステーション 

ＦＡＳＴａｇとスマートカードの販売やリチャージに使用す

る。 

レポートシステムとワークステー

ション 

管理レポートを生成する。また、料金収受員のシフトを管理す

る。 

通行料金管理システムおよびワー

クステーション 

料金収受員によって申告された現金額と、システムによって集

計された額の突合せを行う。また、各料金所で収集した額を管

理する。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

(7) 料金管理センターシステム 

料金管理センターシステムの主要な機能を以下に示す。 

 チェンナイ周辺環状道路の料金徴収システムの運用と料金徴収システム全体の管理 

 プラザコンピュータシステムからのデータの取得及び、料金所ごとの収集額、職員の作業

やシフトの記録、各料金所の料金収受員、主要な機器やシステム障害等の管理 

 改訂通行料金表や最新の不正利用者リスト等の運用パラメータの見直しと、プラザコンピ

ュータシステムへの配信 
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 モニターやプリンター等による、レポート機能 

 モニターによる各料金所のトールレーンの監視（必要に応じて） 

料金管理センターシステムは、光ファイバー網を介して広域ネットワークによってプラザコン

ピュータシステムに接続する。以下の表に、料金管理センターシステムを構成する主要なシス

テムを示す。 

表 6．7 料金管理センターシステムの主要なシステム 

システム 目的 

料金管理センターコンピュータサーバ 

すべてのトランザクションを記録し、以下に記載する

機能を実現するためのデータを処理する。また、通行

料金表とブラックリスト情報の更新等の運用パラメー

タを管理し、プラザコンピュータを介してすべてのレ

ーンコンピュータに配信する。 

監視システムとワークステーション 各料金所のトールレーンを監視する。 

レポートシステムとワークステーション 
すべての料金所の情報と収入の詳細を基に、分析に必

要な管理レポートを生成する。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

6.3.2 交通管制システム 

交通管制システムは、チェンナイ周辺環状道路の安全と円滑な交通を確保するためにチェンナ

イ周辺環状道路の管理を支援するものである。システムは以下の主要部分から構成される。 

 データ／情報の収集 

 データ処理と監視  

 情報提供 

これらの情報は、チェンナイ交通情報センターと他の関連機関との間で共有される。 

チェンナイ周辺環状道路上の道路や交通状況のデータは、チェンナイ周辺環状道路に沿いに設

置された交通量計測装置、事象検知システム、気象監視システム、及びＣＣＴＶカメラによっ
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て収集される。これらの装置によって収集されたデータは、デジタル伝送システムを介してチ

ェンナイ周辺環状道路の交通管制センターに送られる。 

オペレータは、ワークステーションと大型ディスプレーでチェンナイ周辺環状道路の状況を監

視し、渋滞、事故、道路や車線の閉鎖、及び工事／保守作業等の事象やイベントが発生した場

合に対策を行う。チェンナイ周辺環状道路の交通／道路／気象状況の情報は、チェンナイ周辺

環状道路に設置した可変表示板やアクセス道路上に設置された可変表示板及びインターネット

を通じてチェンナイ周辺環状道路の利用者に提供される。ＳＭＳの登録者にも、事象の情報が

送信される。またこれらのデータや情報は、チェンナイ全土をカバーするチェンナイ交通情報

センターにも送信され、事象が発生した場合に交通警察、救急車やレッカーサービスなどの関

係機関と協力して対応することを可能とする。 

以下の図に、交通管制システムの全体のイメージを示す。 

 

（出典：ＮＥＸＣＯ東日本提供資料を基にＪＩＣＡ調査団が編集） 

図 6．33 交通管制システムイメージ 

 

 

Weather 

Monitoring 

Traffic Data Collection 

Traffic Control Centre 

Traffic Information Provision 
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下図に、交通管制システムのセンターのイメージを示す。 

 

（出典：ＮＥＸＣＯ東日本にてＪＩＣＡ調査団撮影） 

図 6．34 交通管制センターイメージ 

 

交通管制システムは、２４時間３６５日、継続して交通を監視する。チェンナイ周辺環状道路

の交通管制センターは、セクション１のうちの一つのインターチェンジに構築し、センターシ

ステムは、メインサーバとバックアップサーバからの２重化構成とすることが推奨される。こ

れによりメインサーバに障害が発生した場合でも、バックアップサーバが動作を引き継ぎ、継

続してシステムが稼働することを可能とする。 

交通管制システムの全体的なシステム構成を、下図に示す。 
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．  

（出典：ＪＩＣＡ調査団）   

図 6．35 交通管制システムの全体構成 

 

(1) データ／情報収集 

データ／情報収集として、ＣＣＴＶシステム、事象検知システム、交通量計測システム、およ

び気象監視システムの導入を提案する。 

ＣＣＴＶシステムは、交通の流れを監視するために使用する。事象検知システムは、停止車両

や逆走などの事象を自動で検知する。大事故や即時の対応を必要とする交通の事象が発生した

場合、チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターから現場にパトロール車両、交通警察、保

守チームやその他の関係者／機関に出動を要請する。撮影した映像は、一定期間保存されるも

のとする。 

交通量計測装置は、小型および大型車の２種類の車両の台数を計測するとともに、車速と占有

率を計測する。計測された車速は渋滞情報生成のために、チェンナイ交通情報センターのプロ

ーブシステムの補完として使用される。したがって、交通量計測装置によって収集された速度
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データは、チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターを介してチェンナイ交通情報センター

に伝送される。データは、一定期間保存されるものとする。 

下図に、車両を識別する交通量計測装置の撮影した画像を示す。 

 

（出典：住友電工株式会社）   

図 6．36 交通量計測装置による撮影イメージ 

 

気象監視システムは、気象状況を測定し、道路利用者へ悪天候の情報を提供するために必要な

システムである。道路利用者はこれにより、悪天候の際に適切な措置をとることが可能となる。

以下の目的のため、本システムをチェンナイ周辺環状道路に導入することを提案する： 

 チェンナイ周辺環状道路上の降水量、気温、風速／風向、視認性などの気象条件の測定。 

 危険な気象状況が検出された場合に、道路の閉鎖等の適切な対策を取るための気象データ

の活用。 

 道路利用者が必要な適切な措置を図ることを可能とするため、情報提供システムを介して、

気象情報の道路利用者への提供。 

 道路事業者や交通管理者などの関連機関に対して、測定した気象状況のデータの共有。 

非常電話については、携帯電話の普及により運転手が直接交通管制センターやその他の関係機

関へ連絡することが可能であるため、チェンナイ周辺環状道路に設置する必要性は低いと考え

られる。但し、コールセンターを設立し、専用番号を割り当てることが必要である。 
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(2) データ処理と監視 

交通量計測装置によって収集された交通量データはチェンナイ周辺環状道路の交通管制センタ

ーで処理され、統計管理に適したフォームに変換される。機器の不具合が検知された場合、オ

ペレータに警告が発せられる。 

ＣＣＴＶ カメラと事象検知カメラによって撮影された映像はオペレータによって監視され、

映像はデジタルビデオレコーダーによって記録される。異常な交通事象が事象検知システムに

よって検出された場合、警告が発せられる。 

コールセンターにかけられた全ての電話連絡は、後で再確認することが出来るよう、自動的に

記録される。 

 

(3) 情報提供 

交通情報やその他の関連情報は、可変表示板により道路利用者へ提供される。可変表示板は、

チェンナイ周辺環状道路の本線及び国道等の主要なアクセス道路に設置する。 提供する情報

は、下流側の道路・交通状況及び天候情報などであり、発生した事象に対して、運転手が迂回

等の適切な交通行動を図ることを可能とするためのものである。 

以下に示すように、２つの異なるタイプの可変表示板の設置を推奨する。 チェンナイ周辺環

状道路の本線上に設置される可変表示板は、必要なメッセージと一緒にグラフィックにより、

チェンナイ周辺環状道路に関する情報を表示する。アクセス道路上に設置される可変表示板は、

チェンナイ周辺環状道路の情報と外環状道路などのその他の主要な道路に関する情報を、必要

なメッセージとともに道路ネットワークの概略イメージにより表示する。これにより、運転手

が適切な経路を選択することを可能にする。 
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（出典：名古屋電気工業株式会社）   

図 6．37 チェンナイ周辺環状道路本線

に設置する可変表示板 

（出典：ＪＩＣＡ調査団撮影）   

図 6．38 アクセス道路に設置する可変

表示板 

交通情報についてはこの他、インターネットを介して提供することを提案する。混雑個所を示

す渋滞マップ、事故の発生個所、工事現場の個所等を、道路利用者に配信する。下図に、高速

道路上の交通マップの一例を示す。 

 

（出典：Ｈｏｕｓｔｏｎ： ｈｔｔｐ：／／ｔｒａｆｆｉｃ．ｈｏｕｓｔｏｎｔ

ｒａｎｓｔａｒ．ｏｒｇ／ｌａｙｅｒｓ／） 

図 6．39 交通マップの例  

http://traffic.houstontranstar.org/layers/
http://traffic.houstontranstar.org/layers/
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また、交通に関する警告情報を、電子メールやＳＭＳにより提供することを推奨する。事故、

工事、道路の閉鎖といった交通を妨げる事象が発生した場合、登録者に対してこれらの情報を

送信する。 

 

(4) チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターの中央サーバシステム 

チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターは中央サーバシステムを有し、チェンナイ周辺環

状道路のセクション１のうちの一つのインターチェンジに設立することを提案する。 

チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターの中央サーバシステムの主要な機能は以下となる。 

 路側機器からのデータ収集

 路側機器の監視・制御

 路側機器とのデータ通信

 大型ディスプレーによる交通や路側機器の監視

 データベース管理

 可変表示板やインターネットなどを通じての情報提供

 ヒューマンマシンインターフェース機能
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(5) チェンナイ周辺環状道路の路側機器の配置基準案 

チェンナイ周辺環状道路の路側機器の配置基準案を下表に示す。 

表 6．8 チェンナイ周辺環状道路の路側機器の配置標準（案） 

設備 場所 目的 数量 

可変表示板 

チェンナイ周辺環状道路

本線 

セクション－

１ 
オフランプ２００ｍ手前 チェンナイ周辺環状

道路情報の提供 

１ 

他セクション 交差点２００ｍ手前 ９ 

チェンナイ周辺環状道路

のアクセス道路 

セクション－

１ 

市内に向かう方向のオンラ

ンプ２００ｍ上流 チェンナイ周辺環状

道路と都市内道路情

報の提供 

１ 

他セクション 

市内に向かう方向の主要放

射道路交差点の２００ｍ 

上流 

４ 

ＣＣＴＶシステム 
チェンナイ周辺環状道路

本線 
全セクション 分合流手前２００ｍ 交通状況の監視 ２０ 

事象検知システム 
チェンナイ周辺環状道路

本線 

セクション－

１ 
分合流手前２００ｍ 異常事象の検知 ３ 

交通量計測システム 
チェンナイ周辺環状道路

本線 
全セクション 上下線２ ｋｍ毎（全線） 

交通量計測 

車速と占有率の計測 

（チェンナイ交通情

報センターで活用） 

１３４ 

気象監視システム 
チェンナイ周辺環状道路

本線 
全セクション 

インターチェンジ／主要交

差点の近傍 
気象状況を観測 ６ 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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上記の配置標準（案）に基づいたチェンナイ周辺環状道路の交通管制システムの路側機の配置

を下図に示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）   

図 6．40 交通管制システム機器の配置計画 
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6.4 公共バスへのＩＴＳの導入 

チェンナイの特徴として、港湾施設以外にも多くの工業団地や学校及び州道４９Ａ号のような

ＩＴ回廊が存在することであり、これらへの通勤・通学等の人の移動が顕著にみられるため、

公共交通への転換が大きな課題である。現在、チェンナイメトロが一部区間完成し、ネットワ

ークは延伸していくが、市民の移動の基本は、チェンナイ市内の多くの場所に存在するバス停

やバスターミナルを備えている３８００台の市バスである。市バスの運用を効率化し、市民の

移動にかかる利便性を向上するにはＩＴＳの早期の導入が必要である。 

※ＩＴ回廊：チェンナイにおいては州道４９Ａ号沿いの地域にＩＴ関連企業が多く立地しており、州道４９Ａ号

は通称「ＩＴ回廊」と呼ばれる 

 

市バスに導入するＩＴＳは、下記の３つの主要なシステムとなる。 

1) 市バス運行管理システム 

2) 市バス情報提供システム 

3) 市バス運賃支払い 

これらのシステムにより主に以下に示す事項に対して貢献することを目的とする。 

 バスの待ち時間の削減と、計画だったバスの利用

 乗客の利便性の向上

 徴収した運賃の保全性の向上

 運賃収受漏れの削減

 バス運行管理の効率性の向上

 将来計画等のためのビッグデータの活用
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6.4.1 市バス運行管理システム  

(1) 目的  

市バス運行管理システムの目的は、市バスの運行管理の効率性を向上させることにある。セン

ターにてバスの運用状況をリアルタイムで監視する。 

市バス運行管理システムの主な役割は以下となる。 

 バスの走行位置に対するリアルタイム且つ継続的な監視 

 突発事象や事故のタイムリーな対応 

 蓄積データに基づくバスの運行スケジュールの見直し 

 非常事態や危険な事象発生時に、バスの走行ルートを変更するなどのバス運転手へ

の指示伝達 

 バス情報をリアルタイムで収集、照合、記録し、バス運行管理の効率化 

 バスの走行ルートの見直しや将来計画等のためのデータの保管・活用 

市バス運行管理システムのイメージを下図に示す。  

  

（出典：ＤＨｇａｔｅ．ｃｏｍ に基づきＪＩＣＡ調査団が作成） 

図 6．40 市バス運行管理システムイメージ 
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市バス運行管理システムは、以下の主要な機能を実装する。 

 データの収集機能

 データの処理、分析、記録機能

 監視及び管理機能

 

(2) データの収集機能 

各バスに取り付けられたＧＰＳ車載器から、リアルタイムでバスの位置情報を収集し地理情報

システムにより処理された地図とマッチングさせる。ＧＰＳ車載器は、時間毎の緯度、経度の

情報を収集し、一定の時間間隔でセンターサーバーにデータを送る。ＧＰＳ車載器は、処理装

置、通信装置及び電源ユニットで構成されている。 

下図は、一般的なＧＰＳ車載器である。 

 

（出典：Ｔｅｌｔｏｎｉｋａ） 

図 6．41 ＧＰＳ 車載器 

 

(3) データの処理、分析、記録機能 

ＧＰＳ車載器からのバスの位置データをセンターサーバーによって収集し、処理する。センタ

ーサーバーは、何らかのイベントや事象発生時に、警告を発し、また報告する。警告を発する

ケースとは、バスが正規のルートから逸脱している場合や、想定以上にバスの停留所への到着

の時間がかかっている場合等である。 
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(4) 監視及び管理機能 

センターのオペレーターは、各バスの位置と時間を監視し、非常時にはバス運転手と連絡を取

る。また、必要に応じて、バスの運行スケジュールの見直しを指示する。  

職員は、スマートフォンやタブレットを通して、バスの位置、運転手やその他の情報に現場か

らアクセスする。これにより、バスの故障やタイヤのパンク等が発生した場合に、職員による

迅速な支援を可能とする。 

下記にＧＩＳ地図上のバスの位置情報を表示した事例を示す。 

 

（出典：ＳＦ Ｌｉｖｅ Ｂｕｓ Ｗｅｂｓｉｔｅ） 

図 6．42 ＧＩＳ地図上のバス位置の表示の事例 

 

ＧＩＳ 地図にプロットされたバスの位置情報は、職員やオペレーターの間での情報を共有す

ることを目的として、センターの大型ディスプレーで表示する。バスのマークはバスの状況に

応じて、以下の事例に示すように、異なる色を使用する。 

表 6．9 バスの状況に応じた色の事例 

色 バスの状況 

緑 スケジュール通り 

赤 遅延発生 

黒 故障中 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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オペレーターが可能な限り早急に状況を把握するために、様々な機能や色を使用する。例えば、

カーソルをバスのアイコン上に持ってくると、そのバスのルート番号や運転手などの詳細情報

を表示したり、バスの警告情報等を表示する。また、バスが故障した旨、運転手が報告した際

は、バスの状況が故障中に変更され、バスが黒色で表示される、などの機能を実装することが

推奨される。 

 

(5) 市バス運行管理システムの機能 

下図に、市バス運行管理システムのアーキテクチャーを示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．43 市バス運行管理システムのアーキテクチャー 

 

 マスターデータベースの機能  

マスターベータベースは資産管理に使用される。バス車両、バス倉庫、バス停留所、バスター

ミナルやＧＰＳ車載器などの詳細情報を保持する。バス車両の詳細情報とは、バスのＩＤ番号、

車体番号、部品情報、乗員数、登録した年度等である。バス倉庫の詳細情報とはＩＤ番号、住

所、修理場の有無や燃料スタンドなどの施設関連情報などである。バス停留所とバスターミナ



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査      最終報告書 

217 

ル詳細情報とは、名称、緯度、経度、道路名などである。ＧＰＳ車載器の詳細情報とは、ＩＤ

番号、メーカー名、購入日や部品等である。 

 ルートモジュールの機能 

ルートモジュールは、バス運行ルートの起終点と、起終点の間の停泊場所を定める。ルートデ

ータベースはシステム上で、市バスが走行する全てのルートに対して、地図上に「ジオフェン

ス」という境界を定義する。ジオフェンスとは、バスルート上に定義した仮想的な境界である。

これにより、例えば、バスが特定の停留所に出入りすると通知を発したり、本来走行すべきル

ートから逸脱したような場合に警告を発したりする。 

下図に、ジオフェンスの事例を示す。 

 

（出典：Ｇｏｏｇｌｅ ｍａｐを使用してＪＩＣＡ調査団が作成） 

図 6．44 ジオフェンスの事例 

 

 旅行計画機能 

市内の異なるルートへの適正なバスの配置を合理化するもので、ルート番号、旅行数、旅行開

始時間などを含み、乗客の数、乗客の移動方向、一日の時刻、運転手の勤務時間帯などの検討

に利用する。これらを基に、バスルートやバスサービス時間帯の見直しを行う。 
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 運行再スケジューリング機能 

バスの故障や、渋滞による遅延などの場合に必要な再スケジュールを行う。これにより、何か

あった場合にオペレーターが運行再スジューリング手順に従って、必要なアクションをとるこ

とができるよう支援する。本機能は、旅行計画機能と旅行監視機能と連携する。 

 旅行監視機能 

バスが計画どおりに運行されているか、運行状況の監視と分析を行うものである。本機能は、

旅行計画機能から参照情報として、計画された旅行情報を取得し、機能する。  

現在のバスの位置と運行スケジュールされた位置が合致しているかを継続的に監視する。もし、

運行スケジュールからの逸脱が識別された場合、センターのオペレーターに対して警告を発す

る。継続的な運行再スケジュール化を可能とするために、運行再スケジューリング機能とも連

動する。 

 バス位置認識機能 

バスの現在位置の詳細を把握し、旅行監視システムへ渡す機能を実装する。 

バスに設置されてあるＧＰＳ車載器から、バスの緯度・経度及び時刻情報などを継続的に収集

する。 

（注：上記は、市バス運行管理システムの主な機能について概要を示したものであり、機能の

詳細化についてはさらに詳細な検討が必要である。） 

 

(6) 整備計画  

下図に、整備計画の概要を示す。 
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（出典：Ｃｏｍｐａｓｓ ｉｃｏｎｓ及びＰｉｎｔｅｒｅｓｔウェブサイト掲載

図を使用してＪＩＣＡ調査団が作成） 

図 6．45 整備計画の概要 

 

 ＧＰＳ車載器 

ＧＰＳ 車載器は、計３，８００台の全ての市バスに設置することが望ましい。 

 センターサーバー 

センターサーバーはタミル・ナド州データセンターに設置することが推奨される。通信設備や

高いセキュリティーを備えたタミル・ナド州データセンターに設置することにより、データの

保護が確保されるとともに、維持管理コストの削減が可能となる。 

 コントロールセンター 

コントロールセンターには、オペレーター用操作卓、大型ディスプレーや通信ネットワークシ

ステム及び、継続した運用を可能とするための無停電電源装置など備える。センターサーバー
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の通信は、インターネットサービスプロバーダーあるいは、タミル・ナド州の広域エリアネッ

トワークを利用することが望ましい。  

 

6.4.2 市バス情報提供システム 

(1) 目的 

市バス情報提供システムの目的は、バスの利用者にバスルート、各バス停での到着・発

信時刻などを提供するものである。これらの情報は、バス停留所やバスターミナルの電

光掲示板又はインターネットやスマートフォン用アプリで利用者に提供される。 

バス停留所やバスターミナルに設置される電光表示板は、利用者によって容易に認識が

可能な場所に設置されることが重要である。 

下図に、市バス情報提供システムのイメージを示す 

 

（出典：Ｃｏｍｐａｓｓ ｉｃｏｎｓ及びＰｉｎｔｅｒｅｓｔウェブサイト掲載図を使用し

てＪＩＣＡ調査団が作成） 

図 6．46 市バス情報提供システムのイメージ図 
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(2) 市バス情報提供システムの機能 

市バス情報提供システムは、市バス運行管理システムにより生成されたデータを活用

し、上図に示したように、各情報媒体を通して利用者に提供される。 

バス停留所やバスターミナルの表示板には、バス番号、到着予定時刻、出発予定時刻、

目的地等を表示する。 

インターネット及びスマートフォンのアプリでは、下記のようにより多くの情報を提供

する。 

 起終点間のバスルート、バス番号、乗り換え場所、旅行時間や運賃等

 バス停留所やバスターミナルでの到着予定時刻、出発予定時刻

 他の交通機関との乗り換え場所、など

上記に加え、バスの車内に設置された電光掲示板で、次の停車場所の名称を表示するとともに、

到着少し前に音声でアナウンスをする。 

 

(3) 整備計画 

下図に整備計画の概要を示す。 
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（出典：Ｃｏｍｐａｓｓ ｉｃｏｎｓ及びＰｉｎｔｅｒｅｓｔウェブサイト掲載図を使

用してＪＩＣＡ調査団が作成） 

図 6．47 整備計画の概要 

 

 市バス情報提供システムサーバー 

市バス情報提供システムサーバーは、タミル・ナド州データセンターにおかれ、市バス運行管

理システムからのデータと情報を基に、電光掲示板やインターネット又はスマートフォンによ

って乗客に提供するための情報を生成する。 

 電光掲示板 

バス停留所やバスターミナルに設置する電光掲示板はＧＰＲＳ通信機能を実装し、携帯通信網

を通じて市バス情報提供システムサーバーと接続し、一定の時間間隔でメッセージ情報を取得

し表示する。 

市バス事業者であるチェンナイ都市圏交通公社から提供された情報によれば、チェンナイ都市

圏には、チェンナイ市が所有する約３万か所のバス停留所、及び、チェンナイ都市圏交通公社

が所有する３１か所のバスターミナルが存在する。各バスターミナルにバスの発着のための乗
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降スペースが複数存在する。これを踏まえ、バス路線毎の発着情報を表示する LED 情報板は少

なくともバスターミナル毎に最低 10 基（計３１０基）必要であると想定され、各バスターミナ

ル発着の運行情報を表示する大型電光掲示板はバスターミナル毎に最低１基（計３１基）必要

であると想定される。また、３，８００台の各市バスに設置する車内用の１基の LED 情報板

（計３，８００基）が必要となる。（後述する概算整備費用はこれを基に算出した。尚、上述

したチェンナイ市が所有する市内のバスの停留所は屋根が設置されていないものや、電源・通

信ケーブルの引き込み等に問題のある個所等も存在し、LED 情報板が設置可能なバス停留所は別

途詳細な調査が必要となるため、概算整備費用には含めていない。また、上記に述べたバスタ

ーミナルにおける LED 情報板や大型電光掲示板の数量についても、視認性や各バスターミナル

におけるバスの発着のための乗降スペース等を踏まえ、別途詳細な調査が必要となる。）  

 インターネット・スマートフォンのアプリ 

インターネット、スマートフォンやタブレットにアプリケーションをダウンロードすることに

より、バス運行情報を取得する。 

 コントロールセンターのオペレーター 

コントロールセンターのオペレーターは市バス情報提供システム専属が望ましい。オペレータ

ーは、表示板に表示されている情報が正確か否かを確認し、また機器の診断システムによる表

示板の状態を監視する。 
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6.4.3 市バス運賃支払いシステム 

(1) 目的 

市バス運賃支払いシステムの目的は、乗車券を自動発券し、乗客の利便性を向上し、また料金

徴収管理を効率化することである。システムの導入により、乗車券の手動による発券作業や、

車掌の勤務時間管理、収入管理等が効率化する。 

なお、市バス運賃支払いシステムにスマートカード機能を導入することによって、この他にも、

以下のような事項に貢献する。 

 現金払いの最小化 

 紙の切符の削減 

 他の交通機関との乗り換えの利便性の向上（共通スマートカードの場合） 

 学生や高齢者に対する柔軟な割引サービス 

 公平な対距離課金の実現 

 乗客のトリップ情報をビッグデータとして解析することによるバス運行ルートや運行時

間の改善、バスの台数の最適化など 

下図に、市バス運賃支払いシステムのイメージを示す。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 6．48 市バス運賃支払いシステムのイメージ図 
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徴収した運賃に関する情報・データは、オンラインによるリアルタイム或いは車掌の交代など

のタイミングでバッチ処理にてセンターサーバーに送られる。センターサーバーはデータを処

理、分析し、収入管理に必要な報告を作成する。 

下図に、電子発券端末の例を示す。 

 

（出典：Ｑｕａｎｔｕｍ Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ） 

図 6．50 電子発券端末（例） 

 

電子発券端末は、中央処理装置（ＣＰＵ）、タッチパッド、表示板、熱式プリンター、スマー

トカードリーダーなどから構成される。車掌が携行する携行型であり、電池で稼働する。乗車

区間ごとに徴収した運賃や、車掌の交代毎の収入管理に係るレポート作成機能も実装する。 

 

(2) 整備計画 

 電子発券端末

各バスの車掌は、電子発券端末を携行し、発券作業やスマートカードの認証を行う。 

通常、バス一台に対して、二人の車掌が割り当てられているため、合計７６００台の電子発券

機を準備することが望ましい。収入の詳細はタミル・ナド州データセンターに設置されるセン

ターサーバーに送信される。 
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 センターサーバー

センターサーバーは、タミル・ナド州データセンターに設置され、バス運行管理システムから

情報を取得する。  

 コントロールセンターのオペレーター

コントロールセンターのオペレーターは市バス運賃支払いシステム専属が望ましい。オペレー

ターは、時間単位、日単位、週単位、月単位、バスルート単位の収入の集計や確認といった収

入に関する管理や報告を行う。  

 

6.4.4 公共バスのＩＴＳの現況 

現在、チェンナイスマートシティー公社は、“市バスへのＩＴＳ導入”の入札を計画しており、

２０１７年２月を目標に公示の準備を進めている。内容は、上記で記載した全てのバスのシス

テム（市バス運行管理システム、市バス情報提供システム、市バス運賃支払いシステム）を一

括して発注する予定である。 
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7 チェンナイにおけるＩＴＳの関係機関 

7.1 組織構成案 

次ページにチェンナイにおけるＩＴＳ関係機関の全体的な組織構成イメージを示す。チェンナ

イ交通情報センター、チェンナイ周辺環状道路の交通管制センター、市バス管理センターの３

つの新しいセンターが設置される。前章で述べたようにチェンナイ統合都市圏交通委員会がチ

ェンナイの交通セクターにおける意思決定、関係機関の意見調整を行う。ＩＴＳは、適切な運

営、維持管理、計画、及び更新を継続して実施してゆくにあたって、分野横断的な事項に対処

することが必要となる。したがって、関係機関の関与と関係機関との間での調整が重要となる。

そのため、これらのセンターは次ページの図で示されるチェンナイ統合都市圏交通委員会の枠

組みの下、それぞれの機関の下に設立されることが望ましい。また、関係機関の代表者で組織

されるワーキンググループを組織し、意見／情報交換を行うための会議を定期的に開催するこ

とが推奨される。参加者にはチェンナイ統合都市圏交通委員会参加の機関、インド工科大学チ

ェンナイ校やアンナ大学等の研究機関、ＮＧＯ等を含むことが望ましい。 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 7．1 チェンナイにおけるＩＴＳ関係機関の全体的な組織構成イメージ 
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7.2 関連機関とデータ／情報交換 

次ページに関連機関とデータ／情報交換の流れを示す。新しいセンターの中央サーバーは高い

セキュリティ対策と十分な維持管理が期待できるタミル・ナド州データセンターへの設置が推

奨される。図に示されるようにデータや情報はタミル・ナド州データセンターに設置された中

央サーバーを通じて関係機関と交換される。各々の機関の役割は、次節で説明する。 
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 （出典：ＪＩＣＡ調査団）  

図 7．2 関係機関とデータ／情報交換 
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7.3 ＩＴＳコンポーネントのための機関の役割 

7.3.1 新センターの責任組織 

(1) チェンナイスマートシティ公社 

タミル・ナド州政府によってチェンナイスマートシティ公社が設立された。これは、スマート

シティミッションの下、スマートシティの実施のための特別目的事業体として設立されたもの

である。株主はタミル・ナド州政府、チェンナイ市である。特別目的事業体の目的の一つにス

マートシティとして選定されたエリアにおけるＩＴＳの実施も含まれている。 

スマートシティ公社がチェンナイ交通情報センターの責任機関となることが提案される。理由

は以下のとおり。 

 スマートシティ公社の目的の一つはＩＴＳを実施することとされている。一方でチェン

ナイ交通情報センターは以下を目的としている。 

 道路／交通の状況をリアルタイムで利用者に情報提供すること。 

 蓄積されたデータを効果的な道路・交通計画、運営、維持管理に活用すること。 

 関係政府機関の間でチェンナイ交通情報センターによって生成された情報を共有する

こと。 

両者の目的は合致するため、チェンナイ交通情報センターはスマートシティ公社の傘下に

入ることが望ましいと判断される。 

 チェンナイ交通情報センターは市バスからプローブデータを収集し、混雑状況や目的地

までの予想到着時間等を利用者に提供する。蓄積されたデータや生成された情報は、関係

する政府の機関にも共有される。ゆえにチェンナイ交通情報センターの活動範囲はスマー

トシティ公社と同様に多くの政府機関と関係する。チェンナイスマートシティ公社の理念

を実現するためには、関係する政府の機関との綿密な連携とデータの収集が重要な事項で
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ある。したがって、チェンナイ交通情報センターによって収集されたデータはチェンナイ

スマートシティ公社の活動を補佐することになる。 

 

(2)  タミル・ナド州道路公社 

チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターは、道路の管理及び利用者への情報提供のために

設立されることを推奨している。 

以下の理由でタミル・ナド州道路公社をチェンナイ周辺環状道路の交通管制センターの責任機

関とすることが提案される。 

 タミル・ナド州道路公社はチェンナイ周辺環状道路セクションエンノール港国

道号間㎞の建設の実施機関であり、また外環状道路の管理者でもある。外環状道

路の終点はミンジュールに位置し、外環状道路の支線の終点もミンジュール周辺とな

り、両幹線道路はこの場所でバイパスによって接続される計画である。そのため、タ

ミル・ナド道路公社はチェンナイ北部におけるエンノール港へ通じる全ての主要道路

を担当することになる。外環状道路とチェンナイ周辺環状道路間の情報交換等、タミ

ル・ナド州道路公社が管轄すれば円滑に実施できることになる。

 タミル・ナド州道路公社は州道号と州道号の二つの有料道路の管理者であり、

システムの管理やメンテナンスの経験を有している。

 なお、チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターの運営管理に関し、以下の点に

ついて推奨しておく。

 チェンナイ周辺環状道路の交通管制センターは道路上に路側機器から様々なデータ

を収集する。適切に設備の維持管理を実施するためには、管制センターと維持管理チ

ームが互いに密に連携し、意思疎通を図ることが重要である。このため、管制センタ

ーと維持管理チームは同じ建物に位置することが推奨される。

 道路工事や舗装の損傷、斜面崩壊など交通に影響をあたえる重要な情報はチェンナ

イ周辺環状道路の交通管制センターより確実に提供される必要がある。よって、これ

らの情報は、維持管理パトロールや道路利用者などを通じてタイムリーに収集される

よう取り計らうことが重要である。
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(3) チェンナイ都市圏交通公社 

本調査では市バス運行管理システム、市バス情報提供システム、市バス運賃支払いシステムの

導入を推奨している。これらのシステムは市バスのシステムであるため、チェンナイ都市圏交

通公社の管轄におかれることになる。 

チェンナイ都市圏交通公社は３８００台の市バスを運航しており、そのバスネットワークはチ

ェンナイ都市圏の主要な道路を網羅している。もし、全ての市バスにＧＰＳ機器が設置されれ

ば、これらの機器からプローブデータが取得でき、チェンナイ交通情報センターによってチェ

ンナイの道路網の混雑状況の分析や動的な渋滞情報の生成などのために活用できるという大き

な潜在力を秘めている。  

これを考慮してＧＰＳ機器を市バス運行管理システムの一つの構成要素として導入し、チェン

ナイ交通情報センターはここから得られるデータを活用する。 

チェンナイ都市圏交通公社は市バス運行管理システムとＧＰＳ機器、及び市バス情報提供シス

テムと市バス運賃支払いシステムの運用と維持管理を実施することになる。 

 

7.3.2 その他の組織 

(1) タミル・ナド州データセンター 

タミル・ナド州データセンターはタミル・ナド州政府機関のデータセンターである。このセン

ターは停電時にも継続的に電力が供給される電源設備、十分な情報通信ネットワークが整って

おり、セキュリティ対策や外部からの侵入者に対する物理的な防護体制も施させているなど、

理想的な環境を有している。州政府のコンピューターシステムのサーバーはこのセンターに導

入されており、サーバーの運用やシステムの維持管理が行われている。本調査で提案した Ｉ

ＴＳコンポーネントの中央サーバーをこのセンターに設置し、運営維持管理をここに委託する

ことを提案する。これによって各機関の業務負荷や維持管理コストが軽減され、またデータや
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情報のセキュリティが確保される。全ての情報やデータはこのデータセンターを通じてやりと

りされることになる。 

 

(2) チェンナイ交通警察 

本調査ではエリア交通信号制御システムと可変表示板システムの導入を提案している。信号の

管理と交通情報の提供は市内の交通を制御するという観点から交通警察の管轄におかれること

が想定される。そのため、エリア交通信号制御システムと可変表示板システムはチェンナイ交

通警察の下で導入され、管理されることが望ましい。 

渋滞情報はバスプローブデータを元にチェンナイ交通情報センターで計算され、結果をチェン

ナイ交通警察の交通管理センターに送信する。そして交通管理センターの管轄の下に導入され

た可変表示板より渋滞情報や主要な目的地までの予想到着時間といった動的な交通情報を自動

的に表示する。加えて、交通事故などの交通イベント情報を必要に応じて、交通警察によって

手動で入力し、併せて可変情報板から表示する。  

 

(3) タミル・ナド州高速道路・港湾局 

タミル・ナド州高速道路・港湾局は内環状道路の道路管理者である。道路工事の予定や工事の

完了、道路の閉鎖などの道路情報をタミル・ナド州高速道路・港湾局よりチェンナイ交通情報

センターに伝達する。チェンナイ交通情報センターはこれらの情報を加味した上で、道路利用

者に対して情報提供する。チェンナイ交通情報センターで収集・蓄積された各種の経年データ

や分析結果などをタミル・ナド州高速道路・港湾局に対して共有し、道路の計画や維持管理、

プロジェクトの評価等に活用する。  
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(4) インド国道庁 

インド国道庁は国道５号、２０５号、４号、４５号、チェンナイバイパス道路などの主要な幹

線道路の道路管理者である。道路工事の予定や工事の完了、道路の閉鎖などの道路情報をイン

ド国道庁よりチェンナイ交通情報センターに伝達する。チェンナイ交通情報センターはこれら

の情報を加味した上で、道路利用者に対して情報提供する。チェンナイ交通情報センターで収

集・蓄積された各種の経年データや分析結果などをインド国道庁に対して共有し、道路の計画

や維持管理、プロジェクトの評価等に活用する。 

 

(5) チェンナイ都市圏開発局、タミル・ナド州交通局、タミル・ナド州財務局、チェン

ナイ・メトロ公社  

チェンナイ交通情報センターで収集・蓄積された各種の経年データや分析結果などをこれらの

期間に対して共有し、道路交通に係る計画や交通調査など各種調査等に活用する。例えば特定

の道路の交通量・旅行速度・ピーク／オフピーク時間の推移、年単位、月単位の統計情報など

を共有し、彼らの計画に役立てる。 

 

(6) チェンナイ市 

チェンナイ市は市内の道路の管理者であり、多くの市内道路は主要幹線道と接続する。道路工

事の予定や工事の完了、道路の閉鎖などの道路情報をチェンナイ市よりチェンナイ交通情報セ

ンターに伝達する。チェンナイ交通情報センターはこれらの情報を加味した上で、道路利用者

に対して情報提供する。チェンナイ交通情報センターで収集・蓄積された各種の経年データや

分析結果などをチェンナイ市に対して共有し、道路の計画や維持管理、プロジェクトの評価等

に活用する。 

 また、大雨により市内道路の地下構造部分で水位が危険なレベルに達した場合はチェンナイ

交通情報センターよりチェンナイ市へ通知する。 
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チェンナイ市はスマートシティー構想の下設立された特定目的事業体であるチェンナイスマー

トシティ公社の株主の一つであり、特定目的事業体の役員会議の議長はチェンナイ市の理事で

もある。チェンナイ交通情報センターは前述したとおりこの特定目的事業体の下に設立される

可能性がある。したがって、チェンナイ交通情報センターに関する諸々の意思決定や関係機関

の間でのハイレベルな調整等についても、チェンナイ市の理事が議長を務める特定目的事業体

を通じてなされることも可能となる。 

 

学術研究機関の関与の推奨 

インド工科大学チェンナイ校とアンナ大学はタミル・ナド州政府機関と活発にＩＴＳに係る研

究開発活動を行っている。学術研究機関の研究開発に役立てるため、チェンナイ交通情報セン

ターに蓄積された交通データを彼らの要求に応じて情報共有することが推奨される。 

 

7.4 チェンナイ交通情報センターと関係機関の関与 

本節ではチェンナイ交通情報センターの役割と関係機関がどのように関わるのかについて説明

する。 

7.4.1 チェンナイ交通情報センターの役割：蓄積データの活用 

チェンナイ交通情報センターにて収集・処理・蓄積されたデータや情報は以下のように活用さ

れる。以下に、主な活用例を示す。 

 渋滞の開始点を明らかにすることによる交通渋滞の原因の究明

 ピーク時間、渋滞長の変化を明らかにすることによる代替えルートの検討

 道路利用者に対して事前に交通状況を通知し代替ルートの利用を促すことを目的と

した渋滞の予測

 天候や工事による道路や車線の閉鎖などの影響の把握
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 大型車両の混入率と舗装破損の相関性の把握

 渋滞状態の変遷と傾向の蓄積滞プロジェクト事前事後の交通状況の比較による道路、

メトロ、フライオーバー等の整備効果の把握

 大雨時における浸水ルート及び利用可能ルートの把握や予測予測

 

7.4.2 関係機関との情報交換 

以下の表及び図に関係機関の役割とチェンナイ交通情報センターと各関係機関との情報交換を

示す。 
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表 7．1 チェンナイ交通情報センターと関係機関との交換情報 

組織名 組織の役割 
交換情報の内容 

Ｃ－ＴＩＣから※ Ｃ－ＴＩＣへ※ 

タミル・ナド州 

データセンター 

チェンナイ交通情報センターサーバ

ーの運営管理 
なし なし 

タミル・ナド州 

道路公社 

チェンナイ周辺環状道路（セクショ

ン１）、外環状道路、州道４９Ａ号、

州道４９号等のチェンナイ市の主要

道路の道路管理 

チェンナイ周辺環状道路の交通管制

センターの管轄 （予定） 

市内道路の交通情報 

大雨による冠水水位レベ

ル情報 

管轄下の道路情報（道

路の工事、レーン／道

路閉鎖情報など） 

チェンナイ周辺

環状道路の交通

管制センター 

チェンナイ周辺環状道路の管理 

端末からのデータ収集・処理及び道

路利用者への交通、道路、天候等の

情報提供 

路側機器とセンターシステムの運

営・維持管理 

市内道路の交通情報 

大雨による冠水水位レベ

ル情報 

チェンナイ周辺環状道

路の道路情報（道路の

工事、レーン／道路閉

鎖情報、事故情報な

ど） 

チェンナイ周辺環状道

路の交通量、渋滞情報 

 チェンナイ  

都市圏交通公社 

市バスの管理 

市バスシステムの運営管理 

バスに設置されたＧＰＳ機器より得

られるデータの収集・処理 

市内道路の交通情報 

大雨による冠水水位レベ

ル情報 

バスの位置情報（タミ

ル・ナド州データセン

ターサーバーからチェ

ンナイ交通情報センタ

ーが直接収集） 

チェンナイ交通

警察 

違反車両の取り締まり 

チェンナイにおける一般道路の交通

管理 

利用者への道路交通情報提供 

路側機器の維持管理 

渋滞の推定結果と目的地

への到着予想時間 

市内道路の交通情報 

大雨による冠水水位レベ

ル情報 

主な事故情報 

要人の移動情報など 

タミル・ナド州 

高速道路・港湾

局 

チェンナイ周辺環状道路（セクショ

ン２～５）等の州道の道路管理と調

整 市内道路の交通情報 

大雨による冠水水位レベ

ル情報 

管轄下の道路情報（道

路の工事、車線／道路

閉鎖情報など） 
インド国道庁 

国道４５号、４号、５号、２０５号

等の国道における道路管理と調整 

チェンナイ市 
チェンナイ市の道路管理とその他イ

ンフラの計画・運営維持管理と調整 

チェンナイ  

都市圏開発局 

マスタープラン、都市開発計画等、

チェンナイ都市圏の計画 
特定の道路の交通量推移 

ピーク時間、オフピーク

時間の旅行速度 

プロジェクト事前事後の

交通流変化 

洪水発生時の利用可能道

路 

プロジェクト評価のため

のその他情報 

計画や評価に利用する

ための蓄積データや情

報等の要請 

タミル・ナド

州交通局 

自動車登録管理 

ナンバープレート、運転免許の発

行 

自動車排気ガス規制 

タミル・ナド

州財務局 

インフラ開発プロジェクトの推進 

プロジェクト予算準備  

ＦＳ調査報告や詳細計画の準備 

チェンナイメ

トロ公社 
チェンナイメトロの運営管理 

※Ｃ－ＴＩＣ：チェンナイ交通情報センター（Ｃｈｅｎｎａｉ Ｔｒａｆｆｉｃ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃ

ｅｎｔｒｅ） 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 7．3 チェンナイ交通情報センターと関係機関の情報交換イメージ

チェンナイ周辺環状道路 

交通管制センター 
チェンナイ都市 

交通公社 

主要事故情報 
要人移動情報 バスの位置データ 

交通情報 
冠水レベル情報 

道路工事、道路/レーン閉鎖情報 

チェンナイ周辺環状道路状況情報 

交通情報 
冠水レベル情報 

C-TIC※ 

道路工事、 

道路/レーン閉鎖情報 

 

計画や評価のための蓄積

データの要請 

交通情報 

旅行速度 

交通流 (プロジェクト前後) 

洪水時の利用可能データ 

プロジェクト評価のための

その他データ 

VMS表示 

交通情報 

冠水レベル情報 

道路管理者 

道路港湾局 

国道庁 

チェンナイ市 

タミル・ナド州  

道路公社 

その他関係機関 

チェンナイ都市圏

開発局 

交通局 

財務局 

チェンナイ   

メトロ公社 交通情報 
冠水レベル情報 

チェンナイ 

交通警察 

インド南部鉄道 
※C-TIC：チェンナイ交通情報センター(Chennai Traffic Information Centre) 
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8 概算費用 

ＩＴＳコンポーネントの概算費用を以下の表に示す。長期の概算費用については諸々の要素について現時点では確定的ではないため、含めていない。 

表 8．1 ＩＴＳコンポーネントの概算整備費用 

 

※上記の各ＩＴＳコンポーネントに１０％の予備費を見込む 

※交差点改良のための最小限の土木工事費はエリア交通信号制御システムの機器費に含まれる 

※年間運営維持管理費は初期コストの１０％と見積もる 

（出典：ＪＩＣＡ調査団）  

 

機器費
年間運営維持

管理費
機器費

年間運営維持
管理費

機器費
年間運営維持

管理費

チェンナイ交通情報センター
(含：プローブシステム、インターネットシステム)

43.5 1.4

交通量計測システム 22.6

冠水計測・警告システム 7.0

73.1 1.4

市バス運行管理システム 14.6

市バス情報提供システム 38.7

市バス運賃支払システム 76.6

129.9

交通管理センター 8.7 0.6

エリア交通信号制御システム 146.6 222.6

CCTV交通監視システム 4.7

可変表示板システム 21.9

181.9 223.2

交通管制システム 150.1 15.0

料金徴収システム(含：動的軸重計測システム) 30.6 3.1

180.7

384.9 38.5 223.2 60.8 182.1 79.0

790.2機器費合計

18.2

40.5

小計

小計

チェンナイ周辺環状道路の
ITS

小計

合計

40.5交通管理システム (18.2+22.3)

ITSコンポーネント

短期(ステージ1) 短期(ステージ2) 中期

チェンナイ交通情報システム
7.3 7.3 7.4

小計

市バスシステム
13.0 13.0 13.0
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9 ＩＴＳコンポーネントの評価 

9.1 目的・手順 

本章ではＩＴＳ導入による効果の計測を行う。ＩＴＳ評価の実施フローを図 9．1に示す。 

交通量配分によりＩＴＳの効果計測を行う。ＩＴＳメニュー導入前後の交通シミュレーション

結果を比較して、ＩＴＳの効果を計測する。そのため、評価が可能なＩＴＳメニューは交通流

動に直接影響を与えるものに限定される。情報提供や信号制御は交通流に大きく影響するため

評価対象とする。ＩＴＳ導入により車両走行費用及び旅行時間費用が低減した分を金銭価値化

することで、便益算定を行う。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 9．1 ＩＴＳ評価の実施フロー 

 

 

 

 

 

 

ITS 評価メニューの整理 

ITS 評価手法の検討 

ITS メニュー導入による効果の計測 

便益算定 

提案した ITS メニュー 

ITS 導入前後の交通量配分結果 

車両走行費用・時間価値 
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9.2 ＩＴＳ評価メニューの整理 

提案したＩＴＳメニューの評価内容を表 9．1に示す。 

情報提供および信号制御に関するＩＴＳメニューを評価対象とした。情報提供に関するＩＴＳ

メニューは情報の取得・管理・提供の各段階に存在する（図 9．2 参照）。そのため、これら

を評価対象とした。 

交通流動に直接影響を与えないＩＴＳメニューについては、評価対象から除外した。 

料金徴収システムは、料金徴収を自動化することで料金所における待ち行列を解消し、旅行時

間の短縮を図ることができる。ただし、料金徴収システムは、チェンナイ周辺環状道路のセク

ション１の付帯設備であり、その効果は料金徴収システム単体ではなくチェンナイ周辺環状道

路建設を含めた形で評価すべきである。チェンナイ周辺環状道路建設にかかる費用については

まだ不透明であるため本検討では評価対象から除外した。 

市バスの利便性向上に関するシステムについても、様々な効果が期待される。市バスの管理セ

ンターや運行管理システムは、バスの運行ルートを間違えるドライバーを監視・管理すること

で、市バス利用者への安定したバスサービスの提供が可能となる。市バスの情報提供システム

は、利用者のバスの待ち時間を短縮するとともにいつ来るのかわからないといった不安も解消

される。運賃支払いシステムは、バス乗降時の運賃支払いの待ち行列が解消される。その結果、

バス停における停車時間が短縮され、旅行時間の短縮につながる。このようなバス利用者への

サービス向上は、バス利用者の増加につながる。ただし、本検討では市バス以外にも様々な公

共交通に関する施策を導入した場合の公共交通シフトを見込んでいる。そのため、本検討では

市バスに関するシステムを評価対象から除外した。 
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表 9．1 ＩＴＳ評価メニューの整理 

 ＩＴＳメニュー 評価内容 
１） チェンナイ交通情報センター 情報提供による効果計測（情報管理） 

２） 交通警察の交通管理センター 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

３） チェンナイ周辺環状道路の交通管制センタ

ー 

高速道路付帯設備であるため対象外とする。 

４） プローブ・システム 情報提供による効果計測（情報取得） 

５） 交通量計測システム 情報提供による効果計測（情報取得） 

６） ＣＣＴＶ交通監視システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

７） ＣＣＴＶによる違反車両取締 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

８） ナンバープレート認証システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

９） 洪水時の水位計測・警報システム 災害時のみ効果が発現するため対象外とする。 

１

０） 

可変表示板システム 情報提供による効果計測（情報提供） 

１

１） 

料金徴収システム 高速道路付帯設備であるため対象外とする。 

１

２） 

インターネット／ＳＭＳによる情報提供シ

ステム 

情報提供による効果計測（情報提供） 

１

３） 

交通信号制御システム 信号制御による効果計測 

１

４） 

動的軸重計測システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

１

５） 

事故データ管理システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

１

６） 

市バス用指令センター 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

１

７） 

市バス運行管理システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

１

８） 

乗客への市バス情報提供システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

１

９） 

市バス運賃支払いシステム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

２

０） 

クリアリング・ハウスと相互運用カード 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

２

１） 

駐車場管理システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

２

２） 

道路台帳データベースと資産管理システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

２

３） 

歩道／自転車道情報提供システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

２

４） 

自転車シェア・システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

２

５） 

商業者運行管理システム 交通流動に直接影響を与えないため対象外とする。 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 9．2 情報提供に関するＩＴＳメニュー   

 

9.3 ＩＴＳ評価手法 

9.3.1 ＩＴＳメニュー導入による効果の予測ケース 

ＩＴＳメニュー導入による効果の予測ケースを表 9．2 に示す。信号制御システム＋情報提供

関連メニュー導入による効果計測を実施した。 

表 9．2 ＩＴＳメニュー導入による効果の予測ケース 

 ＩＴＳメニュー 

ケース 信号制御システム＋情報提供関連メニュー 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

9.3.2 ＩＴＳメニュー導入による効果の予測手法 

ＩＴＳメニュー導入による効果の予測手法を表 9．3に示す。 

信号制御システムの導入効果については、交差点による遅れ時間の削減をリンク交通容量の増

加とリンク旅行速度の向上により表現した。情報提供の導入効果は、対象道路ネットワークに

おける交通流がより最適になることを多段階配分の配分回数を増加させることにより表現する。

（多段階配分では、ＯＤ交通量を分割して早く到着するルートに配分することを分割回数分繰

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ・ｼｽﾃﾑ 

チェンナイ交通情報センター 

 
可変表示板ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ/SMS による情報提供ｼｽﾃﾑ 

交通量計測ｼｽﾃﾑ 
情報 
取得 

情報 
管理 

情報 
提供 
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り返す。分割回数を増加することで、はじめの方の配分により混雑したルートを避けてルート

を選定するため、情報提供されて混雑箇所を迂回する状況を再現することができる） 

ＩＴＳ導入により車両走行費用及び旅行時間費用が低減した分を金銭価値化することで、便益

算定を行った。 

 

表 9．3 ＩＴＳメニュー導入による効果の予測手法 

ＩＴＳ   

メニュー 
ＩＴＳメニュー導入による効果の予測手法 

信号制御 

システム 

Ｗｉｔｈｏｕｔ 

Ｃａｓｅ 

リンク条件： 

・容量：現況再現時と同様のリンク交通容量を採用 

・速度：現況再現時と同様のリンク旅行速度を採用 

Ｗｉｔｈ   

Ｃａｓｅ 

リンク条件： 

・容量：信号制御システム導入交差点のリンク交通容量を１０％

増加 

・速度：信号制御システム導入交差点のリンク旅行速度を１０％

向上 

情報提供 

関連    

メニュー 

Ｗｉｔｈｏｕｔ 

Ｃａｓｅ 

推計手法： 

全ての車両に対して多段階配分（５段階）を採用 

Ｗｉｔｈ    

Ｃａｓｅ 

推計手法： 

Ｗｉｔｈｏｕｔ Ｃａｓｅの可変情報板の設置位置におけるＯＤ

内訳を抽出し、抽出したＯＤのみ多段階配分（１０段階）を採用

した。それ以外のＯＤはＷｉｔｈｏｕｔ Ｃａｓｅと同様に多段

階配分（５段階）を採用 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

なお、信号制御システムの導入によるリンク条件の変更は、以下の調査結果を参考にして設定

した。 

交通容量は、平日の交通状況を休日並みに改善させることを目標として設定した。表 9．4 は、

チェンナイにおける交通量調査結果であり、２０１３年に実施されたものであり、表 9．5 は

平休日別の集計結果である。平日は休日に比べて交通量が１１％増加している。これより、平

日の交通状況を休日並みに改善させるためには、約１０％の交通容量増加が必要であり、これ

をリンク条件として設定した。 
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旅行速度は、日本における信号制御システム導入による旅行速度改善の事例を参考にして設定

した。表 9．6 に日本における信号制御システム導入による旅行速度改善効果を示す。信号制

御システム導入により、旅行速度が１３％改善される結果が得られている。これより、信号制

御システム導入により旅行速度が約１０％向上されるとして、リンク条件を設定した。 

 

表 9．4 チェンナイにおける交通量調査結果（２０１３年調査実施） 

 

（出典：チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書を基にＪＩＣＡ調査団が作成） 

 

表 9．5 チェンナイにおける交通量調査結果の平休日集計 

 平均交通量     
平休日の交通量差 
（平日－休日） 

交通量増加率 

休日 ２０，５９８ 
２，５４２ １１％ 

平日 ２３，１４０ 

（出典：チェンナイ周辺環状道路の詳細事業計画書を基にＪＩＣＡ調査団が作成） 

 

表 9．6 信号制御システム導入による旅行速度改善効果 

 

信号機 

設置前 

信号機 

設置後 
差 改善率 

ａ ｂ ｃ＝ａ－ｂ ｄ＝ｃ／ａ＊１００ 

旅行速度（平均値） 

（ｋｍ／時） 
２３．３５ ２６．４５ ３．１ １３％ 

（出典：交通安全施設の効果測定報告書 平成２８ 年３月（平成２７ 年度実施）抜粋

を基にＪＩＣＡ 調査団が作成） 

 

 

TVC-1 TVC-2 TVC-3 TVC-4 TVC-5 TVC-6 TVC-7 TVC-8 TVC-9 TVC-10 TVC-11 TVC-12 TVC-13 TVC-14 TVC-15

ECR SH49 NH45 SH57 SH57 NH4 SH57 SH50 NH205 SH57 SH50 SH51 NH5 SH104 Minjur

Satruday 13,857 3,942 88,681 9,028 17,018 63,074 12,906 13,220 11,817 5,946 10,926 13,393 50,188 6,036 2,992
Sunday 13,815 4,096 80,613 5,553 25,114 50,714 10,003 15,637 10,354 5,311 10,962 13,940 40,092 5,556 3,149
Monday 12,850 3,948 95,155 10,586 26,815 64,086 13,161 14,689 12,627 6,357 10,393 13,840 53,718 6,056 3,149
Tuesday 11,862 4,176 95,028 10,492 26,269 62,232 13,640 13,628 12,079 6,359 11,470 14,139 55,421 5,728 3,077
Wednesday 13,276 4,491 94,941 10,609 25,936 64,456 13,773 14,337 10,614 5,448 12,394 15,177 44,941 5,714 3,223
Thursday 14,176 3,999 96,897 10,679 23,667 69,890 13,724 15,003 12,444 6,245 10,822 13,483 52,862 5,228 3,065
Friday 15,079 4,254 100,754 9,563 18,702 68,093 13,400 15,453 12,230 6,431 10,825 16,408 51,636 5,374 2,738

Daily
variation
of traffic
(PCU)
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9.3.3 車両走行費単価（ＶＯＣ）の設定 

走行距離（ｋｍ）あたりのＶＯＣが下記に示す項目に関して車種別に推計されている。それら

は、ａ）燃料費，ｂ）オイル費，ｃ）タイヤ費，ｄ）スペアパーツ費，ｅ）維持管理のための

労務費ｆ）減価償却費，ｇ）乗務員費 とｈ）その他固定費である。 

ＶＯＣ単価は、車種別の速度状況によって設定されている。インド国内では、「 Ｃｏｍｐｒ

ｅｈｅｎｓｉｖｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｓｔｕｄｙ ｆｏｒ Ｍｕｍｂａｉ Ｍ

ｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｒｅｇｉｏｎ（世銀による技術支援調査）」にて、ＶＯＣ単価が設

定されている。２００５年のＶＯＣ単価を物価指標（ＷＰＩ）に従い、２０１６年単価に換算

した。なお、物価指標は２０１５年値までの公表であったため、２０１６年値は直近２年分の

年増加率６．０％分が増加したケースを仮定した。２０１６年のＶＯＣ単価を下表に示す。 

表 9．7 車両走行費単価（２００５） 

車種 

（ｋｍ／ｈ） 

二輪車 

（ルピー／ 

台ｋｍ） 

乗用車 

（ルピー／ 

台ｋｍ） 

バス 

（ルピー／ 

台ｋｍ） 

ＬＣＶ 

（ルピー／ 

台ｋｍ） 

トラック・ＭＡＶ 

（ルピー／ 

台ｋｍ） 

１０ ２．４９ ６．１１ ２６．０６ １８．３０ ２５．４１ 

２０ １．８９ ４．１１ １７．９２ １２．３１ １７．６７ 

３０ １．７４ ３．２９ １６．４０ １０．００ １５．０４ 

４０ １．５５ ２．８８ １４．６３ ８．７８ １３．６５ 

５０ １．５７ ２．８２ １３．５８ ８．０８ １２．２５ 

６０ １．６３ ３．０５ １５．４７ ８．２０ １２．５７ 

（出典：Ｍｕｍｂａｉ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｒｅｇｉｏｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ

ｎｔ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ） 
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表 9．8 インド物価指数（Ｙｅａｒｌｙ Ｗｈｏｌｅｓａｌｅ Ｐｒｉｃｅ Ｉｎｄｅ

ｘ ： Ａｌｌ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ） 

年次 指標 年増加率 備考 

２００５ １００ －  

２００６ １０４．４７ ４．５％  

２００７ １１１．３５ ６．６％  

２００８ １１６．６３ ４．７％  

２００９ １２６．０２ ８．１％  

２０１０ １３０．８１ ３．８％  

２０１１ １４３．３２ ９．６％  

２０１２ １５６．１３ ８．９％  

２０１３ １６７．６２ ７．４％  

２０１４ １７７．６４ ６．０％  

２０１５ １８１．１９ ６．０％  

２０１６ １９９．６０ ６．０％ 年６％増加と仮定した試算 

（出典：Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ａｄｖｉｓｅｒ， 

Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｏｆ Ｉｎｄｉａ， Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｃｏ

ｍｍｅｒｃｅ ＆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ， Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｉｎ

ｄｕｓｔｒｉａｌ Ｐｏｌｉｃｙ ＆Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎを基にＪＩＣＡ 調

査団が作成） 

 

表 9．9 車両走行費単価（２０１６） 

車種 

（ｋｍ

／ｈ） 

二輪車 

（ルピー／台

ｋｍ） 

乗用車 

（ルピー／台

ｋｍ） 

バス 

（ルピー／台

ｋｍ） 

ＬＣＶ 

（ルピー／台

ｋｍ） 

トラック・Ｍ

ＡＶ 

（ルピー／台

ｋｍ） 

１０ ４．９７  １２．２０  ５２．０２  ３６．５３  ５０．７２  

２０ ３．７７  ８．２０  ３５．７７  ２４．５７  ３５．２７  

３０ ３．４７  ６．５７  ３２．７３  １９．９６  ３０．０２  

４０ ３．０９  ５．７５  ２９．２０  １７．５２  ２７．２５  

５０ ３．１３  ５．６３  ２７．１１  １６．１３  ２４．４５  

６０ ３．２５  ６．０９  ３０．８８  １６．３７  ２５．０９  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

9.3.4 旅行時間費単価（ＴＴＣ）の設定 

表 9．10に旅客車両の時間価値、表 9．11に貨物車両の時間価値を示す。 

旅行時間費は「Ｍａｎｕａｌ ｏｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｉ

ｇｈｗａｙ Ｐｒｏｊｅｃｔｓ ｉｎ Ｉｎｄｉａ」に２００９年単価が記載されている。貨

物車両については、１日あたりの貨物保有費を時間価値に変換して用いる。２００９年のＴＴ
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Ｃ単価を表 9．8 に示す物価指標（ＷＰＩ）に従い、２０１６年単価に換算した。表 9．12

に２０１６年のＴＴＣ単価を示す。 

 

表 9．10 旅客車両の時間価値（２００９） 

車種 
時間価値 

（ルピー／人時間） 

平均乗車人数 

（人／台） 

時間価値 

（ルピー／台時） 

二輪車 ３２ １．５ ４８ 

乗用車 ６２．５ ４．８ ３００ 

バス ４３．５ ４３ １８７０．５ 

（出典：Ｍａｎｕａｌ ｏｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｉｇｈｗａｙ Ｐｒｏｊ

ｅｃｔｓ ｉｎ Ｉｎｄｉａ ２００９） 

 

表 9．11 貨物車両の時間価値（２００９） 

車種 
貨物保有費 

（ルピー／台日） 
時間変換係数 

貨物保有費 

（ルピー／台時） 

ＬＣＶ ５８．１０ １／１２ ４．８ 

トラック・Ｍ

ＡＶ 

３３３．０ １／１２ ２７．８ 

（出典：Ｍａｎｕａｌ ｏｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｉｇｈｗａｙ Ｐｒｏｊ

ｅｃｔｓ ｉｎ Ｉｎｄｉａ ２００９） 

 

表 9．12 時間価値（２０１６） 

車種 
時間価値 

（ルピー／台時） 

二輪車 ７６．０ 

乗用車 ４７５．２ 

バス ２，９６３．１ 

ＬＣＶ ７．６ 

トラック・ＭＡＶ ４４．０ 

 （出典：ＪＩＣＡ 調査団） 
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9.4 ＩＴＳメニュー導入による効果の計測 

上記のＩＴＳメニュー導入効果の予測手法を用いて短期（２０２１年）、中期（２０２６年）、

長期（２０３６年）のＩＴＳメニュー導入による効果を計測し、その間の期間は直線補間する

ことで対象期間の効果を計測した。ＩＴＳメニュー導入による効果の計測結果を表 9．13 に示

す。 

表 9．13 ＩＴＳメニュー導入による効果（信号制御システム＋情報提供関連メニュー） 

 

 （出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

9.5 ＩＴＳメニュー導入費用の整理 

ＩＴＳメニュー導入費用を表 9．14 に示す。チェンナイ交通情報センターの更新費は運用開始

から５年毎に初期投資額の半分、信号機は運用開始後９年目から３年間に分けて初期投資の半

分を改修費として計上した。ただし、チェンナイ交通情報センターの機能拡充部分の費用につ

いては、将来的に周辺環境の変化に応じたものであるため、更新費は計上していない。 

 

 

 

 

基準年2016

運用開始 2021 0.5674 3.5 11.7 13.6 62.6 0.04 0.2 0.1 91.7 52.0 1.6 2.8 3.1 9.2 1.7 1.7 0.7 20.8 11.8 113 64
1年目 2022 0.5066 3.7 12.3 14.5 73.9 0.04 0.4 0.2 104.9 53.1 1.7 2.9 3.3 11.1 1.9 5.8 2.3 29.2 14.8 134 68
2年目 2023 0.4523 3.9 12.8 15.4 85.1 0.05 0.6 0.2 118.1 53.4 1.9 3.1 3.6 13.0 2.2 9.9 4.0 37.6 17.0 156 70
3年目 2024 0.4039 4.1 13.4 16.2 96.4 0.06 0.8 0.3 131.3 53.0 2.1 3.2 3.8 14.9 2.5 14.0 5.6 46.0 18.6 177 72
4年目 2025 0.3606 4.3 14.0 17.1 107.7 0.06 1.0 0.4 144.5 52.1 2.2 3.3 4.1 16.8 2.8 18.1 7.2 54.4 19.6 199 72
5年目 2026 0.3220 4.6 14.5 18.0 119.0 0.07 1.2 0.5 157.7 50.8 2.4 3.4 4.3 18.6 3.0 22.2 8.8 62.8 20.2 221 71
6年目 2027 0.2875 4.7 14.8 18.2 120.5 0.07 1.2 0.5 160.0 46.0 2.5 3.5 4.4 18.6 3.1 22.1 9.9 64.0 18.4 224 64
7年目 2028 0.2567 4.8 15.1 18.5 122.0 0.07 1.2 0.6 162.2 41.6 2.5 3.6 4.4 18.6 3.1 22.0 11.0 65.3 16.8 227 58
8年目 2029 0.2292 4.9 15.3 18.7 123.5 0.08 1.2 0.6 164.4 37.7 2.6 3.7 4.5 18.6 3.2 21.9 12.1 66.5 15.2 231 53
9年目 2030 0.2046 5.1 15.6 19.0 125.0 0.08 1.2 0.7 166.6 34.1 2.7 3.7 4.5 18.6 3.2 21.9 13.1 67.8 13.9 234 48
10年目 2031 0.1827 5.2 15.9 19.2 126.5 0.08 1.2 0.7 168.8 30.8 2.7 3.8 4.6 18.6 3.3 21.8 14.2 69.0 12.6 238 43
11年目 2032 0.1631 5.3 16.1 19.5 128.0 0.08 1.3 0.7 171.1 27.9 2.8 3.9 4.6 18.6 3.4 21.7 15.3 70.2 11.5 241 39
12年目 2033 0.1456 5.4 16.4 19.7 129.5 0.08 1.3 0.8 173.3 25.2 2.9 3.9 4.7 18.6 3.4 21.6 16.4 71.5 10.4 245 36
13年目 2034 0.1300 5.6 16.7 20.0 131.0 0.09 1.3 0.8 175.5 22.8 2.9 4.0 4.7 18.6 3.5 21.6 17.5 72.7 9.5 248 32
14年目 2035 0.1161 5.7 17.0 20.3 132.5 0.09 1.3 0.9 177.7 20.6 3.0 4.1 4.8 18.5 3.5 21.5 18.5 74.0 8.6 252 29
15年目 2036 0.1037 5.8 17.2 20.5 134.0 0.09 1.3 0.9 179.9 18.7 3.1 4.2 4.8 18.5 3.6 21.4 19.6 75.2 7.8 255 26

76.6 238.7 288.4 1,817.4 1.13 16.6 8.9 2,447.8 620.0 39.5 57.0 68.2 269.5 47.4 289.2 176.2 947.0 226.6 3,395 847

走行時間短縮便益(Unit=INR crore) 走行経費減少便益(Unit=INR crore)

年次 割引率
ｵｰﾄ
ﾘｷｼｬ

MAV

年
合計

(Unit=INR crore)

二輪車 LCV MAV
割引前

計
割引後

計
二輪車 LCV 割引前 割引後

合計（2021～2036）

バス
ｵｰﾄ
ﾘｷｼｬ

割引前
計

割引後
計

乗用車 トラック 乗用車 バス トラック
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表 9．14 ＩＴＳメニュー導入費用 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

  

基準年2016

2017 0.8929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 0.7972 24.4 60.6 19.4 0.0 48.3 0.0 85.0 0.0 67.8 0.0
2019 0.7118 24.4 135.0 17.3 0.0 96.1 0.0 159.4 0.0 113.5 0.0
2020 0.6355 24.4 135.0 15.5 0.0 85.8 0.0 159.4 0.0 101.3 0.0

運用開始 2021 0.5674 7.3 74.4 18.2 0.0 4.1 42.2 10.3 74.4 25.5 42.2 14.5
1年目 2022 0.5066 7.3 58.7 0.0 3.7 0.0 29.7 0.0 66.0 0.0 33.4
2年目 2023 0.4523 7.3 58.7 0.0 3.3 0.0 26.6 0.0 66.0 0.0 29.9
3年目 2024 0.4039 0.5 7.3 58.7 0.2 3.0 0.0 23.7 0.5 66.0 0.2 26.7
4年目 2025 0.3606 37.0 7.3 58.7 13.3 2.6 0.0 21.2 37.0 66.0 13.3 23.8
5年目 2026 0.3220 0.5 7.3 58.7 0.1 2.4 0.0 18.9 0.5 66.0 0.1 21.3
6年目 2027 0.2875 7.4 58.7 0.0 2.1 0.0 16.9 0.0 66.2 0.0 19.0
7年目 2028 0.2567 7.4 58.7 0.0 1.9 0.0 15.1 0.0 66.2 0.0 17.0
8年目 2029 0.2292 7.4 61.5 58.7 0.0 1.7 14.1 13.5 61.5 66.2 14.1 15.2
9年目 2030 0.2046 36.6 7.4 61.5 58.7 7.5 1.5 12.6 12.0 98.1 66.2 20.1 13.5
10年目 2031 0.1827 7.4 61.5 58.7 0.0 1.4 11.2 10.7 61.5 66.2 11.2 12.1
11年目 2032 0.1631 7.4 58.7 0.0 1.2 0.0 9.6 0.0 66.2 0.0 10.8
12年目 2033 0.1456 7.4 58.7 0.0 1.1 0.0 8.6 0.0 66.2 0.0 9.6
13年目 2034 0.1300 7.4 58.7 0.0 1.0 0.0 7.6 0.0 66.2 0.0 8.6
14年目 2035 0.1161 36.6 7.4 58.7 4.2 0.9 0.0 6.8 36.6 66.2 4.2 7.7
15年目 2036 0.1037 7.4 58.7 0.0 0.8 0.0 6.1 0.0 66.2 0.0 6.9

184.1 118.4 589.8 898.8 77.7 32.7 310.5 237.2 773.9 1,017.2 388.1 269.9

割引前(Unit=INR crore) 割引後(Unit=INR crore)

年次
年

割引率

O&M Equipment O&M

Chennai Traffic
Information System

Traffic Management
System

Chennai Traffic
Information System

Traffic Management
System

Equipment

合計(Unit=INR crore)

割引前

Equipment O&M Equipment

割引後

O&M

合計（2016～2036）

Equipment O&M Equipment O&M
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10  経済評価  

10.1 目的・手順 

情報提供や信号制御といったＩＴＳ事業は、交通の円滑化及び交通安全面において重要な役割

を果たす。チェンナイのような貿易都市においては、交通の円滑化は物流コストの低減に直結

する。そのため、企業の利益や税収が増加し、都市の経済成長を大きく促進させる。 

しかしながら、ＩＴＳ事業の経済的妥当性については確認する必要がある。事業の経済的妥当

性は、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）と費用便益比（Ｂ／Ｃ）及び社会割引率１２％を想定し

た正味現在価値（ＮＰＶ）によって示される。経済的妥当性の数値は、ＥＩＲＲが１２％以上、

Ｂ／Ｃが１．０ 以上、ＮＰＶが正となることである。 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 10．1 ＩＴＳ評価の実施フロー 

 

 

 

 

 

便益算定結果 

経済的妥当性の評価 
・経済的内部収益率（EIRR） 
・費用便益比（B/C） 
・正味現在価値（NPV） 

費用算定結果 
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10.2 経済評価の指標 

経済的費用と便益は、プロジェクトライフ期間を通して、キャッシュフロー割引法によって明

示される。経済評価として、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）、費用便益比（Ｂ／Ｃ）、正味現

在価値（ＮＰＶ）の３つの指標を算出する。割引率は、インド国で社会割引率として広く使わ

れている１２％である。ＩＴＳシステムの耐用年数は運用開始後１０年程度であるため、情報

提供システムの拡張部分の運用が開始する２０２７年から１０年後の２０３６年までを事業評

価期間として設定した。表 10．1に経済評価の指標を示す。 

表 10．1 経済評価の指標 

 指標 内容 

１ 割引率 １２％（インドの社会割引率） 

２ 
経済的内部収益率（ＥＩＲ
Ｒ） 

 

ここで、Ｂ：便益、Ｃ：費用、ｒ：満足す

る数値 

３ 費用便益比（Ｂ／Ｃ）  

ここで、ＤＲ：割引率 

４ 正味現在価値（ＮＰＶ） 

 
５ 事業評価のキャッシュフロー ２０１６ 年から２０３６ 年の２０年間 

 （出典：ＪＩＣＡ調査団） 
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10.3 経済評価の結果 

費用便益分析の結果を表 10．2 に示す。経済的妥当性の数値であるＥＩＲＲが１２％以上、Ｂ

／Ｃが１．０ 以上、ＮＰＶが正となることが確認された。 

表 10．2 経済評価の結果（信号制御システム＋情報提供関連メニュー） 

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

 

10.4 感度分析 

費用を＋１０％および＋２０％、便益を－１０％および－２０％、費用を＋１０％かつ便益を

－１０％とした場合の感度分析を実施した。表 10．3に感度分析の結果を示す。 

表 10．3 感度分析の結果（信号制御システム＋情報提供関連メニュー） 

 

ＥＩＲＲ 

（Ｕｎｉｔ＝ＩＮＲ 

ｃｒｏｒｅ） 

ＮＰＶ Ｂ／Ｃ 

基本ケース １９．２６％ １８８．７ １．２８７  

費用＋１０％ １６．５１％ １２２．９ １．１７０  

費用＋２０％ １４．０１％ ５７．１ １．０７２  

便益－１０％ １６．２２％ １０４．０ １．１５８  

便益－２０％ １２．８３％ １９．３ １．０２９  

費用＋１０％、     
便益－１０％ 

１３．４８％ ３８．２ １．０５３  

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

基準年2016

2017 0.8929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 0.7972 85.0 0.0 85.0 0.0 -85.0 67.8 0.0 67.8 0.0 0.0 0.0 -67.8

2019 0.7118 159.4 0.0 159.4 0.0 -159.4 113.5 0.0 113.5 0.0 0.0 0.0 -113.5

2020 0.6355 159.4 0.0 159.4 0.0 -159.4 101.3 0.0 101.3 0.0 0.0 0.0 -101.3
運用開始 2021 0.5674 74.4 25.5 99.9 91.7 20.8 112.5 12.6 42.2 14.5 56.7 52.0 11.8 63.8 7.1

1年目 2022 0.5066 0.0 66.0 66.0 104.9 29.2 134.1 68.1 0.0 33.4 33.4 53.1 14.8 67.9 34.5
2年目 2023 0.4523 0.0 66.0 66.0 118.1 37.6 155.7 89.7 0.0 29.9 29.9 53.4 17.0 70.4 40.6
3年目 2024 0.4039 0.5 66.0 66.5 131.3 46.0 177.3 110.8 0.2 26.7 26.9 53.0 18.6 71.6 44.8
4年目 2025 0.3606 37.0 66.0 103.0 144.5 54.4 198.9 95.9 13.3 23.8 37.2 52.1 19.6 71.7 34.6
5年目 2026 0.3220 0.5 66.0 66.5 157.7 62.8 220.5 154.0 0.1 21.3 21.4 50.8 20.2 71.0 49.6
6年目 2027 0.2875 0.0 66.2 66.2 160.0 64.0 224.0 157.8 0.0 19.0 19.0 46.0 18.4 64.4 45.4
7年目 2028 0.2567 0.0 66.2 66.2 162.2 65.3 227.5 161.3 0.0 17.0 17.0 41.6 16.8 58.4 41.4
8年目 2029 0.2292 61.5 66.2 127.7 164.4 66.5 230.9 103.2 14.1 15.2 29.3 37.7 15.2 52.9 23.7
9年目 2030 0.2046 98.1 66.2 164.3 166.6 67.8 234.4 70.1 20.1 13.5 33.6 34.1 13.9 48.0 14.3
10年目 2031 0.1827 61.5 66.2 127.7 168.8 69.0 237.8 110.1 11.2 12.1 23.3 30.8 12.6 43.5 20.1
11年目 2032 0.1631 0.0 66.2 66.2 171.1 70.2 241.3 175.1 0.0 10.8 10.8 27.9 11.5 39.4 28.6
12年目 2033 0.1456 0.0 66.2 66.2 173.3 71.5 244.8 178.6 0.0 9.6 9.6 25.2 10.4 35.6 26.0
13年目 2034 0.1300 0.0 66.2 66.2 175.5 72.7 248.2 182.1 0.0 8.6 8.6 22.8 9.5 32.3 23.7
14年目 2035 0.1161 36.6 66.2 102.7 177.7 74.0 251.7 149.0 4.2 7.7 11.9 20.6 8.6 29.2 17.3
15年目 2036 0.1037 0.0 66.2 66.2 179.9 75.2 255.2 189.0 0.0 6.9 6.9 18.7 7.8 26.5 19.6

773.9 1,017.2 1,791.1 2,447.8 947.0 3,394.8 1,603.7 388.1 269.9 658.0 620.0 226.6 846.6 188.7合計（2016～2036）

EIRR=

Benefit

B/C= 1.287費用便益分析結果

年次
年

割引率

割引前(Unit=INR crore)

O&M VOCTotalEquipment

19.26% NPV= 188.7

割引後(Unit=INR crore)

TotalTTCTotal VOC

Benefit
-

Cost

Cost Benefit
-

Cost

Cost Benefit

TTC Total Equipment O&M
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11  ＩＴＳ実施のための参考情報 

11.1  電子式道路課金システム（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｒｏａｄ 

Ｐｒｉｃｉｎｇ：ＥＲＰ） 

本節は、チェンナイのインド政府機関に対し、今後、電子式道路課金（ＥＲＰ）を検討する

際に留意すべき要点と電子式道路課金（ＥＲＰ）に係る重要な一般的な概念を参考情報として

提供するものである。 

 

11.1.1  電子道路課金（ＥＲＰ）とは 

悪化を続ける道路の交通渋滞に対処するため、多くの都市が道路交通容量の改善や公共交通

機関の整備などの対策を図っている。しかし、運輸部門における世界的な傾向として、供給面

のみの対策では交通渋滞に対処するのは不可能であると認識され、今日の運輸対策には多くの

場合、交通需要マネジメントが含まれている。 

交通需要マネジメントの重要な観点の一つに自家用交通の利用抑制がある。これには、より

効率の良い交通手段の提供や市内中心部への車両の乗り入れを抑制するための駐車場整備の制

限、相乗り車両に限り一定の時間帯における通行の許可、石油税あるいは自動車税の引き上げ

などの様々な対策がある。渋滞課金も交通需要マネジメントの範疇に含まれる。自動車運転者

は時間と場所により道路使用料を課金される。渋滞課金エリア内の道路には料金を支払った場

合のみ乗り入れることができ、その料金は交通状況に応じて時間により異なる。システムによ

って自動化された渋滞課金を‘電子道路課金（ＥＲＰ）’と呼ぶ。 

渋滞課金の概念は有料道路の課金のそれとは異なる。有料道路の課金は、多くの場合、特定

の地域や道路を迂回させ、より多くの車両に有料道路を使用してもらうことが目的である。従

って、有料道路はより多くの道路利用と最大限の収入が望まれる。その一方で、渋滞課金は公



チェンナイ都市圏 ITSに係る情報収集・確認調査       最終報告書 

256 

 

共交通機関などのより効率の良い交通手段の利用や、通勤時間の変更などの交通行動の変化を

促すことによって、課金エリアや道路を利用する自動車交通を少なくすることが目的である。

従って、主に考慮すべき点は収入ではなく需要の抑制となる。 

 

11.1.2  域内課金と路線課金 

渋滞課金には主に二通りの課金方式がある。域内課金と路線課金であり、どちらも交通需要

を抑制するものである。域内課金の場合、車両は特定の地域に入ると課金される。乗り入れの

際に課金される地域は市内で最も混雑しており、渋滞緩和が必要な地域となる。多くの場合、

市内中心の業務地区（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ：ＣＢＤ）周辺

であることが一般的である。このような場所には業務活動に伴って多くの車両が集中するため

である。域内課金はシンガポール、ロンドン、ストックホルムで導入されている。一般的な路

線課金の場合、異なる通行料金が道路に課金され、交通流量や交通需要を制御する。例えば、

居住地域を通り抜ける道路Ｂより、郊外を走行する道路Ａの貨物への課金を低く設定し、使用

を促す。通常、域内課金方式が渋滞課金と呼ばれており、次項では主に域内課金について述べ

る。 

 

11.1.3  渋滞課金導入の判断について 

渋滞課金のみによって道路交通上の課題が解決されるわけではないことに留意しておくこと

が重要ある。渋滞課金は公共交通機関や道路網の改善、適切な交通管理など、都市交通対策の

一つである。したがって、道路交通問題の解決策として政府は渋滞課金のみに依存すべきでは

ない。また、渋滞課金はそれまで無料で使用できていた道路に対して支払いを求められること

になるため、一般市民から不評を買う施策であることが一般的である。彼らは既に様々な重い

税制負担を強いられており、更なる税金を払わせようとする政府の策略と捉えられる可能性が
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ある。従って、渋滞課金の導入は慎重に考慮することが求められ、導入前に少なくとも以下に

示す問いかけを厳密に行う必要がある（問いかけはこの限りではない）。 

 渋滞課金を導入する必要があるのか

 どこのエリアで渋滞緩和が必要なのか又、その理由は渋滞の程度はピーク時の

平均速度が時速ｋｍからｋｍの状況下では市民を説得するのに困難が伴う可能性

がある。時速ｋｍ以下であれば説得力があろう。下渋滞緩和の対策として渋滞課金

以外の代替案は本当にないのか

 幹線公共交通網、ラストマイルへの接続、乗り換え施設など、一般市民にとって公

共交通機関が十分に利用可能であるか影響を受ける多くの人々が公共交通機関の利

用へと移行する可能性がある。影課金エリアを迂回するための適切な代替ルートはあ

るか影響を受ける課金エリアの居住者に対する補償に応じる準備が政府にできている

か補償内容は

 交通マナーはどの程度で交通規制の取り締まりはどの程度効果が図られているか

システムが適切に機能し、渋滞課金の取り締まりを実施するためには交通マナーと交

通規制の取り締まりが必要である。

 車両ナンバープレートは標準化されているか同上

 車両ナンバープレートから車両の所有者に関する最新の情報を取得できるデータベ

ースが整備されているか渋滞課金の導入には、違反車両などに罰金の通知を送るな

ど、データベースが必要となる。

 渋滞課金から得た収入の使用用途は都市交通対策のみに割り当てるのか、又は他

の対策にも割り当てるのか

 渋滞課金を課すにあたって、これを可能にする関連法令の改正は必要ないか

 

11.1.4  課金エリアの選択 

課金エリアの設定を検討するにあたっては、車両が集中する土地利用を伴う場所を含めるこ

とになる。これはオフィスや商業活動拠点が存在する場所、またこれらの建物を利用する運転

手が駐車できる十分な駐車場施設が存在する場所となる。通常、このような場所は市内中心の

業務地区（ＣＢＤ）、或いは地域の中心街である。一方で、居住エリア、学校、宗教施設など
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は可能な限り除外し、居住者の日常の活動に与える影響を最小限にすることが好ましい。渋滞

課金の対象エリアが広すぎると規制すべき入口が多く必要となり、また、居住エリアを含むこ

とになる可能性が大きくなる。しかし、対象エリアが狭すぎると効果が薄れてしまう。従って、

境界線の決定は慎重を期する事項であると同時に、効果を最大限に引き出せるよう考慮する必

要がある。  

対象エリアを決定する際の評価基準を設定することが推奨され、一般的に以下の項目が含ま

れる。 

- 対象エリア内及びチェンナイ周辺環状道路のピーク時のおおよその旅行速度 

- 課金時間前後の想定される効果（交通量や旅行速度） 

- 対象エリア内に占める商業、行政機関、産業等のための土地利用の割合（あるいは数）  

- 対象エリア内の居住者、学校、宗教施設などの数 

- 対象エリア周辺の利用可能なメトロの駅やバスの運行サービスなど、適切な公共交通機関や

代替ルートの存在 

- 対象エリア周辺の回避ルートの存在や対象エリアへの流入個所の数、及びその他の状況 

 

11.1.5  サービス水準 

渋滞を定量的に定義する方法として、その地域の道路事情を加味して設定された道路種別毎

の交通流速度曲線を参照する方法がある。チェンナイでは、当地の主要幹線道路（片側３車線）

を元に作成された交通流速度曲線が存在し、インド工科大学チェンナイ校より入手した。（図 

11．1） 

交通流はサービス水準Ａ（非常にスムーズな流れ）からＦ（非常に流れが遅い状態）に分類

される。曲線の分岐点は時速２４ｋｍである。つまり、チェンナイの幹線道路では、時速２４

ｋｍ以下の状態が発生しサービス水準Ｆへ遷移する（この分岐点を「臨界速度」と呼ぶ）。対

象エリアの道路の平均走行速度が臨界速度を下回れば、渋滞課金を実施することになる。渋滞
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課金は、そのエリアへの交通の流入を減少させ、サービス水準をより好ましい状態であるＡ～

Ｅに改善させることを狙うものである。 

 

（出典：インド工科大学チェンナイ校提供、交通流速度曲線よりＪＩＣＡ調査団編集） 

図 11．1 交通流速度曲線 

 

11.1.6  課金の概念 

渋滞課金は、渋滞が発生している時間帯（一般的にはピーク時間帯）にのみ実施するのが通

常であり、課金料金は時間帯により異なる。典型的な例は、対象エリアを囲んだ仮想境界線を

通過して課金エリア内に乗り入れた際に車両に課金する、というものである。他には、対象の

エリア内で移動する車両に課金したり、エリア内での走行距離に応じて課金したりする方法が

ある。一般的に後者の２つは技術面、運営面でより複雑になる。  

料金の設定は重要である。交通流に与える影響度に照らし合わせて、車種によって異なる料

金を設定する。設定料金が高すぎると、そのエリアを避ける車両が多くなり、そもそも道路が

使用されないといった状態になってしまう。設定料金が低すぎると、そのエリアを避ける車両

が少なくなり渋滞緩和効果が不十分なものになってしまう。一般市民が課金を課されることに

公平感を持つことも重要である。そこで、交通流に対して車種ごとに影響度を示す乗用車換算

台数（ＰＣＵ）に従って、車種の違いに応じた料金を設定することが好ましい。例えば、乗用

車を１とすると、自動二輪車は０．５倍、軽量貨物車は１．４倍、重量物運搬車は２．２倍な

どといった具合である。緊急車両には課金を免除することが望ましい。 
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11.1.7  電子道路課金（ＥＲＰ）の技術と諸外国での導入事例 

渋滞課金は１９７５年にシンガポール、２００３年にロンドン、２００６年にストックホル

ムで導入された。これまで世界で本格的なエリア課金を実現させたのはこの３つの都市のみで

ある。日本でエリア課金ついて一連の議論が行われてきたが、問題が多く導入には至っていな

い。  

電子道路課金（ＥＰＲ）の主要な技術は以下となる。 

(1) 狭域通信方式 （Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ Ｓｈｏｒｔ Ｒａｎｇｅ Ｃｏｍｍｕｎｉ

ｃａｔｉｏｎ ： ＤＳＲＣ） 

狭域通信方式（ＤＳＲＣ）は、電源付きの車載器プリペイドカードを利用するもので、内部

電源とバッテリーが内蔵されており、道路上のガントリーに設置されたアンテナと通信を行う。 

課金料金は、車両が課金地点であるガントリーの下を通過した際に車載器に挿入されているプ

リペイドカードから即時に引き落とされる。シンガポールでは電子道路課金（ＥＲＰ）に２．

４５ ＧＨｚ帯の狭域通信方式（ＤＳＲＣ）を利用している。  

  

（出典：ＭＳＩ Ｇｌｏｂａｌ） 

図 11．2 シンガポールの車載器とガントリー上の路側機器 
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(2) ナンバープレート自動認識方式（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｎｕｍｂｅｒ Ｐｌａｔｅ 

Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ：ＡＮＰＲ）  

  利用者が事前に個人のアカウントをシステムに作成するか、あるいは銀行口座を登録する。

ＥＲＰガントリーの下を通過した車両や、課金エリア内を移動する車両のナンバープレートを

カメラが捉え中央サーバーに送信する。ＥＲＰ料金は登録口座から引き落とされる。口座の残

高が不足している場合や、最低限口座に必要な額以下、あるいは同額程度になった場合、利用

者に警告メッセージが届く。システムの構成は狭域通信方式（ＤＳＲＣ）よりシンプルである

が、すべてのナンバープレートをカメラで正確に捉えることは困難であり、また安定した通信

網が必要であることや、バックエンドシステムが大規模になる等の点が課題である。この方式

は、ロンドン及びストックホルムでの渋滞課金に利用されており、シンガポールでは渋滞課金

の違反車両の取り締まり用にＡＮＰＲ技術が利用されている。  

 

（出典：ＭＳＩ Ｇｌｏｂａｌ） 

図 11．3 ロンドンのＡＮＰＲ  

 

(3) 全地球航法衛星システム／移動体通信ネットワーク方式（Ｇｌｏｂａｌ Ｎａｖｉ

ｇａｔｉｏｎ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｓｙｓｔｅｍ ／ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ

ｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＧＮＳＳ／ＣＮ）  

これはＧＰＳを利用した追跡システムである。車両に搭載したＧＮＳＳ受信機によって車両

の位置が記録される。その経緯度位置データがＧＮＳＳ受信機から移動体通信ネットワークを
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通じて中央サーバーに送信される。センターで走行距離が計算され、所定の料金を利用者が支

払う。このシステムでは道路上のＥＲＰガントリーは不要となる。しかし、高層ビルで囲まれ

た場所ではＧＰＳによる正確な場所の測定に課題がある。従って、ドイツではＧＮＳＳ／ＣＮ

方式を都市圏での電子道路課金（ＥＲＰ）ではなく、高速道路における商用車への料金徴収と

して利用している。 

 

（出典：ＭＳＩ Ｇｌｏｂａｌ） 

図 11．4 ドイツのＧＮＳＳ／ＣＮ方式 

 

(4) 無線自動識別方式 （Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ：

ＲＦＩＤ） 

利用者が事前に個人のアカウントをシステムに作成するか、あるいは銀行口座を登録する。

車両と所有者の情報に紐付けられた固有のＩＤがＲＦＩＤタグに登録され、タグが個々の車両

に発行される。車両がガントリーを通過するとガントリーに設置されたアンテナと車両のフロ

ントガラスに貼り付けられたＲＦＩＤタグの間で通信が行われ、ＲＦＩＤタグから固有のＩＤ

情報が読み取られる。読み取った情報は中央サーバーに送信され、ＥＲＰ料金を口座から引き

落とす。現在、ＥＲＰにＲＦＩＤを採用している国は存在しない。しかし、インドでは国道の

有料道路でＲＦＩＤ方式が徐々に導入されており、ＥＲＰの候補技術の一つとなり得る。技術

的な実証試験が必要である。 
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（出典：ＪＩＣＡ 調査団） 

図 11．5 インドのＲＦＩＤ：フロントガラス及びヘッドライト上のＲＦＩＤタグ（有料道路

用） 

 

11.1.8  その他の重要な事項 

(1) 代替ルート  

課金エリア内を最終目的地としない運転者は、そのエリアを通過するためだけに支払う気に

はなれず、こうした運転手に対して公平な代替手段が必要である。渋滞課金によって課金エリ

アの交通流が改善される一方で、課金エリア外や他のルートの利用が増える。従って、そのよ

うな交通に応えるだけの十分な代替ルートが必要である。更に、運転者に対して課金エリアを

避けるための代替ルートの情報を提供するべきである。 

 

(2) 適切な公共交通機関 

渋滞課金の結果、交通手段の選択が公共交通機関へ変更されてゆくことが望ましい。渋滞課

金によって公共交通機関に移行した人たちがバスやメトロで目的地に到着できるようにするこ

とが不可欠となる。チェンナイのメトロ網であるフェーズ１及びフェーズ２の完成が大いに期

待される。バスサービスの質の改善も強く推奨される。 
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(3) 一般市民の意見 

渋滞課金は慎重に扱うべき事項である。運転者にとっては、何か特別に新しいものが提供さ

れるわけではないにもかかわらず、既存の道路利用に支払いを求められるようなものである。

政府は一般市民からの反対意見に直面することが予想される。すべての意見に対し納得のいく

形で慎重に取り組む必要があり、そのためにも広告企業の支援などを得ることが推奨される。 

 

(4) 渋滞課金効果の定期的なモニタリング 

 渋滞課金効果を定期的にモニタリングし、それに応じて課金料金を調整する必要がある。シ

ンガポールではモニタリングを３ヵ月毎に実施し適切な料金となるよう調整している。チェン

ナイでのモニタリングの実施間隔はもっと長くてもよかろうが、交通量、旅行速度、隣接道路

の状況、違反、システムエラー、収入／費用などに関して定期的にモニタリングする必要があ

る。 

 

(5) 上級運営委員会と技術委員会 

 渋滞課金の計画と導入、そしてシステムの運営と管理にはチェンナイの都市交通部門の多く

の関係機関が携わることが求められる。政府の高官たちで構成された上級運営委員会を設立す

ることが必要であり、技術的な課題に取り組む技術委員会の設立も推奨される。  

 

(6) 法制化 

 渋滞課金の実施には法制化が必要な場合がある。法律の制定には長期にわたる工程となるた

め、かなり早い段階で着手することが必要である。  
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(7) 組織の設立 

 渋滞課金の実施と運営のための組織の設立が推奨される。渋滞課金システムの運営に必要な

人員数についてはシステムの設計によるため設計後に明らかになる。 

 

(8) 利害関係者や一般市民との対話 

渋滞課金とは、一般市民によって不本意ながら受け入れられてゆくものである。また運転者は

一般道路の利用料金に対する支払いという概念に慣れていない。従って、渋滞課金の導入が決

定した際には初期の段階で利害関係者や一般市民との対話を始めることが賢明である。利害関

係者にはドライバーの団体、自動車販売の団体、商工会議所、労働組合、草の根団体などが含

まれる。対話を通じて一般市民の心に概念をしっかりと根付かせるという効果が望める。 

 

11.2  交通系共通カード 

タミル・ナド政府は、スマートカードを利用したインターモーダルの料金支払いシステムと

なる交通系共通カードの導入を計画している。スマートカードは、チェンナイ・メトロ、都市

内バス、都市内鉄道、モノレール、有料道路など様々な交通機関で使用できるものである。近

年、‘Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｕｂｌｉｃ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｍｏｄｅｓ’と

いう名称のワーキング・グループがチェンナイ統合都市圏交通委員会に設置された。  

交通系共通カードの計画や設計には、相当の労力が必要となる。本節は、インド政府機関に

対し、交通系共通カードの計画に関する重要な一般的な概念を参考情報として提供するもので

ある。 
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11.2.1  交通系共通カードをチェンナイに導入する合理的な理由 

チェンナイにおける公共交通網は、インドの他の都市と比べるとインターモーダルの接続性

が比較的よく考慮され、整備されている。例えば、メトロの多くの駅が都市内バスターミナル

と接続されており、電車や駅構内の地図に乗換駅名が表示されている。都市間バス及び市内バ

スの大きなターミナルは、メトロの駅のすぐ隣に整備されている。入札中のモノレールもメト

ロの駅と接続されるようになるであろう。交通系共通カードは、メトロやバス、モノレール、

有料道路のタッチ＆ゴー(Ｔ＆Ｇ)など異なる交通機関で広く使用できるスマートカードである。

物理的な接続性が良好なチェンナイでは、これにより利用者の利便性が高まり、交通需要の公

共交通への転換が図られる可能性が大きい。 

 

11.2.2  交通系共通カードの特徴 

公共交通機関の運賃の支払いには、紙の切符や磁気カードが使用されていたが、今日では一

般的にスマートカードと呼ばれるＩＣカードを使用するのが世界的な傾向であり、従来の方法

に比べ多くの利点があるため更なる普及が進んでいる。スマートカードの主な利点の一つに、

異なる交通機関にわたって広く使用できる点があり、このスマートカードを‘交通系共通カー

ド’と呼ぶ。 

スマートカードの技術的な特徴は以下となる。 

 高度なセキュリティー 

 安全な近距離無線通信技術設計 

 チップに格納されているデータの重複／破壊を防止 

 高耐久性 

 読み書きが約５０万回まで可能と寿命が長い 
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 大量のトランザクションを可能とする高速処理 

 移動データや支払い記録データの保存が可能な大容量メモリ 

 スマートカードを利用した交通系共通カードの導入により以下が可能になる 

 メトロ、モノレール、バスなど公共交通機関の入口／出口での迅速な支払い 

 インターモーダルの移動記録を保存し、人の移動に係る分析（パーソントリップ分析）

などのために活用 

 割引の適用、或いは区間料金制や固定料金制から対距離料金制への移行など、柔軟な支

払いサービス 

 切符を購入するための列に並ぶ待ち時間や小銭を持ち歩くことの必要性の回避 

 公共交通機関の駅での係員による釣銭用の小銭を用意することの必要性の回避や、現金

の取扱い作業の軽減 

 料金の徴収漏れの抑制 

 

11.2.3  交通系共通カード事業に係わる事業者 

交通系共通カード事業には、大きく分けて、交通事業者、カード発行者、電子マネー管理者

といった３つの事業者が存在する。 

(1) 交通事業者 

異なる交通事業者の間で利用される交通系共通カードの相互運用性を確保する必要がある。

そのためには料金体系やカードシステムの仕様／標準など、諸々の規則を定め、交通事業者の

間で合意しておく必要がある。これらの規則に同意し承諾した交通事業者は、交通系共通カー

ド事業の加盟事業者となる。ショッピングに利用されるカードの場合には、キオスクや小売店

などの関係事業者も加盟事業者として含まれる。 
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(2) カード発行者 

カード利用者にスマートカードを発行する事業者を‘カード発行者’と呼ぶ。通常、カード

発行者は交通事業者、或いは銀行である。チェンナイ・メトロのカード発行者は、チェンナ

イ・メトロ公社である。  

 

(3) 電子マネー管理者 

カードにチャージされた金額を‘電子マネー’、その電子マネーの入金とカードの残高管理

を行う事業者を‘電子マネー管理者’と呼ぶ。カード発行者と電子マネー管理者は同じ事業者

であることが多い。チェンナイ・メトロにおいても電子マネー管理者は、チェンナイ・メトロ

公社である。 

交通事業者、カード発行者、電子マネー管理者を交通系共通カード事業の‘加盟事業者’と

呼ぶ。 

 

11.2.4  決済方法とクリアリングハウス 

１枚の交通系共通カードで利用された異なる公共交通機関の運賃を決済する必要がある。基

本的に決済方法は次の二通りである。 

(1) ピアツーピア決済 

原則として、二つの事業者間で運賃の決済が行われる。両事業者がピアの関係にあり、決済

に必要なデータがお互いに転送される。この方法は、システムがシンプルで比較的容易に開始

できるところが利点である。しかし、加盟する交通事業者などが増えると、データフローや決

済の手続きが複雑になる。  
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(2) クリアリングハウスによる決済  

これは、事業に参加する加盟事業者が複数存在する場合に適した方法である。クリアリング

ハウスは、１枚の交通系共通カードを使って異なる交通機関に支払われた運賃を決済すること

を目的として設立される。決済に関するすべてのデータがクリアリングハウスに送られ、クリ

アリングハウスによって決済の手続きが行われる。加盟事業者が増えてもデータフローや決済

の手続きが複雑になることはない。しかし、決済手続き、料金システム、データフォーマット、

技術標準など共通の規則を定め、すべての加盟事業者がそれに同意し遵守することが重要であ

る。  

 

（出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 11．6 ピアツーピア及びクリアリングハウスによる決済方法 

 

(3) クリアリングハウス 

クリアリングハウスは決済に必要な業務を遂行し、その業務に対する手数料を加盟事業者か

ら得る。クリアリングハウスの主要な業務は以下となる。 

 交通系共通カードの使用記録のデータを交通事業者から収集する。使用記録には、チャー

ジ料金、チャージした端末、支払った運賃とその利用した交通機関などのデータが含まれ

ている。 
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 交通事業者、電子マネー管理者、カード発行者などの各加盟事業者に支払われるべき金額

を算出する。  

 物理的なお金の分配のために加盟事業者に算出結果を送る。 

 交通事業者、カード発行者、電子マネー管理者から決済業務の手数料を受け取る。 

クリアリングハウスと加盟事業者の概要を下図に示す。 

 （出典：ＪＩＣＡ調査団） 

図 11．7 クリアリングハウスと加盟事業者 

 

11.2.5  管理委員会 

交通系共通カードを実現し、システムを持続的に運営／管理してゆくことは決して容易なこ

とではない。方針と戦略を策定し、そして規則を定め、その規則に交通系共通カード事業に係

わる関係者のすべてが同意し遵守してゆくことが重要である。事業に係わる関係者には、加盟

事業者だけではなく、州政府の財務局や計画局、及び小売組合なども含まれる。これらの関係
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者で構成された‘管理委員会’を組織することが交通系共通カードの導入に向けた第一歩とな

る。  

管理委員会は方針の策定、戦略の立案、規則の制定など重要な事項を議決する組織として機

能する。例えば、議決する事項として以下のようなものがある。 

 採用する技術標準や情報セキュリティー方針

 決済方法

 トランザクション用データの内容と形式

 試験の承認基準

 機密保持を保証するための規定

 新規加盟事業者受け入れのための規定と手順
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12  結論と提言 

(1) ＩＴＳを実施していくためのタミル・ナド州政府の強い指導力 

タミル・ナド州政府は、本調査の中で副主席事務次官を議長とする関係者会議を開催した。

この会議の中で、州政府のリーダー達は推奨されたＩＴＳ導入の重要性を認識し、早急なＩＴ

Ｓの実現にあたって妨げとなる諸々の課題解決にあたって強い意向が示された。 

ＩＴＳを実施する上では、政策立案者と関係機関の強い意志が重要であり、関係者間での緊

密な連携や調整が必要となる。これに対する政府の強い指導力が、ＩＴＳの確実な実施を可能

とする。 

 

(2) ＩＴＳの詳細な調査 

本調査の目的に従い、ＩＴＳ整備の基本方針と概略設計を提案した。しかしながら、これら

の実施には設計などさらなる詳細な検討が必要となる。また、駐車場システムなどについては

システムの検討の前に、駐車場マスタープランのようなインフラ設備の整備計画が必要となる。

それゆえ、ＩＴＳの実施に向けた更なる調査の実施が強く望まれる。 

 

(3) ＩＴＳと一体となった交通インフラの整備と改善 

ＩＴＳは、交通渋滞の緩和のためのソフト対策の一つである。ＩＴＳの効果発現のためには

道路・交通インフラが十分且つ適切に整備される必要がある。報告書に記載のとおり、チェン

ナイの交通インフラには、交差点、乗り換え施設、駐車場スペース、歩道の改良等、多くの課

題がある。ＩＴＳと一体となった道路交通インフラの整備や改善が重要である。 
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(4) 新しい技術の導入 

情報通信技術は急速に進歩している。本調査で提案したＩＴＳの基本方針は現在時点におい

て可用な技術に基づいて提案しているが、数年後には現在では存在しないような新しい技術が

利用可能になっていることも大いに予想される。従って、常に最新の技術の動向に留意しなが

らこれらを取り込んでゆくことが重要である。 

 

(5) 持続的なＩＴＳの推進 

ＩＴＳは一回限りの実施ではなく、一旦整備されれば、持続した運用と維持管理が必要とな

る。時間の経過とともに技術の進展や交通状況の変化に応じて、検査、評価、計画及び更新を

してゆくことが必要であり、継続した取り組みが重要である。 

 

(6) 能力開発 

長期間に渡って検査、評価、計画、更新など、ＩＴＳを持続的に運営・維持管理してゆくに

は、能力開発が最も重要な要素となる。ＩＴＳの実施に係わる人員は、適切な知識や技能を身

につけることが求められ、トレーニング計画を策定し、必要となる知識を継続的に向上させて

いくことが重要である。例えば、知識や経験を有する講師によるレクチャーやシミュレーショ

ンのような実践的なプラクティス等のトレーニングプログラムを行うことが推奨される。他に

は、人員を最新のＩＴＳが運営されている先進国へ派遣し、実務を通じてＩＴＳの専門家とし

て必要な知見を身に着けるといった取り組みが望まれる。 

 

(7) 中心母体の設立 

ＩＴＳの継続的な実施には中心となる母体の設立が重要となる。ＩＴＳの実施は都市圏の交

通対策と表裏一体であり、関連する組織が分野横断的に取り組んでゆくことが必要となる。こ

のためには、タミル・ナド州インフラ開発庁、チェンナイ都市圏開発局、チェンナイ都市圏交
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通公社、チェンナイ市、チェンナイ交通警察、チェンナイメトロなどといった都市交通セクタ

ーにおける関連組織の関与が重要である。チェンナイでは、都市交通分野における意思決定・

調整機関として、関係機関から成るチェンナイ統合都市圏交通委員会が存在し、その下に「Ｉ

ｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｕｂｌｉｃ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ」や「スマートシティー」

といった委員会が設置されている。同様に、ＩＴＳ実施のための委員会を、チェンナイ統合都

市圏交通委員会の下に設置することが望まれる。 

 

(8) 歩行者や運転手に対する教育や交通ルールや規則に対する取り締まりの強化 

チェンナイの都市圏の交通の最大の課題の一つが、交通マナーである。インフラの整備やＩ

ＴＳの導入のみでは交通の改善は期待できない。歩行者や運転手に対する交通マナーに係る教

育や交通ルールや規則に対する取り締まりの強化が、ＩＴＳ導入の効果を最大化するために必

要である。 

 

(9) 車両のナンバープレートの標準化と車両登録の改善 

標準化されたナンバープレートと適切な車両の登録情報は、ＩＴＳによる適切な取り締まり

等のためには不可欠である。２００５年にインド国政府によって車両のナンバープレートの標

準化が義務付けられたが、現時点においては限られた州でのみ実現されている状況であり、タ

ミル・ナド州においてはまだ実施までに至っていない。チェンナイでは、ナンバープレート標

準化のためのコントラクターの入札が進行中であるが、既設のナンバープレートの入れ替えに

はまだ相当の時間がかかることが予想される。加えて、車両登録制度が不十分であるため、取

り締まりにあたっては特に中古車両の所有者の特定が困難な状況にある。ゆえに、車のナンバ

ープレートの標準化と車両登録の改善が早急に実施されることが期待される。 
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(10)  チェンナイ港を起因とする慢性的な渋滞の改善 

チェンナイ北部では、チェンナイ港へ入場待ちの多くの大型車両を原因とする、慢性的な渋

滞が発生している。大型車両の待ち行列は、道路空間を占有し、渋滞の発生源となっていると

ともに事故の原因にもなっている。チェンナイ港は、コンテナの取扱量がインド国で第二を誇

る港であり、取扱量は今後も継続して増加していくことが予想される。こうした課題はＩＴＳ

では解決できないものである。エンノール港では現在、コンテナ設備の整備が進められている

ところであるが、この整備を推進するとともに、チェンナイ港におけるコンテナ取扱時間の短

縮など処理能力の向上が重要である。 
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